




 
 

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言 
 

（レインボーなは宣言） 

 
 

人がどのような性を生きるか、また、誰を愛し・愛さないかは、

すべての人が幸福に生きるために生まれながらにして持ってい

る権利、すなわち人権であり、誰もがその多様な生き方を尊重さ

れなければなりません。 

 
那覇市は、市民と協働し、性自認及び性的指向など、性に関す

るあらゆる差別や偏見をなくし、誰もが安心して暮らせる都市を

めざして、ここに『性の多様性を尊重する都市・なは』を宣言し

ます。 

 

 

 

平成 27年７月 19日 

那 覇 市 



はじめに 

 

本市は、2005（平成 17）年に「那覇市男女共同参画推進条例」を制定後、

2008（平成 20）年に「第３次那覇市男女共同参画計画」を策定し、一人ひとり

の人権が尊重され、自らの意思にもとづき、個性と能力を十分発揮できる男

女共同参画社会をめざし、取り組んでまいりました。 

 

この間、国は「ＤＶ防止法」、「女性活躍推進法」を施行し、時代の変化に応

じたさまざまな施策を展開していますが、依然として、性別による固定的な役割分担意識やこれに

基づく慣行や慣習、政治や政策決定過程における男女差や職業における男女の格差、ＤＶやハラ

スメント等、多くの課題が残されています。  

 

このたび策定しました「第４次那覇市男女共同参画計画（以下「本計画」）」は、男女共同参画社

会基本法に基づき、課題解決に向けた取組や新たなニーズへの対応などを踏まえた計画となるよ

う、これまで策定を進めてまいりました。 

 

本計画では、「第２次那覇市ＤＶ防止計画」を基本目標の一つとして盛り込み、また、女性活躍

推進法に基づく本市の「女性活躍推進計画」としても位置づけています。 

2015（平成 27）年７月に発表した「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の趣旨・基本理念を

新たに盛り込んだほか、本市の上位計画である「第５次那覇市総合計画」との整合性を図り、2018

（平成 30）年施行の「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」や国・県・市の計画

等を勘案し策定しております。 

 

さらに、計画期間 10年の本計画は、５年後の中間見直しのほか、情勢の変化等にかんがみ、 

必要に応じて随時変更できることとしております。 

 

本計画に基づき、「性別、世代、地域を越え、互いに協働し、一人ひとりがいきいきと豊かに暮

らせる市民社会の実現」をめざしてまいります。今後も皆様のさらなるご理解とお力添えをお願い

いたします。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、熱心にご審議いただきました「那覇市男女共同参画会議」を

はじめ、貴重なご意見やご提言をいただきました市民・事業者の皆様に対しまして、心から感謝申

し上げます。 

 

2019（令和元）年 12月 

  那覇市長 城間 幹子 





第４次那覇市男女共同参画計画 
（なは男女平等推進プラン） 
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第 1 章 計画の策定にあたって 

 

１ 那覇市男女共同参画計画策定の概要                  

    

（１）計画策定の目的                      

 

本市は、1988（昭和 63）年に「那覇市女性行動計画」を策定して以降、1998（平成

10）年に「第２次那覇市女性行動計画（なは男女平等推進プラン）」を経て、2005（平

成 17）年に「那覇市男女共同参画推進条例」制定後は、男女共同参画社会基本法（平成

11 年法律第 78 号）に基づく計画として、2008（平成 20）年に「第３次那覇市男女共同

参画計画（なは男女平等推進プラン）」を策定し、本市男女共同参画行政の施策を推進

してきました。 

しかし、未だに、女性に対する暴力などの人権侵害や、固定的な性別役割分担意識
＊

と

それに基づく慣習や制度等が存在します。例えば、女性のみが終始料理を作り続けるこ

とを強いられるような年中行事が数多く存在すること、また、トートーメー
＊

（位牌）継

承問題にみられるように女性差別の慣習等も根強いものがあります。他方、沖縄県は、

県民１人当たりの所得が本土復帰以降、全国最下位が続いており、また県内の非正規労

働者数は 2018 年に過去最多となり、２年続けて全国１位となっています。強い性別役

割分担意識と、貧困が組み合わされることにより、他県よりもひとり親家庭、とりわけ

母子家庭の貧困状況も非常に深刻となっています。このように真の男女平等の達成に

は、なお多くの課題が残されています。 

また、2015（平成 27）年には「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボー

なは宣言）が出され、セクシュアル・マイノリティを含め、すべての人々が、そのセク

シュアリティ
＊

によって差別や暴力等の人権侵害を受けることなく、安心・安全に暮らせ

るような施策の展開を図っていくことが求められています。 

2018（平成 30）年度からの 10 カ年計画である「第５次那覇市総合計画」においては、

「人権が尊重され、誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり」を基本計画の一つと

しており、基本計画に基づいた事業計画、施策の展開を図ることになっています。 

誰もが社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動が確保され、もって誰もが均等に政治的・経済的・社会的及び文化的利益などを

享受することができ、かつ、ともに責任を負うという「男女共同参画社会
＊

」の実現を目

指し、2019（令和元）年度からの 10 カ年計画である「第４次那覇市男女共同参画計画

（以下「本計画」）」を策定します。  
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母子家庭の貧困状況も非常に深刻となっています。このように真の男女平等の達成に

は、なお多くの課題が残されています。 

また、2015（平成 27）年には「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボー

なは宣言）が出され、セクシュアル・マイノリティを含め、すべての人々が、そのセク

シュアリティ
＊

によって差別や暴力等の人権侵害を受けることなく、安心・安全に暮らせ

るような施策の展開を図っていくことが求められています。 

2018（平成 30）年度からの 10 カ年計画である「第５次那覇市総合計画」においては、

「人権が尊重され、誰もが心豊かに安心して暮らせるまちづくり」を基本計画の一つと

しており、基本計画に基づいた事業計画、施策の展開を図ることになっています。 

誰もが社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野におけ

る活動が確保され、もって誰もが均等に政治的・経済的・社会的及び文化的利益などを

享受することができ、かつ、ともに責任を負うという「男女共同参画社会
＊

」の実現を目

指し、2019（令和元）年度からの 10 カ年計画である「第４次那覇市男女共同参画計画

（以下「本計画」）」を策定します。  
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（２）計画策定の背景 

 

「男女共同参画社会基本法」は、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思に

よって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等

に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担

うべき社会を形成する」ために、男女共同参画計画を定めることとしています。 

また、内閣府「平成 30 年版男女共同参画白書」では、「男女共同参画社会の実現と女

性活躍の推進は、少子化・人口減少社会に直面する我が国にとって、社会全体で取り組

むべき最重要課題」であるとし、「普通の女性が抱える様々な困難や制約が、女性活躍以

前に取り組むべき課題として認識されていないと思います。」と社会の認識が変わらな

い状況を指摘しています。 

さらに、2016（平成 28）年には、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律

（平成 27 年法律第 64 号）（以下「女性活躍推進法
＊

」）」が全面施行され、国及び地方公共

団体、民間企業等に対し、女性の活躍の場の提供主体である事業主として、女性の活躍

に関する状況の把握・課題分析・行動計画策定・情報公表を義務付けています。 

2018（平成 30）年５月に公布・施行された「政治分野における男女共同参画の推進に

関する法律
＊

」（平成 30 年法律第 28 号）は、選挙において男女の候補者の数が均等とな

ることや、公職における家庭生活との円滑な継続・両立などが定められ、政策決定過程

や政治分野における男女共同参画への推進が明記されました。 

本市においては、2008（平成 20）年に「第３次那覇市男女共同参画計画（なは男女平

等推進プラン）」を、2013（平成 25）年には県内初となる「那覇市配偶者等からの暴力

（ＤＶ
＊

）の防止及び被害者支援に関する基本計画（以下「那覇市ＤＶ防止計画」）」を策

定し、男女共同参画社会の実現に向けた取組を推進してきました。 

本計画は、これまでの取組を継承するとともに、社会情勢の変化や、国・県の男女共

同参画計画策定の動向を踏まえつつ、2015（平成 27）年「性の多様性を尊重する都市・

なは」宣言（レインボーなは宣言）など、新たな課題への取組と、全ての市民が個性と

能力を十分発揮できる男女共同参画社会の実現を目指します。 

 

①  世界の動き 

1972（昭和 47）年の第 27 回国連総会において、1975（昭和 50）年を「国際婦人年

（後に国際女性年）」とすることを宣言し、平等・発展・平和の３つの目標を掲げ、こ

れらの目標達成に向け、世界的規模で集中して取り組む年としました。 

同年に、メキシコシティで開催された「第１回世界女性会議」において、「世界行動

計画」が採択され、それに基づき、1976（昭和 51）年から 1985（昭和 60）年までを

「国連婦人の十年」と宣言し、世界中の女性の地位向上に向けた取組が始まりました。 

1979（昭和 54）年、国連第 34 回総会で「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃

に関する条約（以下「女子差別撤廃条約
＊

」）」が採択され、女性に対する差別を定義し、

締結国に対し、政治的及び公的活動、並びに経済的及び社会的活動における差別の撤

廃のために適切な措置をとることを求めています。 

 
 

 
 
 

1995（平成７）年、北京で開催された「第４回世界女性会議」において、国際社会

全体で、女性の地位向上とエンパワーメント
＊

を達成するために優先的に取り組むべき

12 の重大問題領域（貧困・教育・健康など）が明記された「北京宣言」及び「行動綱

領」が採択されました。その 10 年後にあたる、2005（平成 17）年には国連「北京+10」

世界閣僚級会合、2010（平成 22）年には「北京+15」、2015（平成 27）年には「北京+20」

記念会合が開催され、さらなる取組が求められました。 

2010（平成 22）年には、国連総会決議により「ジェンダー
＊

平等と女性のエンパワー

メントのための国連機関（ＵＮ Ｗomen）」が設立され、2011（平成 23）年に正式に発

足し、女性と女児に対する差別の撤廃、女性のエンパワーメント、男女間の平等の達

成を目指し、活動を開始しました。 

2012（平成 24)年、第 56 回国連女性の地位委員会にて、「自然災害におけるジェン

ダー平等と女性のエンパワーメント」の決議が採択され、災害支援等における女性の

参画や子ども、高齢者、障がい者等の脆弱な人々への配慮の必要性とともに、新たな

社会の再構築の過程において、それらの人々が参画することで包摂型の社会づくりを

行うことの重要性を強調しました。 

2015（平成 27）年９月に開催された国連総会において、2016 年～2030 年までの世

界共通目標として「持続可能な開発目標（ＳＤＧs
＊

：Sustainable Development Goals）」

が採択されました。17 の目標と 169 のターゲットが設定され、「ジェンダー平等を実

現しよう」も大きな目標の一つとして設定されています。 

2016（平成 28）年、第 60 回国連女性の地位委員会においては、「女性のエンパワー

メントと持続可能な開発の関連性」合意結論及び「複数年行動計画」等が決議されま

した。 

2017（平成 29）年、イタリアのタオルミーナで開催された先進国首脳会議（Ｇ７）

では「ジェンダーに配慮した経済環境のためのＧ７ロードマップ」が採択され、①女

性の参画拡大及び全ての段階での平等な機会及び公正な選考過程の促進、②働きがい

のある人間らしい質の高い仕事への女性のアクセスの基盤強化、③生涯を通じた女性

及び女児に対する暴力の排除の三つの柱が示されています。 

女性の政治・経済活動への参画を示す国別の実情については国連開発計画（ＵＮＤ

Ｐ）によるジェンダー開発指数
＊

（ＧＤＩ）・ジェンダー不平等指数
＊

（ＧＩＩ）、世界経

済フォーラムによるジェンダー･ギャップ指数
＊

（ＧＧＩ）などが開発・公表されており、

男女共同参画の国際的な取組について情報を提供しています。 

性の多様性については、2006（平成 18）年にインドネシアで開催された国際法律家

委員会や元国際連合人権委員会等による国際会議において、ＬＧＢＴ
＊

の人びとや性分

化疾患のうち自己の意思に反して必要でない手術を受ける可能性のある症例の当事

者の人権を保障する｢性的指向と性同一性に関わる国際人権法の適用に関する原則

（ジョグジャカルタ原則）｣が採択され、翌 2007（平成 19）年に国連人権理事会にて

承認されました。2017（平成 29）年に、「国家に保護される権利」、「法的に承認され

る権利」、「文化多様性への権利」を含むジョグジャカルタ原則を補足する形で、国家

の義務に関する事項が追加されています。2014（平成 26）年には、オリンピック憲章
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が採択されました。17 の目標と 169 のターゲットが設定され、「ジェンダー平等を実

現しよう」も大きな目標の一つとして設定されています。 

2016（平成 28）年、第 60 回国連女性の地位委員会においては、「女性のエンパワー

メントと持続可能な開発の関連性」合意結論及び「複数年行動計画」等が決議されま

した。 

2017（平成 29）年、イタリアのタオルミーナで開催された先進国首脳会議（Ｇ７）

では「ジェンダーに配慮した経済環境のためのＧ７ロードマップ」が採択され、①女
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及び女児に対する暴力の排除の三つの柱が示されています。 

女性の政治・経済活動への参画を示す国別の実情については国連開発計画（ＵＮＤ

Ｐ）によるジェンダー開発指数
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男女共同参画の国際的な取組について情報を提供しています。 

性の多様性については、2006（平成 18）年にインドネシアで開催された国際法律家

委員会や元国際連合人権委員会等による国際会議において、ＬＧＢＴ
＊

の人びとや性分

化疾患のうち自己の意思に反して必要でない手術を受ける可能性のある症例の当事

者の人権を保障する｢性的指向と性同一性に関わる国際人権法の適用に関する原則

（ジョグジャカルタ原則）｣が採択され、翌 2007（平成 19）年に国連人権理事会にて

承認されました。2017（平成 29）年に、「国家に保護される権利」、「法的に承認され

る権利」、「文化多様性への権利」を含むジョグジャカルタ原則を補足する形で、国家

の義務に関する事項が追加されています。2014（平成 26）年には、オリンピック憲章
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に性的指向を理由とする差別の禁止が盛り込まれました。 

 

②  国内の動き 

国内では、戦前から婦人参政権運動など、男女共同参画社会の形成に取り組んでい

ましたが、1975（昭和 50）年、国連が提唱した「国際婦人年」を契機に、婦人問題企

画推進本部の設置、1977（昭和 52）年は「国内行動計画」が策定されました。また、

男女の完全な平等の達成に貢献することを目的として、女性に対するあらゆる差別を

撤廃することを基本理念とする「女子差別撤廃条約」が 1979（昭和 54）年の第 34 回

国連総会において採択され、日本は 1985（昭和 60）年の批准にあたり、国内法を整備

する必要から、1972（昭和 47）年公布の「勤労婦人福祉法」（昭和 47 年法律第 113 号）を

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する

法律」に改正しました。  

さらに、1999（平成 11）年の改正で「雇用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（以下「男女雇用機会均等法
＊

」）」となり、2007（平成 19）年の

法改正により、性別による差別禁止の範囲が拡大され、男性に対する差別も禁止され

るようになりました。 

1992（平成４）年施行の「育児休業等に関する法律」（平成３年法律第 76 号）は、

1995（平成７）年に「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に

関する法律」に改正され、2017（平成 29）年の改正では、マタニティ・ハラスメント
＊

（以下「マタハラ」）、パタニティ・ハラスメント
＊

（以下「パタハラ」）の防止措置を事

業者に義務付けるなど、職業生活と家庭生活との両立と福祉の増進を図ることで、経

済及び社会の発展に資することを目的としています。 

教育現場においては、家庭科教育は、中学や高校では女子のみの必修科目とされて

きましたが、女性の社会進出が進む中で従来の性別による役割分担にも変化が求めら

れているという状況を受け、日本は女子差別撤廃条約批准に向けて男女共修に取り組

み、1993（平成５）年度から中学で、1994（平成６）年度から高校で男女共修となり

ました。 

「児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)」は、子どもの基本的人権を国際的

に保障するために定められた条約で、18 歳未満の児童（子ども）は権利をもつ主体で

あり、大人と同様ひとりの人間としての人権を認めるとともに、成長の過程で特別な

保護や配慮が必要な子どもならではの権利も定めています。1989（平成元）年の第 44

回国連総会において採択され、日本は、1990（平成２）年に本条約に署名し、1994（平

成６）年に批准しました。 

子どもの人権を取り巻く環境はネット社会、スマートフォン等の普及により、変化

しており、1999（平成 11）年には「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処

罰並びに児童の保護等に関する法律」（平成 11 年法律第 52 号）が施行、2014（平成

26）年には個人の名誉及び私生活の平穏の侵害による被害の発生又はその拡大を防止

することを目的として「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律

（平成 26 年法律第 126 号）（リベンジポルノ
＊

防止法）」が施行されました。 

2000（平成 12）年に「児童虐待の防止等に関する法律（平成 12 年法律第 82 号）（以

下「児童虐待防止法」）」が施行され、児童虐待については、身体的虐待、性的虐待、

ネグレクト、心理的虐待（子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう面前ＤＶ
＊

を含

む）と定義しています。 

2019（令和元）年５月 24 日、児童虐待防止対策の強化を図るための児童福祉法等の

一部を改正する法律案が衆院厚生労働委員会において全会一致で可決されました。 

1999（平成 11）年には、男女共同参画社会の実現を 21 世紀の我が国が取り組むべ

き最重要課題と位置付けた「男女共同参画社会基本法」が制定され、2000（平成 12）

年に「男女共同参画基本計画」が策定されました。直近では、2015（平成 27）年に「第

４次男女共同参画基本計画」が策定され、様々な施策を展開しています。 

加えて、2000（平成 12）年には「ストーカー行為等の規制等に関する法律（平成 12

年法律第 81 号）（以下「ストーカー規制法
＊

」）」が、2001（平成 13）年には「配偶者か

らの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律（平成 13年法律第 31号）（以下「ＤＶ

防止法」）」が施行され、配偶者からの暴力は他人からの暴力と同様の加害行為であり、

重大な人権侵害であることが明文化されました（配偶者、元配偶者、内縁関係、元内

縁関係が対象）。2013（平成 25）年、ＤＶ防止法は、「配偶者からの暴力の防止及び被

害者の保護等に関する法律」に改名され、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力

についても、配偶者からの暴力に準じて、ＤＶ防止法の対象となるよう改正されまし

た。 

2015（平成 27）年８月には、女性の職業生活の活躍の推進に関する施策についての

計画策定を地方公共団体に努力義務とする「女性活躍推進法」の制定をはじめ、同年

12 月に「第４次男女共同参画基本計画」の策定など、男女共同参画社会の形成に向け、

様々な取組が進められています。 

性の多様性に関する国内の動きは、2015（平成 27）年に「ＬＧＢＴに関する課題を

考える国会議員連盟」の発足や、文部科学省は「性的マイノリティ」の児童生徒全般

への配慮を求める通知を発し、翌年、教職員向け手引きの作成・公表を行っています。

2017（平成 29）年には被害者の性的指向・性自認（ＳＯＧＩ
＊

）に関わらず職場におけ

るセクシュアル・ハラスメント
＊

（以下「セクハラ」）も対象とする「事業主が職場にお

ける性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」が

出されました。 

2015（平成 27）年、東京都渋谷区が「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を

推進する条例」制定と同時にパートナーシップ宣誓制度を開始し、同年、世田谷区も

「世田谷区パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を定める等、それ以降、

パートナーシップ制度は各自治体へ広がっており、2019（令和元）年７月５日時点で

24 の自治体（県では茨城県のみ）が同制度を導入しています。 
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表 同性パートナーシップ制度導入自治体と施行年度 

※2019 年 7 月 5 日時点 

 

 2018（平成 30）年、世界保健機構（ＷＨＯ）における国際疾病分類の改訂（ＩＣＤ   

-11）により、性同一性障害は「精神疾患」の分類から除外され、「性の健康に関連す  

る状態」という分類の中の「Gender incongruence（厚生労働省による仮訳：性別不合）」 

に変更されることになりました。「個人の経験する性（an individual’s experienced  
gender）と割り当てられた性別（assigned sex）の顕著かつ持続的な不一致によって特 

徴づけられる。」とされています。また、「ジェンダーの多様な振る舞いや好みだけで 

は、このグループとして診断名を割り当てる根拠にはならない。」とされています。 

 

①  沖縄県の動き 

沖縄県は、1984（昭和 59）年に「婦人問題解決のための沖縄県行動計画」を策定し、

以後、1993（平成５）年「男女共同参画型社会の実現をめざす沖縄県行動計画～ＤＥ

ＩＧＯプラン 21～」（第１次）、1998（平成 10）年「男女共同参画社会をめざす沖縄県

行動計画～ＤＥＩＧＯプラン 21～」（改定）、2002（平成 14）年「沖縄県男女共同参画

計画（後期）」（第２次）を経て、男女共同参画社会の実現を目指してきました。 

その流れの中、1995（平成７）年９月、北京で開かれた「第４回世界女性会議」、あ

わせて開催されたＮＧＯフォーラムには、東門美津子副知事ら沖縄県から 71 人の女

性が参加しました。参加にあたっては、１年間の事前学習を行い、６分野で 11 のワー

クショップが開催されました。 

さらに、2003（平成 15）年の「沖縄県男女共同参画推進条例」制定後、2007(平成

19）年に「沖縄県男女共同参画計画（後期）」（第３次）を策定し、①男女共同参画に

ついての正しい理解と学習の充実、②配偶者等からの暴力防止及び被害者支援、③政

策・方針決定過程への女性の参画の促進、④女性のチャレンジ支援、⑤家庭と仕事の

両立支援と働き方の見直しの５つを重点項目としています。 

2012（平成 24）年に「第４次沖縄県男女共同参画計画」を策定し、2017（平成 29）

年に策定された「第５次沖縄県男女共同参画計画～ＤＥＩＧＯプラン～」は、家庭や

職場、地域、社会全体における男女共同参画の実現を目標に、女性活躍推進法に基づ

く推進計画や子どもの貧困対策等が盛り込まれ、本県における男女共同参画社会の形

成の促進に関する各種施策を推進しています。 

 

②   那覇市の動き 

本市では、1976（昭和 51）年に経済部労働福祉課に勤労婦人担当主査を配置し、1981

（昭和 56）年には、「那覇市働く婦人の家」の開設、「国連婦人の十年」の最終年にあ  

自治体名 年度 自治体名 年度 自治体名 年度 自治体名 年度
東京都渋谷区 2015 福岡県福岡市 2018 東京都府中市 2019 東京都江戸川区 2019
東京都世田谷区 2015 大阪府大阪市 2018 大阪府堺市 2019 東京都豊島区 2019
三重県伊賀市 2016 東京都中野区 2018 神奈川県横須賀市 2019 東京都府中市 2019
兵庫県宝塚市 2016 千葉県千葉市 2018 岡山県総社市 2019 栃木県鹿沼市 2019
沖縄県那覇市 2016 熊本県熊本市 2019 神奈川県小田原市 2019 宮崎県宮崎市 2019
北海道札幌市 2017 群馬県大泉町 2019 大阪府枚方市 2019 茨城県 2019

 
 

 
 
 

たる 1985（昭和 60）年に、平和を基調に男女平等社会の実現やあらゆる立場の人々と

の共生を目指し、多くの課題解決に取り組む団体や個人が一同に会し、日頃の活動を

発表・表現する場として、第１回「うないフェスティバル
＊

」を開催し、2014（平成 26）

年（第 30 回）まで継続されました。 

1985（昭和 60）年には、「那覇市婦人問題行政連絡協議会」、「那覇市婦人問題会議」

が設置され、1987（昭和 62）年に「21 世紀に向けての那覇市における女性行動計画の

策定への提言」が答申されました。 

1988（昭和 63）年に「那覇市女性行動計画」を策定し、経済部に「女性室」が設置

されました。翌年には、総合的な施策を展開する必要性から総務部に所管が変更され

ています。 

さらに、1990（平成２）年から 2000（平成 12）年にかけて、「那覇女性史」編さん

事業がスタートし、「なは女性史証言集（１～４号）」、那覇女性史「なは・女のあしあ

と（近代編、前近代編、戦後編）」が発刊されました。 

1996（平成８）年に「なは女性センター」を開設し、性別や固定観念にとらわれず、

一人ひとりが個性と能力を発揮できる社会、多様な生き方を尊重できる社会の実現を

めざし活動を続けています。 

1998（平成 10）年には那覇市女性問題会議から答申を受け、「第２次那覇市女性行

動計画」を策定しました。同年４月に「第３次那覇市総合計画」が制定され、基本構

想を実現する方法の一つに「男女共同参画」が掲げられ、基本計画の中で「男女共同

参画社会の実現」が位置づけられたことにより、同年９月 28 日に「なは男女共同参画

都市宣言」を発表しました。 

2001（平成 13 年）年、ＤＶの市民の意識と実態及びＤＶの被害状況や市民の要望等

を把握する目的で、「日常生活の中での女性の人権に関する調査」を実施し、その後の

施策を推進する上での基礎としています。 

2001（平成 13）年、「女性室」は「男女共同参画室」へ改称され、女性行政から男女

共同参画行政へ移行しました。 

2003（平成 15）年には、計画の中間見直しを行い、「第２次那覇市男女共同参画計

画」改訂版を発刊しました。 

那覇市男女共同参画会議からの答申を受け、2005（平成 17）年に「那覇市男女共同

参画推進条例」が制定・施行されました。本市の男女共同参画行政の基本理念の推進

のため、市・市民・事業者・教育者のそれぞれの責務を明らかにし、市と市民等が協

働して、男女共同参画社会の実現に向け取り組むことを目的としています。また、同

年、ＤＶ被害者へのきめ細かい支援を目的に、庁内の連携を図るための｢ＤＶ被害者支

援のための庁内ネットワーク会議｣も設置されました。 

2007（平成 19）年、那覇市男女共同参画会議から「第３次那覇市男女共同参画計画

策定に向けての提言」を受け、2008（平成 20）年に｢第３次那覇市男女共同参画計画｣

を策定しました。同計画の中間見直しとして、2012（平成 24）年に策定した県内初と

なる「那覇市ＤＶ防止計画」は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく本市の基本計

画であり、ＤＶ被害者等の安全と安心に配慮し、「加害者にも、被害者にも、傍観者に
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もならない」ために、ＤＶ防止に向けた全庁的な取組を積極的に推進していくことを

目的としています。 

性の多様性については、2015（平成 27）年に、東京都渋谷区が全国初となるパート

ナーシップ証明発行も含めた条例を施行しました。本市においては、同年２月の市議

会定例会において複数の議員が性的マイノリティに対する市の見解や姿勢について質

問したことが、パートナーシップ登録制度への取組を進めるきっかけとなりました。

本市においても、国内の先行自治体の取組を参考に那覇市男女共同参画会義における

議論と並行し、調査・検討を続けました。 

同年７月 19 日、県内のプライド・イベントとして、本市が 2013（平成 25）年の第

１回から共催している「第３回ピンクドット沖縄」において、「性の多様性を尊重する

都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）を発表し、性のあり方は人権として尊重さ

れるという本市の姿勢を表明しました。  

同宣言の約１年後、2016（平成 28）年７月８日に「那覇市パートナーシップ登録」

制度を開始しました。同制度は、法的拘束力は無いものの、当事者団体等との意見交

換の中で、「行政（市）が二人のパートナーシップ関係を認めてくれることで、精神的

な支えになる」との意見も出され、同制度の開始に向け、取組を進めました。 

パートナーシップ登録の要綱作成にあたっては、那覇市男女共同参画会議で議論が

進められ、2016（平成 28）年４月 14 日に琉球大学大学院法務研究科と本市が締結し

た「性の多様性の尊重についての連携・協力に関する協定」に基づき、法的なアドバ

イス等の協力を仰ぎました。法科大学院と自治体が協定を結ぶのは全国初の試みで、

法的な検討が必要な事案について、専門的な支援を受けています。 

2017（平成 29）年 12 月には、那覇市教育委員会において、「学校におけるＬＧＢＴ

への配慮に関する指針」を策定し、教育現場における取組を推進しています。 
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２ 第４次那覇市男女共同参画計画の位置づけ              

 

（１）計画の性格 

 

① 本市の条例及び総合計画並びに他部門計画等との整合性 

 

本計画は、那覇市男女共同参画推進条例に基づく計画であり、策定に当たっては 

下記のとおりとします。 

 

●那覇市男女共同参画推進条例の趣旨、基本理念等に基づくものであること 

 

●第５次那覇市総合計画及び関連する他部局計画との整合性を図ること 

 

●那覇市男女共同参画会議からの答申（第４次那覇市男女共同参画計画への提言）

を勘案すること 

 

●2013（平成 25）年策定の「那覇市ＤＶ防止計画」（平成 25 年度～平成 29 年度）

の改定にあわせて、第２次ＤＶ防止計画として位置付けること 

 

●2015（平成 27）年に国が制定した「女性活躍推進法」に基づく、本市の「女性活

躍推進計画」として位置付けること 

 

●「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の趣旨・基本理念に基づくものである

こと 

 

●計画の実効性を高めるために、男女共同参画行政の推進状況について、市民にわ

かりやすい指標を設定し、その指標に計画期間終了時における数値目標を定める

こと 

 

② 法律、計画等との位置関係 

 

本計画は、男女共同参画社会基本法の趣旨・基本理念と、「ＤＶ防止法」並びに「女性

活躍推進法」、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」を踏まえつつ、国・

県・市の計画等を勘案して策定します。 

 

 

  

- 9 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第４次那覇市男女共同参画計画 

那覇市女性活躍 
推進計画 

第２次那覇市ＤＶ
防止基本計画 

男女共同参画社会基本法 

国 第４次男女共同参画基本計画 
県 第５次沖縄県男女共同参画計画 

那覇市男女共同 
参画推進条例 「性の多様性を尊重する都市・なは」

宣言（レインボーなは宣言） 

・配偶者からの暴力の防止及び 
被害者の保護等に関する法律 
・女性の職業生活における活躍 
の推進に関する法律 
・政治分野における男女共同参画 
の推進に関する法律 

 

第５次 
那覇市総合計画 

①男女の人権の尊重 
②社会における制度又は慣行についての配慮 
③政策等の立案及び決定への共同参画 
④家庭生活における活動と他の活動の両立 
⑤国際的協調 

基本理念 
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第４次那覇市男女共同参画計画 

那覇市女性活躍 
推進計画 

第２次那覇市ＤＶ
防止基本計画 

男女共同参画社会基本法 

国 第４次男女共同参画基本計画 
県 第５次沖縄県男女共同参画計画 

那覇市男女共同 
参画推進条例 「性の多様性を尊重する都市・なは」

宣言（レインボーなは宣言） 

・配偶者からの暴力の防止及び 
被害者の保護等に関する法律 
・女性の職業生活における活躍 
の推進に関する法律 
・政治分野における男女共同参画 
の推進に関する法律 

 

第５次 
那覇市総合計画 

①男女の人権の尊重 
②社会における制度又は慣行についての配慮 
③政策等の立案及び決定への共同参画 
④家庭生活における活動と他の活動の両立 
⑤国際的協調 

基本理念 

（２）計画の構成と計画期間 

 

① 計画の構成 

 

本市における男女共同参画社会の実現をめざすために基本計画を策定し、そのための

具体的な施策を実施するために、実施計画を作成するとともに、基本的な事業に数値目

標を設定するなど、推進体制を示します。 

 

② 計画期間 

 

●本計画は、2019（令和元）年度から 2028（令和 10）年度までの 10 年間の計画と

して策定します。 

●2023（令和５）年度に中間見直しを実施します。社会情勢の変化の把握や計画の

評価のため、2022（令和４）年度に意識調査と中間評価を行います。 

●毎年、各施策の進捗状況の点検を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

計 画 期 間 （2019年度～2028年度） 10年間 

          ◎施策の推進及び計画の見直し 
ＰＤＣＡサイクルの活用 

中間見直し 

2019  2020  2021   2022・2023 2024 2025  2026  2027・2028 

2022・2023年度 2027・2028年度 

次期計画策定 

2021年度 

・意識調査項目の検討 
 

・意識調査実施 
 ・中間評価 
 

2026年度 

・意識調査項目の検討 
 

・意識調査実施 
 ・施策評価 
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（３）計画の推進 

 

 ① 進捗管理 

●毎年度、各施策の事業の進捗状況を把握し、本市の男女共同参画行政推進委員会
や同幹事会において点検・評価を行い、見直し・改善策について検討した結果を、
附属機関である那覇市男女共同参画会議に諮り、いただいた意見を庁内関係部署
へフィードバックし、今後の事業の検証や見直し・改善等を図ります。また、必
要に応じ計画の見直しができるものとします。  

●事業の効果や評価を勘案し、2022（令和４）・2023（令和５）年度の中間見直し
において、計画の見直しや改善を行います。  

●中間見直しや次期計画策定に向けては、３カ年かけて調査・検討します。  
 
本計画は、下記のとおり、ＰＤＣＡサイクルにより、進捗管理を行い、点検・評価を踏まえ、
より効果的な目標の達成に向けて、見直し・改善を図り、取組を推進していきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan（計画） 

 
・市民、事業者、男女共同参画会議
等の意見を踏まえ、計画を策定 

Do（実行） 

 
・それぞれの取組を実行 

Action（見直し・改善） 

 
・点検・自己評価に基づく見直しと
改善 
・見直し、改善に対する提言 

Check（点検・評価） 

 
・各取組の点検・自己評価 
・実施内容全体の総合評価 
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第２章 基本計画 

 

１．計画の基本理念                          

 

本計画は、2005（平成 17）年施行の那覇市男女共同参画推進条例第３条に掲げる６つの事項

に、2015（平成 27）年発表した「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣

言）の趣旨を加えた７つの事項を基本理念とし、より高い理念を掲げます。 

 

① 男女（すべての人）の人権の尊重 

男女（すべての人）の個人としての尊厳が重んぜられること、男女（すべての人）が直  

接又は間接に性別による差別的扱いを受けないこと、男女（すべての人）が個人として能

力を発揮する機会が確保されることその他の男女（すべての人）の人権が尊重されること。 

 

② 男女（すべての人）の性の尊重 

男女（すべての人）が互いの性を理解し合い、生涯にわたる性と生殖に関する健康と権

利が尊重されること。 

 

③ 社会制度や慣行についての配慮 

男女（すべての人）が、慣習や制度等の中で性別によって固定された役割分担にとらわ

れず、社会における活動に平等にかかわれるようにすること。 

 

④ 政策や方針の立案及び決定への共同参画 

男女（すべての人）が、社会の対等な構成員として、市における政策又は民間を含むあ

らゆる団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること。 

 

⑤ 家庭生活と社会生活の両立 

家族を構成する男女（すべての人）が、相互の協力と社会の支援の下に、子育て、家族

の介護等の家庭生活における活動について、家族の一員としての責任を共に果たし、かつ、

その他の社会生活における活動を行うことができるようにすること。 

 

⑥ 国際社会との協調 

国際社会における取組と協調して行うこと。 

 

⑦ 性の多様性の尊重 

市民と協働し、性に関するあらゆる差別や偏見をなくし、誰もが安心して暮らせる都 

市を目指す、「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の理念を推進していくこと。 
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２．計画の基本的視点                         

 
（１）市及び市民等の責務 
 
那覇市男女共同参画推進条例第５条から第８条において、市における男女共同参画社会の実

現に向けて、それぞれが果たす役割を次のとおり規定しています。 

 

市の責務 第５条 

市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進を主要な

施策として位置付け、男女共同参画の推進に関する施策(積

極的改善措置を含む。以下同じ。)を総合的に策定し、及び

実施する責務を有する。 

市民の責務 第６条 

市民は、基本理念にのっとり、家庭、職場、学校、地域そ

の他の社会のあらゆる分野において、男女共同参画の推進

に努めるとともに、市が実施する男女共同参画の推進に関

する施策に協力するよう努めなければならない。 

事業者の責務 第７条 

事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動に関し、男

女共同参画の推進に努めるとともに、市が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければな

らない。 

教育者の責務 第８条 

教育者は、男女共同参画の推進に果たす教育の重要性を

深く認識し、個々の教育本来の目的を実現する過程におい

て、基本理念にのっとり、教育を行うよう努めなければなら

ない。 

 

 

（２）計画推進のための取組 

 

那覇市男女共同参画推進条例では、第９条において「何人も、社会のあらゆる分野において、

性別による差別的扱い、セクシュアル・ハラスメント（相手の意に反する性的な言動により相手

方に不利益を与えること又は相手方の生活環境を害することをいう。）、ドメスティック・バイ

オレンス（夫婦間、恋人間等親密な関係の男性から女性への身体的、性的、心理的又は経済的な

暴力をいう。）その他性別による人権侵害を行ってはならない。」と規定し、性別による人権侵害

の禁止について明示しています。 

また、第 15条には、「市は、広報活動等を通じて、社会のあらゆる分野において、男女共同参

画の推進に関する市民等の理解を深めるよう適切な措置を講じなければならない。」としており、

本計画においてもこの理念に沿って、第 16条の「男女共同参画の推進を図るため、男女平等週

間を設ける。」等、様々な取組を通して市民に広く呼びかけ、市民と協働して計画の推進に努め、

計画の理念と目標の達成に取り組みます。 
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３．基本目標                             
 

本計画においては、2013（平成 25）年策定の「那覇市ＤＶ防止計画」、2016（平成 28）年施行の

「女性活躍推進法」、2018（平成 30）年施行の「政治分野における男女共同参画の推進に関する法

律」及び 2015（平成 27）年発表した「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは

宣言）の趣旨も盛り込み、男女共同参画社会実現のための課題解決に向けた、基本理念、基本目標

及び具体的施策を設定し、推進します。 

 

第３次那覇市男女共同参画計画 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

基本目標２ 男女平等の意識づくり 

基本目標３ あらゆる分野への男女共同参画 

基本目標４ 男女が働きやすい社会環境づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

那覇市配偶者等からの暴力の防止及び 

被害者支援に関する基本計画（那覇市ＤＶ防止計画） 

基本目標Ⅰ ＤＶを許さない社会づくりの推進 

基本目標Ⅱ 被害者の早期発見及び相談体制の充実 

基本目標Ⅲ 被害者の安全確保と支援体制の充実 

基本目標Ⅳ 関係機関との連携・協力 

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 

政治分野における男女共同参画の推進に関する法律 

「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言 

（レインボーなは宣言） 

第４次那覇市男女共同参画計画 

基本目標１ 人権が尊重される社会づくり 

基本目標２ 多様な性を尊重する社会づくり 

基本目標３ ワーク・ライフ・バランス*の推進 

基本目標４ あらゆる分野への女性の活躍推進 

基本目標５ 暴力のない社会づくり 
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（１） 人権が尊重される社会づくり 
 
日本国憲法では、国民の基本的人権（第 11条）について、「国民は、すべての基本的人権の享

有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利

として、現在及び将来の国民に与へられる。」とし、平等原則（第 14 条第 1 項）については、

「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治

的、経済的又は社会的関係において、差別されない」と謳っています。 

また、男女共同参画社会基本法第２条第１項では、男女共同参画社会の形成について「男女

が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画

する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受するこ

とができ、かつ、共に責任を担うべき社会を形成すること」と明示しています。 

男女共同参画社会の形成には、性別による固定的な性別役割分担意識の解消や男性中心型労

働慣行の変革が必要とされています。社会情勢が変化する中、価値観やライフスタイル、性の概

念などの多様化に対し、新たな状況への対応が求められています。 

また、子どもは、保護者の労働環境、地域環境や家庭環境といった、生活課題の影響を最も大

きく受ける存在であり、家庭、学校、地域で子どもが安心して生活できるまちづくりが必要となっ

ています。 

特に、母子・父子世帯のひとり親家庭については、婚姻歴のないひとり親が所得税法の寡婦控

除が適用されないことによって被る不利益の解消への取組や、ひとり親が長時間労働で子育て

の時間を失うことのないよう、職場での安定した地位と賃金の確保が必要とされます。 

現在も加速し続ける少子高齢化の波は、これまで日本の社会保障制度を担ってきた世代の減

少、労働人口の減による雇用人材の不足等、多くの課題を生じさせ、今後我が国はどのように対

処していくべきか、国の動向が注目されています。地域や家庭においては、ひとり暮らし世帯も

増加しています。介護や子育て、家事・育児を、女性中心ではなく、誰もが一緒に考え、ともに

担うべきものであるとの認識も深まりつつあります。 

また、東日本大震災のような未曾有の大規模災害を体験したことで、これまであまり取り上げ

られていなかった女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人、多様な性を生きる人の視点を取り

入れた地域防災計画の策定や、防災支援体制構築のため、防災分野への女性等の参画の必要性が

明らかとなっています。 

さらに、国連を中心とした女性への差別・偏見等の撤廃や地位向上を推進する国際的な動き

（女子差別撤廃条約）や規範に協調した我が国の取組や各種制度等について、また、世界平和

や国際貢献につながる活動や情報などを広く市民へ提供することで、人権に対する世界的潮流

や人権意識醸成のための広報活動につなげます。 

 

 
 
 
 

（２） 多様な性を尊重する社会づくり 
 
2015（平成 27）年７月 19日、「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣

言）において、多様な性のあり方は人権として尊重されるという本市の姿勢を表明して以降、広

く市民や市職員等への意識啓発活動に取り組んでいます。 

同宣言後の約１年後、2016（平成 28）年７月８日には「那覇市パートナーシップ登録」制度

を開始し、本市では、市営住宅入居のための親族要件への追加等を行いました。民間企業や金融

機関の商品やサービスが利用可能になるなど、徐々に活用の幅は広がっています。しかし、医療

においては、明確な法律の定めがないため、同性パートナーによる手術への同意や、面会ができ

ないなどのケースも多く、取り組むべき課題は残っており、解決に向けた本市施策のさらなる

展開が求められています。 

2017（平成 29）年度実施の「那覇市男女共同参画に関する市民意識調査（以下「市民意識調

査」）」では、「ＬＧＢＴ」や「性自認」などの言葉の認知度は３割程度と、まだ低い状況にあり

ますが、「レインボーなは宣言」や「那覇市パートナーシップ登録」制度については「知ってい

る」との回答が４割を占めており、これまでの取組が一定程度認知されてきているものと推察

されます。また、同調査における性的マイノリティに対する市民の受入意識は７割程度が受け

入れる姿勢を示しています。 

国内では、性的少数者＝ＬＧＢＴという呼称が広まる一方で、国連を中心に「ＳＯＧＩ」とい

う考え方が広まりつつあります。ＳＯＧＩとは、性的指向：どのような性を好きになるか、ある

いはならないか（Sexual Orientation）、性自認：自認する性（Gender Identity）の頭文字をとった

もので、いずれも全ての人がもっているものです。 

2018（平成 30）年 12月５日に、日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、自由党、

社民党の野党５党１会派が国会に提出した「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の

推進に関する法律案」は、ＳＯＧＩを理由とした差別の解消を目指すものとなっています。 

沖縄県内において、本市はフロントランナーとして取組を推進していますが、未だ十分とは

言えません。個々の関係する組織等が、国内外の取組とも連動して取り組むことで、市民の意識

啓発や理解の促進、多様な性のあり方が人権問題として誰もが尊重されるべきものであるとい

う市民意識の醸成に向けた取組を推進します。  

同時に、性別に限らず、年齢、人種、国籍、宗教、学歴、職歴、性的指向・性自認など、一人

ひとりが持つ違いを受け入れ、多様性を受容する社会（ダイバーシティ*）を推進していくこと

で、誰もがそれぞれの個性に基づいて、能力を十分発揮できる社会の形成にもつなげていきま

す。 

 

 
＊ダイバーシティ 
多様性のこと。人種、年齢、障がい、セクシュアリティ等で人が差別されない社会をめざす際のキーワードとして

使われることが多い。 
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（２） 多様な性を尊重する社会づくり 
 
2015（平成 27）年７月 19日、「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣

言）において、多様な性のあり方は人権として尊重されるという本市の姿勢を表明して以降、広

く市民や市職員等への意識啓発活動に取り組んでいます。 

同宣言後の約１年後、2016（平成 28）年７月８日には「那覇市パートナーシップ登録」制度

を開始し、本市では、市営住宅入居のための親族要件への追加等を行いました。民間企業や金融

機関の商品やサービスが利用可能になるなど、徐々に活用の幅は広がっています。しかし、医療

においては、明確な法律の定めがないため、同性パートナーによる手術への同意や、面会ができ

ないなどのケースも多く、取り組むべき課題は残っており、解決に向けた本市施策のさらなる

展開が求められています。 

2017（平成 29）年度実施の「那覇市男女共同参画に関する市民意識調査（以下「市民意識調

査」）」では、「ＬＧＢＴ」や「性自認」などの言葉の認知度は３割程度と、まだ低い状況にあり

ますが、「レインボーなは宣言」や「那覇市パートナーシップ登録」制度については「知ってい

る」との回答が４割を占めており、これまでの取組が一定程度認知されてきているものと推察

されます。また、同調査における性的マイノリティに対する市民の受入意識は７割程度が受け

入れる姿勢を示しています。 

国内では、性的少数者＝ＬＧＢＴという呼称が広まる一方で、国連を中心に「ＳＯＧＩ」とい

う考え方が広まりつつあります。ＳＯＧＩとは、性的指向：どのような性を好きになるか、ある

いはならないか（Sexual Orientation）、性自認：自認する性（Gender Identity）の頭文字をとった

もので、いずれも全ての人がもっているものです。 

2018（平成 30）年 12月５日に、日本共産党、立憲民主党、国民民主党、無所属の会、自由党、

社民党の野党５党１会派が国会に提出した「性的指向又は性自認を理由とする差別の解消等の

推進に関する法律案」は、ＳＯＧＩを理由とした差別の解消を目指すものとなっています。 

沖縄県内において、本市はフロントランナーとして取組を推進していますが、未だ十分とは

言えません。個々の関係する組織等が、国内外の取組とも連動して取り組むことで、市民の意識

啓発や理解の促進、多様な性のあり方が人権問題として誰もが尊重されるべきものであるとい

う市民意識の醸成に向けた取組を推進します。  

同時に、性別に限らず、年齢、人種、国籍、宗教、学歴、職歴、性的指向・性自認など、一人

ひとりが持つ違いを受け入れ、多様性を受容する社会（ダイバーシティ*）を推進していくこと

で、誰もがそれぞれの個性に基づいて、能力を十分発揮できる社会の形成にもつなげていきま

す。 

 

 
＊ダイバーシティ 
多様性のこと。人種、年齢、障がい、セクシュアリティ等で人が差別されない社会をめざす際のキーワードとして

使われることが多い。 
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市の施策・方針を決定する審議会
などに、積極的に女性を登用する

その他

無回答

配偶者等に対する暴力(セクハラ、ＤＶなど)の
根絶と被害者に対する支援を充実する

男性の育児休暇取得の普及促進を図る

職場における男女格差是正、労働時間短縮、
育児・介護休業制度の普及促進を図る

女性の就業支援のため、就業情報の
提供や職業訓練を充実する

市民に向けた意識改革のための
講座などを充実する

広報誌やパンフレットで、男女の平等と相互の
理解や協力についての啓発を充実する

学校現場において、男女の平等と相互の
理解や協力についての学習を充実する

「平成29年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より
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部　名 課　名 件数 具体的施策

総務部 秘書広報課 4 4・8・81・155

平和交流・男女参画課
（なは女性センター）

73

1・3・5・7・9・10・11・13・22・24・54・57・66・76・77・79・80・82・83・84・85・
86・87・88・89・90・91・95・97・98・99・102・104・107・113・114・115・118・
130・144・147・149・152・153・154・156・157・158・161・169・170・171・
172・176・178・183・185・187・188・190・192・194・198・199・202・204・
220・227・233・234・235・237・238

人事課 12 12・75・78・92・101・109・116・119・148・189・203・236

管財課 1 110

法制契約課 2 62・168

防災危機管理課 2 71・72

企画財務部 企画調整課 1 2

市民文化部 市民生活安全課 3 174・175・232

まちづくり協働推進課 5 21・139・140・143・222

ハイサイ市民課 3 173・209・213

経済観光部 商工農水課 11 23・38・100・103・108・117・150・159・160・162・215

環境部 環境政策課 1 146

福祉部 福祉政策課 2 132・221

福祉政策課（総合福祉センター） 1 166

障がい福祉課 10 50・56・60・61・124・133・167・182・208・230・

ちゃーがんじゅう課 15 17・33・55・59・128・129・131・134・135・136・163・164・181・207・231

保護管理課 8 40・58・177・195・200・206・212・228

健康部 国民健康保険課 1 214

特定健診課 1 32

健康増進課 3 28・31・142

地域保健課 6 16・26・29・49・121・126

保健総務課 2 25・48

こどもみらい部 こども政策課 3 44・63・125

こどもみらい課 7 15・45・47・123・138・197・216

こども教育保育課 3 64・137・165

こども教育保育課
（こども発達支援センター）

1 127

子育て応援課 21
34・35・36・37・39・41・43・46・52・65・122・179・180・191・196・201・205・
211・223・226・229

都市みらい部 都市計画課 1 145

まちなみ共創部 建築工事課 1 111

市営住宅課 3 42・51・210

生涯学習部 生涯学習課 2 53・141

施設課 1 112

公民館 4 6・14・30・67

図書館 1 151

学校教育部 学校教育課 17 18・19・20・27・68・69・70・93・94・96・105・184・186・193・218・224・225

教育相談課 2 120・219

学務課 1 217

教育研究所 1 106

消防局 消防局警防課 1 73

消防局総務課 1 74

総計 238

第３章　実施計画

担当課一覧（部・課別対応施策件数）（番号）

21
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22 23

計画体系全体図

基本目標 基本課題 事業の方策

1 人権が尊重される社会づくり

３ ワーク・ライフ・バランスの推進

（那覇市女性活躍推進計画）

４ あらゆる分野への女性の活躍推進

（那覇市女性活躍推進計画）

(1)固定的な性別役割分担意識の解消

(2)生涯を通した女性の健康づくりの推進

(6)防災への参画の促進

(1)ワーク・ライフ・バランスの意識啓発及び推進

(2)家事・育児・介護など多様なニーズに対応した

支援の拡充

(3)地域活動への参画の促進

(3)多様で柔軟な働き方・就労の促進

(1)政策・方針決定の場への女性の参画推進

①リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の浸透 ②妊娠・出産・子育て期における健康支援 ③成人・高齢期の健康づくり

①さまざまな視点を踏まえた本市の防災の計画・政策・方針等の策定 ②災害時の女性や多様な性を生きる人等への支援の拡充

③防災分野への女性の参画促進

①長時間労働の是正を含めた働き方の改善の推進 ②職場環境整備のための事業者への支援 ③育児・介護休暇取得の促進

④優良企業への支援

①出産・子育て支援の拡充 ②保育支援等の充実 ③介護者支援の充実 ④環境整備の推進

①女性の就業・起業・再就職支援 ②高齢者への就業等支援 ③障がい者への就業等支援 ④優良企業への支援

①審議会等への女性の参画推進 ②本市における女性管理職の登用率向上への取組の促進

③女性役員・役職等リーダーがいる企業・団体への支援 ④女性の政治への参画促進 ⑤男女共同参画に関する総合的な情報発信

５ 暴力のない社会づくり
(2)ＤＶ等防止のための意識啓発と教育の充実

(3)相談体制及び被害者支援体制の充実

(4)関係機関との切れ目ない支援のための連携・協力
①医療関係者との連携 ②地域の支援者との連携 ③学校教育施設・児童福祉施設等との連携

④関係機関・団体等との連携 ⑤庁内機関との連携

①市民への正しい理解の普及 ②若年層等への意識啓発・自尊心・自己肯定感を高める教育

①相談者からの多様なニーズへの対応 ②相談員の各種研修への参加 ③相談対応の充実 ④被害者の安全確保の徹底

⑤ＤＶ被害者等の情報保護 ⑥自立に向けた支援 ⑦子どもの保護・支援

推進体制
個人や個性を尊重し、多様な生き方が認めら

れる社会の実現に向けた体制づくり

(1)ダイバーシティを推進する活動拠点施設の機能の拡充

(2)推進体制の充実

①ダイバーシティを推進する活動拠点施設としての「なは女性センター」の機能拡充

②ダイバーシティ推進に関するＮＰＯや団体等との連携

①市職員等の男女共同参画意識の啓発 ②国・県・関係機関との連携

(3)ひとり親家庭等への支援の充実
①相談・情報提供の充実 ②ひとり親家庭等の親への就労支援 ③子どもへの支援、子育て・生活支援の充実

④子育てに係る経済的支援、利用負担の軽減 ⑤事業者への啓発支援

①社会制度・慣習の見直し ②家庭における男女平等意識の確立 ③学校における男女平等教育・学習の充実

④地域における男女平等学習の推進 ⑤職場における男女平等意識の高揚

①女性に対するあらゆる暴力の根絶 ②子どもに対するあらゆる暴力の根絶 ③高齢者に対するあらゆる暴力の根絶

④障がい者に対するあらゆる暴力の根絶 ⑤多様な性を生きる人に対するあらゆる暴力の根絶

⑥ジェンダーに基づく、各種メディアにおけるあらゆる人権侵害の根絶 ⑦性暴力・ＤＶ・ストーカー行為等防止の意識づくり

⑧セクシュアル・ハラスメントや他のあらゆるハラスメント防止への意識づくり

(7)国際社会との協調及び貢献・平和への努力 ①国際規範・基準や国際的な取組の情報提供・周知 ②平和・国際貢献

２ 多様な性を尊重する社会づくり

(1)「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言

（レインボーなは宣言）の理念の推進

(2)多様な性を尊重する人権意識の啓発

(4)性の多様性に配慮した環境整備

(5)職場のダイバーシティ（多様性の受容）の推進

①レインボーなは宣言の周知・普及 ②那覇市パートナーシップ登録に関する取組の推進 ③多様な性に関する相談・情報提供の

充実 ④多様な性を生きる人への職場環境の改善や就労支援 ⑤多様な性を生きる人への生活支援

①情報提供・意識啓発活動の充実 ②市職員・教職員等の理解の促進 ③学校における教育・学習の充実

④家庭や地域における啓発活動の推進 ⑤職場における意識の醸成・理解の浸透

①市有施設における性別にとらわれない（だれでも）トイレや更衣室の設置促進 ②学校における環境整備の推進

③企業への情報提供 ④優良企業への支援

①事業者へ関連法令・制度等の情報提供・周知 ②多様な人材の雇用促進のための連携・支援 ③優良企業への支援

(3)職場等におけるＳＯＧＩハラスメント等の根絶 ①学校におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶 ②職場におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶

(1)あらゆる暴力の根絶

（第２次那覇市配偶者等からの暴力の防止

及び被害者支援に関する基本計画）

(2)男女均等な雇用機会と待遇の確保
①男女雇用機会均等法等の広報・啓発 ②同一労働・同一賃金制度への意識啓発や体制整備への支援

③女性のライフステージにあったキャリアデザインの支援

(4)貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた市民が安心

して暮らせる環境の整備
①相談・情報提供の充実 ②生活支援の充実 ③事業者への啓発支援

①性別・世代を超えた政策・方針等の策定 ②地域活動における性別役割分担意識の解消 ③地域活動におけるリーダー支援
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一
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り
が
い
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ら
せ
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民
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(5)ＤＶ等を要因とする子どもの権利・人権の保護 ①子どもの権利・人権を守るための取組
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22 23

計画体系全体図

基本目標 基本課題 事業の方策

1 人権が尊重される社会づくり

３ ワーク・ライフ・バランスの推進

（那覇市女性活躍推進計画）

４ あらゆる分野への女性の活躍推進

（那覇市女性活躍推進計画）

(1)固定的な性別役割分担意識の解消

(2)生涯を通した女性の健康づくりの推進

(6)防災への参画の促進

(1)ワーク・ライフ・バランスの意識啓発及び推進

(2)家事・育児・介護など多様なニーズに対応した

支援の拡充

(3)地域活動への参画の促進

(3)多様で柔軟な働き方・就労の促進

(1)政策・方針決定の場への女性の参画推進

①リプロダクティブ・ヘルス／ライツの意識の浸透 ②妊娠・出産・子育て期における健康支援 ③成人・高齢期の健康づくり

①さまざまな視点を踏まえた本市の防災の計画・政策・方針等の策定 ②災害時の女性や多様な性を生きる人等への支援の拡充

③防災分野への女性の参画促進

①長時間労働の是正を含めた働き方の改善の推進 ②職場環境整備のための事業者への支援 ③育児・介護休暇取得の促進

④優良企業への支援

①出産・子育て支援の拡充 ②保育支援等の充実 ③介護者支援の充実 ④環境整備の推進

①女性の就業・起業・再就職支援 ②高齢者への就業等支援 ③障がい者への就業等支援 ④優良企業への支援

①審議会等への女性の参画推進 ②本市における女性管理職の登用率向上への取組の促進

③女性役員・役職等リーダーがいる企業・団体への支援 ④女性の政治への参画促進 ⑤男女共同参画に関する総合的な情報発信

５ 暴力のない社会づくり
(2)ＤＶ等防止のための意識啓発と教育の充実

(3)相談体制及び被害者支援体制の充実

(4)関係機関との切れ目ない支援のための連携・協力
①医療関係者との連携 ②地域の支援者との連携 ③学校教育施設・児童福祉施設等との連携

④関係機関・団体等との連携 ⑤庁内機関との連携

①市民への正しい理解の普及 ②若年層等への意識啓発・自尊心・自己肯定感を高める教育

①相談者からの多様なニーズへの対応 ②相談員の各種研修への参加 ③相談対応の充実 ④被害者の安全確保の徹底

⑤ＤＶ被害者等の情報保護 ⑥自立に向けた支援 ⑦子どもの保護・支援

推進体制
個人や個性を尊重し、多様な生き方が認めら

れる社会の実現に向けた体制づくり

(1)ダイバーシティを推進する活動拠点施設の機能の拡充

(2)推進体制の充実

①ダイバーシティを推進する活動拠点施設としての「なは女性センター」の機能拡充

②ダイバーシティ推進に関するＮＰＯや団体等との連携

①市職員等の男女共同参画意識の啓発 ②国・県・関係機関との連携

(3)ひとり親家庭等への支援の充実
①相談・情報提供の充実 ②ひとり親家庭等の親への就労支援 ③子どもへの支援、子育て・生活支援の充実

④子育てに係る経済的支援、利用負担の軽減 ⑤事業者への啓発支援

①社会制度・慣習の見直し ②家庭における男女平等意識の確立 ③学校における男女平等教育・学習の充実

④地域における男女平等学習の推進 ⑤職場における男女平等意識の高揚

①女性に対するあらゆる暴力の根絶 ②子どもに対するあらゆる暴力の根絶 ③高齢者に対するあらゆる暴力の根絶

④障がい者に対するあらゆる暴力の根絶 ⑤多様な性を生きる人に対するあらゆる暴力の根絶

⑥ジェンダーに基づく、各種メディアにおけるあらゆる人権侵害の根絶 ⑦性暴力・ＤＶ・ストーカー行為等防止の意識づくり

⑧セクシュアル・ハラスメントや他のあらゆるハラスメント防止への意識づくり

(7)国際社会との協調及び貢献・平和への努力 ①国際規範・基準や国際的な取組の情報提供・周知 ②平和・国際貢献

２ 多様な性を尊重する社会づくり

(1)「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言

（レインボーなは宣言）の理念の推進

(2)多様な性を尊重する人権意識の啓発

(4)性の多様性に配慮した環境整備

(5)職場のダイバーシティ（多様性の受容）の推進

①レインボーなは宣言の周知・普及 ②那覇市パートナーシップ登録に関する取組の推進 ③多様な性に関する相談・情報提供の

充実 ④多様な性を生きる人への職場環境の改善や就労支援 ⑤多様な性を生きる人への生活支援

①情報提供・意識啓発活動の充実 ②市職員・教職員等の理解の促進 ③学校における教育・学習の充実

④家庭や地域における啓発活動の推進 ⑤職場における意識の醸成・理解の浸透

①市有施設における性別にとらわれない（だれでも）トイレや更衣室の設置促進 ②学校における環境整備の推進

③企業への情報提供 ④優良企業への支援

①事業者へ関連法令・制度等の情報提供・周知 ②多様な人材の雇用促進のための連携・支援 ③優良企業への支援

(3)職場等におけるＳＯＧＩハラスメント等の根絶 ①学校におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶 ②職場におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶

(1)あらゆる暴力の根絶

（第２次那覇市配偶者等からの暴力の防止

及び被害者支援に関する基本計画）

(2)男女均等な雇用機会と待遇の確保
①男女雇用機会均等法等の広報・啓発 ②同一労働・同一賃金制度への意識啓発や体制整備への支援

③女性のライフステージにあったキャリアデザインの支援

(4)貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた市民が安心

して暮らせる環境の整備
①相談・情報提供の充実 ②生活支援の充実 ③事業者への啓発支援

①性別・世代を超えた政策・方針等の策定 ②地域活動における性別役割分担意識の解消 ③地域活動におけるリーダー支援

私
た
ち
は

性
別

世
代

地
域
を
越
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互
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に
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し
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人
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と
り
が
い
き
い
き
と
豊
か
に
暮
ら
せ
る
市
民
社
会
の
実
現
を
め
ざ
し
ま
す

(5)ＤＶ等を要因とする子どもの権利・人権の保護 ①子どもの権利・人権を守るための取組
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基本課題（１）固定的な性別役割分担意識の解消 

 
【現状と課題】 
 
本市においては、1996（平成８）年開設の「なは女性センター」を拠点として、女性の地位向上や男女

平等、男女共同参画社会の実現に向けた意識啓発のための市民向け講座やセンター開設前から実施して
いた「うないフェスティバル」など、これまで様々な事業に取り組んできました。 
沖縄では、戦後の米軍統治下における人権侵害が行われ、女性に対する暴力も深刻でした。1972（昭

和 47）年に本土復帰はなされましたが、第二次世界大戦後に本土で進んだ日本国憲法に基づく男女平等
に関する考え方（相続の平等など）の発展に沖縄が取り残されてしまった部分もあり、未だに女性差別的
な社会的慣行や古い価値観などに起因する固定的な性別役割分担意識や性差への偏見などが根強く残っ
ています。 

2017（平成 29）年度に実施した「市民意識調査」によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきであ
る」という設問に対し、「賛成」が 4.5％、「どちらかといえば賛成」が 22.1％で、合わせて 26.6％となっ
ています。 
一方、「どちらかといえば反対」は 27.7％、「反対」が 26.7％で、合わせると 54.4％と過半数を超え、

反対意見の方が賛成意見を上回っており、少しずつ意識の変化が見られるものの、引き続き、本市の取組
を推進していく必要があります。 
 

 
出典：那覇市「平成 29 年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査結果」 

 

ア 結婚は個人の自由であるから、結婚しても

しなくても、どちらでもよい

イ 夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである

ウ 結婚しても必ずしも子どもを持つ必要はない

エ 結婚しても相手に満足できないときは離婚

すればよい

オ 夫婦が別々の姓を名乗ること（選択的夫婦

別姓）を認める方がよい

図 結婚や家庭生活について、自身の考えに近いもの
賛成 どちらかといえば賛成 どちらかといえば反対 反対 その他 無回答
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【事業の方策の方向性】 
 
固定的な性別役割分担意識の解消は、男女共同参画社会の実現に向け、最も重要な取組の一つです。 
まずは、これまでの慣習や性別役割分担の固定概念・意識について考え、性別や年齢、国籍など、様々

な個性を尊重し、自分と他者との違いを認め、ともに社会をつくっていくという男女共同参画社会・多様
性（ダイバーシティ）を受容する社会の実現に向け、これまでの取組に加え、新たな施策展開が必要です。
これまで以上に、情報提供や市民向け講座等による市民意識の醸成や、男女の人権教育の取組が必要と
なっています。 
これらの取組を推進するにあたり、なは女性センターも含め、全庁的な組織体制づくりと、相互連携の

強化に努めます。 
 
【事業の方策】 
 
①社会制度・慣習の見直し 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎意識・実態調査による実態把握・施策展開 
男女共同参画に関する市民・事業所の意識・実態調査を定期

的に実施し、市民並びに事業所の実態把握とニーズに合った施

策展開を図ります。 

 

平和交流・男女
参画課 

男女共同参画に関する市
民・事業所の意識・実態調査
（５年ごと） 

１ 

◎意識・実態調査による実態把握・施策展開 
男女共同参画に関する市民の意識・実態調査を定期的に実施
し、実態把握と市民ニーズに合った施策展開を図ります。 
 

企画調整課 隔年実施の市民意識調査に
男女共同参画に関する調査
項目を入れる 

２ 

◎男女共同参画に関する情報の提供 
 なは女性センターのホームページや広報紙などの情報量を
拡充させ、男女共同参画に関する施策や講座企画などを掲載
し、意識啓発のための情報提供を図ります。 

平和交流・男女
参画課 
 
 
 
秘書広報課 

センターだよりや市広報
紙、ホームページ・ＳＮＳ＊
等の活用、意識啓発のため
の広報紙の充実 
 
市広報紙、市ホームページ・
ＳＮＳ等の充実 
 

３ 

４ 

◎男女共同参画の視点からの学習機会の提供・充実 
 男女共同参画に関する正しい理解と認識を深め、トートーメー
問題をはじめとする、慣習の見直しを図り、社会参画への市民
意識の啓発を図るための講座や情報の提供を行います。 
 

平和交流・男女
参画課 
 
公民館 

センター講座、情報提供 
 
 
公民館講座 

５ 

６ 

◎本市の刊行物に関するガイドラインの普及啓発 
 固定的な性別役割分担意識からくる表現など、男女共同参画
の推進にふさわしくない表現を行わないために市職員へ国の
ガイドラインの普及啓発に努めます。 

平和交流・男女
参画課 
 
 
秘書広報課 

国のガイドラインの職員へ
の普及啓発、市のガイドラ
イン策定に向けた検討 
 
広報・広聴担当者研修等で
の情報提供・意識啓発 

７ 

８ 
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◎ジェンダー平等と女性等のエンパワーメントの推進 
 男女共同参画に関するジェンダーの視点に立った取組や女性
等のエンパワーメントへの取組を積極的に推進します。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、広
報・周知 

９ 

◎「那覇市男女平等週間」の周知と理解の促進 
 社会のあらゆる分野で男女平等が確立できることを目的とし
た意識啓発活動を実施します。 

平和交流・男女
参画課 

市の広報紙、ホームページ、
ＳＮＳ、センター講座、パン
フレット等による意識啓
発・情報提供 
 

10 

 
②家庭における男女平等意識の確立 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）の意識啓発 
 ワーク・ライフ・バランスの実現に向け、国や県などの関係
機関と連携し、企業に働きかけ、仕事と生活がともに充実でき
るよう、超過勤務の削減や有給休暇の取得率を高める等の意識
啓発を推進します。 
 また、男性の家事・育児・介護への参画を促進するための意
識啓発・学習機会の提供に取り組みます。 

平和交流・男女
参画課 
 
人事課 

センター講座、情報提供、広
報・周知 
 
職員研修や情報提供、ノー
残業デー強化月間の実施 

11 
 
 

12 
 

◎家庭における男女平等意識の推進 
 家事関連の主な担い手となっている女性の負担軽減のため、
男女共同参画についての理解を含め、男性の家事・育児・介護
への参画を促進するための意識啓発に取り組みます。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供 13 

◎家庭における男女平等意識の推進 
 家事・育児は女性の仕事ではなく、パートナーがそれぞれ自
分のこととして分担するべきことであるということを理解す
るために、男性の家事・育児への参画を促進するための意識啓
発につながるよう、公民館講座を通して、必要な知識と情報を
提供します。 

公民館 公民館講座 14 

◎子育てにおけるパートナー間の協働意識の推進 
子育てはパートナー間で協働して責任を担うべきものであ
るという意識の浸透を図るとともに、子育て支援を推進しま
す。 

こどもみらい課 
 
 
 
 
地域保健課 

子育て応援ガイドの作成・
配布、子育て世代包括支援
センター事業の実施、男性
向け子育て講座の実施 
 
親子健康手帳交付時及び乳
幼児健診における保健指導 

15 

 
 

16 
 

◎要介護者と介護者が安心して暮らすための取組 
将来的な介護人口の増加が予測される中で公的サービスを
利用した介護の促進等家族の負担軽減のための制度情報の提
供や、介護予防のための意識啓発を行い、介護される側も介護
する側も、家族が安心して暮らせるための支援を推進します。 
また、介護離職をさせないような本市の施策の実施に向け、
取り組みます。 

 

ちゃーがんじゅ
う課 

介護予防リーダー養成講
座、認知症介護家族向け教
室等の開催など、地域包括
支援センターの取組の促進 

17 
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③学校における男女平等教育・学習の充実 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎各種メディアにおける人権侵害防止への取組 
 インターネットやＳＮＳ等における人権侵害の被害防止や
啓発活動、学習機会や情報の提供及び相談対応等の支援、関係
機関との連携に努めます。 
 

学校教育課 校長連絡協議会・教頭連絡
会・生徒指導主事連絡協議会
での情報提供 

18 

◎学校教育における男女平等・人権尊重の意識を高める学習機
会の充実 
 小中学校へ男女共同参画意識の啓発につながる、男女平等・
人権尊重についての作文コンクールへの参加を促します。 

学校教育課 男女平等・人権尊重について
の作文コンクール等の周知・
広報活動 

19 

◎個性を重視した進路指導・キャリア教育の充実 
 児童生徒一人ひとりが自らの生き方、能力、適性を考え、固
定的な性別役割分担にとらわれずに、主体的に進路を選択でき
る能力を身につけられるよう、進路指導、キャリア教育の充実・
推進に努めます。 

学校教育課 キャリア教育 20 

 
④地域における男女平等学習の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎地域活動を通した、男女平等学習の推進 
 自治会等と連携を取りながら、本市のさまざまな広報媒体を
利用した情報発信を行い、若い世代が活動に参画しやすい環境
を整えるなど、男女平等学習を推進していきます。 
 

まちづくり協働
推進課 

自治会定例会、自治会長会連
合会等の場における学習機
会の確保 

21 

 
⑤職場における男女平等意識の高揚 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎雇用に関する法令・運用の周知と実態に関する情報提供 
 国や県と連携して、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法
等、雇用に関する法令等について、社会一般の認識と理解を深
め、雇用管理が適正に実施されるよう周知・啓発に努め、先進
事例やモデル事業等の紹介を実施します。 

平和交流・男女
参画課 
 
商工農水課 

国・関係機関からの通知等の
情報提供 
 
国・関係機関からの通知等の
情報提供 

22 

23 
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基本課題（２）生涯を通した女性の健康づくりの推進 

 
【現状と課題】 
 
男女が互いの身体的性差を十分に理解し合い、人権を尊重して生きていくことは、男女共同参画社会の

形成にあたっての前提と言えます。一人ひとりが主体的に行動し、社会に参画していく上で、心と身体の
健康について正確な知識・情報を入手し、生涯を通して健康を享受できるようにすることが大切です。 
特に、女性は妊娠・出産、女性特有の疾病を経験する可能性があることに留意する必要があり、「リプ

ロダクティブ・ヘルス／ライツ＊」（性と生殖に関する健康と権利）は、個人としての尊厳を重んじる「男
女共同参画社会の実現」にとって欠かすことのできない視点です。 
 本市では、「健康なは 21（第２次）」（平成 28年度～34年度）に基づき、女性特有の疾病に対する予防
や妊娠・出産等に伴う健康的な生活への支援に取り組んでいます。 
本市が行うがん検診（胃がん・大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がん）のうち、乳がん・子宮頸がん

の平成 29（2017）年度地域保健・健康増進事業報告（市町村実施がん検診受診率）の受診率は、全国・
沖縄県より低い状況にあります。今後は、周知を含めた受診率向上に向けた取組が必要です。 
 
          表 乳がん・子宮頸がんの受診率 

 受診率(％) 

全 国 沖縄県 那覇市 

乳がん 17.4 15.6 12.7 

子宮頸がん 16.3 17.5 14.0 

平成 29年度地域保健・健康増進事業報告    

 
＊リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 

1994（平成６）年にカイロで開催された国際人口開発会議において提唱された「性と生殖に関する健康と権利」のこ
と。ここでいうヘルス（健康）とは、性や子どもを産むことに関するすべてにおいて、身体的・精神的・社会的にも良
好な状態であることであり、ライツ（権利）については、自分の意思が尊重され、自分の身体に関することを自分自身
で決められる権利のことです。 

 
【事業の方策の方向性】 
 
男女が互いの身体的な性差を理解し合い、子を産み育てることに関わる健康と権利（自己決定権）への

配慮、性差を考慮した健康支援、年代に応じた性教育などが求められています。 
沖縄は若年出産も多く、若年女性の教育を受ける権利が侵害されてしまうこともあります。今後は、若

年女性のリプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する取組、性の多様性とリプロダクティブ・ヘルス／ラ
イツへの配慮も必要です。 
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【事業の方策】 
 
①リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）の意識の浸透 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎性と生殖に関する健康と権利の理解と「女性の健康と権利」
の尊重を深めるための学習機会の提供及び啓発活動の推進 
 各年齢層に応じて、性に関する正しい知識と自己決定能力を
身につけ、相互に理解・尊重しあえるような教育や意識啓発に
努めます。 
 産むか産まないかの選択、安全な避妊、妊娠、出産に関して、
情報提供や学習会を開催します。一方、避妊や緊急時の対応
（アフターピル等）、中絶も含め、女性のリスクを軽減するた
めの性教育等の実施に努めます。 
 また、生涯を通した女性の健康づくりの推進に関する情報提
供や講座を開催します。 

平和交流・男女
参画課 
 
保健総務課 
 
 
 
 
地域保健課 
 
 
学校教育課 
 
 
 

センター講座、情報提供 
 
 
性感染症などに関する情報
提供、ＨＩＶ・梅毒・クラミ
ジア検査の実施、性感染症の
正しい知識の普及啓発 
 
中学・高校と連携した思春期
教室 
 
性に関する理解・尊重を深め
るための授業等の実施・性感
染症予防についての意識啓
発、情報提供等 
 

24 
 
 

25 
 
 
 
 

26 
 
 

27 

 
②妊娠・出産・子育て期における健康支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎妊娠時・出産・育児期の不安解消のための電話等による相談、
子育てネットワークづくりの促進 
 妊産婦期や育児期の不安に対する相談を電話・面談、自宅訪
問などにより、育児不安を軽減するよう努め、母子の心身の健
康保持・増進を図ります。離乳食教室などを開催し、参加者同
士の交流を図ります。 
公民館では、乳幼児学級などを通して保護者の育児不安の解

消を図るとともに、参加者同士のネットワークづくりを推進し
ます。 

 

健康増進課 
 
 
地域保健課 
 
 
公民館 

来所・電話・訪問による妊産
婦栄養相談、離乳食教室 
 
電話・来所・訪問による相談
指導、母子保健推進員活動 
 
公民館講座 

28 
 
 

29 
 
 

30 

 
③成人・高齢期の健康づくり 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎メタボリック症候群の解消など、生活習慣病対策の充実 
 一般健康診査（生保健診）及び各種がん検診等の実施、周知徹
底を図り、早期発見に努め、栄養指導・運動指導等、生活習慣の
改善による生活習慣病の予防・健康保持増進につなげます。 
 
 
 特定健康診査・特定保健指導の実施、周知徹底を図り、早期
発見に努め、栄養指導・運動指導等、生活習慣の改善による生
活習慣病の予防・健康保持増進につなげます。 
 

健康増進課 
 
 
 
 
 
特定健診課 

20～30 代生活習慣病予防健
診・保健指導事業、がん検診
事業、食の健康づくり事業、
タバコに関する講演会等の
実施、パネル展示 
 
特定健診、特定保健指導、生
活習慣病重症化予防の保健
指導、生活習慣病予防講演会 

31 
 
 
 
 
 

32 

◎高齢者の健康づくりや、寝たきりにならないための介護予防
事業の展開 
 地域の自治会やサークル、ふれあいデイサービス会場におい
て、健康講演会や体操、ミニ健康講座を開催し、高齢者の健康
づくりや介護予防の取組を推進します。 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域ふれあいデイサービス
事業、一般介護予防事業 

33 
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基本課題（３）ひとり親家庭等への支援の充実 
 
【現状と課題】 
 

2015（平成 27）年実施した「国勢調査」では、本市におけるひとり親世帯は 3,374世帯で、そのう
ち、母子世帯 3,060 世帯、父子世帯 314 世帯となっています。一般世帯数に占めるひとり親世帯は、
全国平均 1.57％に対し、那覇市 2.49％、沖縄県 2.89％と、県全体では全国と比べて倍近い数値となっ
ています。 
相対的貧困率についても、ひとり親家庭の貧困率は、2016（平成 28）年国民生活基礎調査では、 
全国 50.8％に対し、県が 2015（平成 27）年に実施した「沖縄県子どもの貧困実態調査」では 58.9％と
開きがあります。ひとり親家庭の８割を占める母子家庭については、厚生労働省の 2016（平成 28）年
度全国ひとり親世帯等調査において、就業率が全国 81.8％、就労収入が全国 200万円であるのに対し、
2018（平成 30）年度沖縄県ひとり親世帯等実態調査では、就業率が沖縄県 91.2％と全国より高くなっ
ているものの、就労収入は 187万円と、差がある状況です。 
また、県の子どもの貧困実態調査からは、ひとり親家庭の保護者には精神的な不安定さを抱え、困窮
した生活環境の中での子育てで孤独に悩む方も多く、支援制度について知らない、必要な支援・サービ
スを利用できていないことなどが明らかになっています。 
そのため、貧困の連鎖を生じないよう、子どもたちの将来の生活基盤の確立も含めた取組として、保
護者への就労支援、子どもへの支援や子育て・生活支援、子育てに係る経済的支援などの施策を充実さ
せるとともに、情報提供、相談機能の充実が求められています。 
なお、本市における児童扶養手当受給世帯数（2019（平成 31） 年 3月末現在）は、母子世帯数 4,565 
世帯 、父子世帯数 375 世帯となっています。 

 
表 那覇市のひとり親世帯（母子・父子世帯）の状況 

 

  
ひとり親世帯 母子世帯 父子世帯 一般世帯数 

世帯数 割合 
（％） 世帯数 割合 

（％） 世帯数 割合 
（％） 世帯数 

那覇市 3,374 2.49 3,060 2.26 314 0.23 135,265 
沖縄県 16,177 2.89 14,439 2.58 1,738 0.31 559,215 
全 国 838,727 1.57 754,724 1.42 84,003 0.16 53,331,797 

出典：総務省「平成 27年国勢調査」 
 
【事業の方策の方向性】 
 
厚生労働省「全国ひとり親世帯等調査」、沖縄県における「ひとり親世帯等実態調査」や「子どもの貧

困実態調査」など、子どもを取り巻く社会環境等の現状と課題を踏まえ、ひとり親家庭への支援の充実を
図るため、関連部署の連携を強化し、総合的な支援体制の確立を図ります。 
特に、親子が身体的・精神的に安定した生活が過ごせるよう、相談や就労支援などとともに、子どもの

貧困対策などと連動・連携した総合的な支援策を検討・実施します。 
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【事業の方策】 
 
①相談・情報提供の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎相談窓口の機能向上、効率化 

児童扶養手当の現況届の受付の機会をとらえ、情報提供の場

として積極的な活用を図ります。 

ひとり親家庭の自立支援を図るための各種制度や子育てサー

ビスの利用について、制度周知、手続き支援など相談窓口の機

能充実を図ります。 

 

子育て応援課 母子・父子自立支援員・家庭

相談員による相談対応、 

職員研修 

34 

◎支援制度の周知、情報提供の充実 

 本市が実施する事業のみならず、市民が利用できる県等の事

業について、パンフレット等の紙媒体、ホームページやＳＮＳ

等を活用し、支援を必要とする市民に情報が届くよう、制度や

情報の周知を強化します。 

 

子育て応援課 ひとり親家庭向けチラシ・

ハンドブック等の配布、 

ホームページ等での制度周

知 

35 

◎子どもの養育費に関する取り決めや確保に向けた支援 

 児童が安心して学び、成長することができるよう、子の養育

に関する法的義務について周知し、養育費の取決め書の作成や

確保について、県などの専門機関と連携した支援に取り組みま

す。 

 

子育て応援課 

 

   

関連する窓口でのパンフレ

ット配布等による制度周

知、案内の拡充 

36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※ひとり親家庭向けチラシ 
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②ひとり親家庭等の親への就労支援 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎安定した就業に向けた能力開発、資格取得支援、ひとり親家
庭への就労相談の充実に向けて 
母子・父子自立支援員が相談にのるとともに、グッジョブセ

ンターおきなわなどの専門機関へのつなぎを強化します。 
正規雇用、安定的な就業に結びつきやすい技術や資格の取得

等のための給付金支給等を引き続き実施するとともに、学び直
しを支援します。 
また、実践的な就職活動への支援が必要な方に対して、就職

活動の仕方や職業紹介などの就労支援を、母子・父子センター
（職業紹介すみれ）を中心に行います。 

 

子育て応援課 ひとり親家庭自立支援教育
訓練給付金、ひとり親家庭
高等職業訓練促進給付金、 
ひとり親家庭高等学校卒業
程度認定試験合格支援事
業、母子家庭等職業自立支
援事業 
 

37 
 

◎女性の職業選択肢を広げるための幅広い情報提供の強化を
図る 
 女性があらゆる分野の職域に進出できるよう、講座等の開設
や情報の提供を実施します。また、関係機関とも連携しながら
広く市民へ周知啓発していきます。 
 

商工農水課 なはし創業・就職サポート
センターにおける就職支援
セミナー、就職相談等 

38 

 
③子どもへの支援、子育て・生活支援の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎子どもへの支援 

 支援が必要な家庭の子どもに対し、基本的な生活習慣の習得

や、学ぶ意欲を醸成、高校進学に向けた学力向上を図ります。 

また、就職等に向けて高校卒業資格の取得を目指す方を支援

することで、将来的な自立に向けた力を育みます。 
 

子育て応援課 
 
 
 
保護管理課 
 

ひとり親家庭学習支援事業 
ひとり親家庭高等学校卒業
程度認定試験合格支援事業 
 
居場所型学習支援事業 

39 
 
 
 
40 

◎子育て及び生活支援 

 ひとり親家庭の生活一般、子育てに関する課題に対応する

ため、母子・父子自立支援員や家庭相談員が相談支援を行いま

す。日常生活を支援するヘルパーの派遣、母子生活支援施設を

活用した自立支援を行うなど、ひとり親家庭等への支援の充実

を図ります。 

子育て応援課 母子・父子自立支援員・家庭
相談員による相談対応、 
ひとり親家庭等日常生活支
援事業、母子及び父子家庭
自立支援給付金事業、母子・
父子福祉センター及び母子
生活支援施設を活用した事
業の実施 
 

41 

【再掲】 

◎支援制度の周知、情報提供の充実 

 本市が実施する事業のみならず市民が利用できる県等の事

業について、パンフレット等の紙媒体、ホームページやＳＮＳ

等を活用し、支援を必要とする市民に情報が届くよう、制度や

情報の周知を強化します。 
 

子育て応援課 ひとり親家庭向けチラシ・
ハンドブック等の配布、 
ホームページ等での制度周
知 

35 

◎市営住宅入居への支援の実施 

 自立支援を図るため、市営住宅への新規入居申し込みにお

いて、ひとり親世帯への優先的な取扱いを実施します。また、

入居期限は最年少の子どもが 23 歳に達する日以降の 3 月 31

日までとなります。 
 

市営住宅課 一般申込者よりも入居確率
が高い優遇措置の実施 

42 
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④子育てに係る経済的支援、利用負担の軽減 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎子育てに係る経済的支援、利用負担の軽減  
 安定した生活を維持し、子どもの育ちを守るため、児童扶養
手当や母子及び父子家庭等医療費等など、対象となる家庭が適
切に支援を受けられるように制度の周知を図ります。また、各
種制度が、対象となる家庭の状況により適した運用となるよ
う、適宜国に要望していきます。  

子育て応援課 
 
 
 
 
 
こども政策課 
 
 
こどもみらい課 

児童手当、児童扶養手当、特
別児童扶養手当、母子及び
父子家庭等医療費助成、母
子父子寡婦福祉資金貸付金 
 
 
放課後児童クラブ利用料軽
減事業 
 
ひとり親家庭等認可外保育 
施設利用料補助事業 
 

43 
 
 
 
 
 

44 
 
 

45 
 

◎寡婦（夫）控除のみなし適用 
未婚のひとり親家庭が利用する子育てや福祉サービス等の

受給判定及び負担額等の算定において、税法上の寡婦（夫）控
除のみなし適用を実施し、対象家庭の経済的負担を軽減しま
す。 
 

子育て応援課 
 
こどもみらい課 
 
保健総務課 
 
地域保健課 
 
障がい福祉課 
 
市営住宅課 

未婚のひとり親家庭に対す
る寡婦（夫）控除のみなし適
用が可能な事業 
 

46 
 

47 
 

48 
 

49 
 

50 
 

51 

【再掲】 
◎支援制度の周知、情報提供の充実 
本市が実施する事業のみならず、市民が利用できる県等の事

業について、パンフレット等の紙媒体、ホームページやＳＮＳ
等を活用し、支援を必要とする市民に情報が届くよう、制度や
情報の周知を強化します。 

子育て応援課 ひとり親家庭向けチラシ・
ハンドブック等の配布、 
ホームページ等での制度周
知 

35 

◎子どもの修学等に必要な資金の貸付け等 
ひとり親家庭の子どもの修学等に必要な資金について、貸付

けを行います。 
成績が優秀で修学する意欲があるにもかかわらず、経済的な

理由で県内大学等への進学が困難な者に対し、学資の一部につ
いて給付を行います。 

子育て応援課 
 
 
生涯学習課 

母子父子寡婦福祉資金貸付
金 
 
給付型奨学金 

52 
 
 

53 

 
⑤事業者への啓発支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎先進的な取組・モデル事業等の情報提供 

 ひとり親世帯への自立支援につながる就労・雇用の面におい

て、先進的な取組を実施している市内企業の情報を市の広報媒

体を活用して情報提供を行います。 

 また、優良企業については、インセンティブを与えるような

市の取組の検討・実現に努め、企業側の意識啓発を促進します。 

平和交流・男女

参画課 

センター広報紙等での情報
提供、優良企業支援のため

の施策の検討 

54 
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基本課題（４）貧困、高齢、障がい等により困難を抱えた市民が安心して暮らせる環境の
整備 

 
【現状と課題】 

 
2017（平成 29）年度に実施した「市民意識調査」によると、「あなたの老後の不安や悩みは何ですか」

の質問では、「健康のこと」（女性 67.3％・男性 67.6％）、「生活費のこと」（女性 71.1％・男性 62.4％）、
「安心して住み続ける住宅が無い」（女性 19.8％・男性 15.4％）となっています。 
高齢化が進む中で、特に貧困の世代間連鎖を断ち切るためにも、市全体で横断的に連携した支援が必要

です。また、国際化が進む中、就業や留学など様々な理由で市内に在住する外国人やその家族に対して
も、安心して暮らせる環境整備に努めます。 
 
【事業の方策の方向性】 

 
貧困、高齢、障がい等により困難な状況にある当事者を対象とした、相談しやすい環境を整えるととも

に、相談窓口の一層の周知により、相談体制の充実や日常的な生活支援・居場所づくりの取組等の充実を
図ります。 
事業者へは、2016（平成 28）年に施行された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

（平成 25 年法律第 65 号）（以下「障害者差別解消法」）」の周知を図るとともに、「差別の禁止」、「合
理的配慮の提供」に関する意識啓発を推進していきます。 
 
【事業の方策】 
 
①相談・情報提供の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎高齢者への相談窓口での適切な対応・情報提供の徹底 
 高齢者及び介護者等家族の支援につながる各種制度・サービ
スの利用について周知徹底するための情報提供や、窓口対応職
員研修等を実施します。 
 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

職員研修、情報提供 55 

◎障がい者への相談窓口での適切な対応・情報提供の徹底 
 障がい者及び家族の支援につながる各種制度・サービスの利
用について周知徹底するための情報提供や、窓口対応職員研修
等を実施します。 
 
 

障がい福祉課 職員研修、情報提供 56 

◎相談窓口での適切な対応・情報提供の徹底 
 市民(外国人含む)の自立支援を図るための各種制度・サービ
スの利用について情報提供及び相談者の状況に応じた支援、職
員研修等を実施します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
保護管理課 
 

相談室「ダイヤルうない」、情
報提供、職員研修等 
 
福祉相談、女性相談、情報提
供 

57 
 
 

58 
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②生活支援の充実 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎高齢者・介護者支援の充実 
 市内各地域にある包括支援センターにおいて、各種介護予防
教室、講座、サービスの提供や、高齢者や介護者への相談窓口
での支援の充実など、介護者支援を推進します。 
 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域包括支援センターでの
相談対応・事業の活用 

59 

◎障がい者世帯に対する支援の充実  
 障がいのある方及び家族の就労・生活支援につながる各種制
度・サービスの充実や利用促進に取り組みます。 
 
 
 

障がい福祉課 那覇市障がい者就労支援セ
ンター事業、障害福祉サービ
ス等給付事業等 

60 

 
③事業者への啓発支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎障害者差別解消法の広報・周知と取組の推進 

2016（平成 28）年４月施行の「障害者差別解消法」の市民・
事業者・市職員への周知を徹底し、障害を理由とする差別をな
くし、合理的配慮の提供を推進していきます。 
 また、市では、障がいのある方に配慮した窓口対応、通知や
書類・広報、庁舎内の環境整備と、市職員の合理的配慮につい
ての意識啓発を推進していきます。 
 
 

障がい福祉課 広報・周知、情報提供、庁
内における「合理的配慮」
に関する取組の推進 

61 

◎取組を進めている優良企業の入札時の優遇措置の検討 
 女性や若者を積極的に雇用している、また、先進的な取組を
行っている企業について、入札時の加点など、優遇措置が可能
かどうか、さらに検討を進め、企業側の意識醸成を促進します。 

法制契約課 総合評価落札方式等企業の
技術力を評価する入札制度
における加点等、インセン
ティブ付与について検討 

62 
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基本課題（５）ＤＶ等を要因とする子どもの権利・人権の保護 
 
【現状と課題】 
 
子どもは保護者の労働環境、地域環境や家庭環境といった、生活課題の影響を最も大きく受ける存在で

す。近年、少子高齢化、核家族化、都市化など、子どもを取り巻く環境は大きく変化しており、子どもや
子育てに関する様々な課題が生じています。子育ての難しさから養育がうまくいかず、子どもへの虐待
に至る事案もあります。 
 DVやいじめ、暴力、貧困、不登校の増加などが社会問題として捉えられ、2000（平成 12）年「児童
虐待防止法」、2013（平成 25）年「子どもの貧困対策の推進に関する法律」（平成 25年法律第 64号）が
定められるなど、対策が進められています。 
 
【事業の方策の方向性】 
 
家庭、学校、地域で子どもが安心して生活できるまちづくりのため、国連で採択されたこどもの権利条

約の理念を広めるために実施した、「那覇市世界にはばたく子どもの街宣言」（平成 10年）の基本的な考
え方の一層の浸透を推進し、面前ＤＶなどの子どもの虐待への影響について、研修を開催するなど、市
民、関係機関への周知・啓発活動を行います。 
さらに、児童虐待の早期発見・防止に向けて、児童家庭相談や家庭訪問、児童虐待の発生の予防や発生

時の対応に際し、子どもや保護者に寄り添った支援を行うとともに、居場所の確保に努め、関係機関や地
域との連携強化に取り組みます。 

 
 
※「那覇市世界にはばたく子どもの街宣言」趣旨及び経緯 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

本市では、平成元年に国連が採択し、平

成６年に我が国も批准した子どもの権利

条約の理念等について、広く市民への周知

を図るとともに市の施策に活かすため、平

成 10年「那覇市世界にはばたく子どもの

街宣言」を制定しました。 

子どもの街宣言は、大人と子どもの約束

を通して、生きる権利、育つ権利、守られ

る権利等の子どもの保障の実現に向けて、

市民全体で取り組むことを目的としてい

ます。 

また、制定に向けては、「子どもにやさ

しい街づくり推進会議」における幅広い審

議を踏まえており、実践に向けてはイベン

ト等での周知啓発に取り組んでいるとこ

ろです。 
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【事業の方策】 
 
①子どもの権利・人権を守るための取組 

 
 
 
 
 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎子どもの権利・人権を尊重する社会づくり 
 あらゆる事業を行う際に、大人と同等の権利を有する主体と
して子どもを認め、権利を尊重した支援や対応を進めるために、
子どもの命と人権を尊重するとした「那覇市世界にはばたく子
どもの街宣言」の周知を図ります。 
 
 

こども政策課 
 
こども教育保育
課 
 

児童福祉週間等を活用した
子どもの街宣言のポスター
等の配布 

63 
 

64 
 
 

◎子どもの支援の充実 
 面前ＤＶ等の虐待から児童を守るために、子育て世代包括支
援センター、保育園、学校、児童相談所等の関係機関の連携を深
め、早期発見に努めるとともに、母子の緊急避難的な居場所の確
保を図ります。 
 

子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事
業、那覇市要保護児童対策地
域協議会、関係機関との連携
強化、母子生活支援センター
さくらによるショートステ
イ事業 
 

65 

◎子どもの権利・人権に関する普及啓発 
 子どもの権利や人権についての理解を深めるため、講演会や
講座などを開催して周知を図るとともに、日常の人権を守るた
めの教育普及を図ります。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
公民館 
 

センター講座 
 
 
公民館講座 
 

66 
 
 

67 
 

◎子どもの権利・人権に関する普及啓発 
 子どもの権利や人権教育の充実を図るため、各学校で全体計
画を作成し、共通実践に努めるよう周知します。 
「人権を考える日」を設定し、児童生徒教職員が人権意識を高

めるために取組を充実させます。 
 

学校教育課 学校での内容の充実の推奨 
校長連絡協議会・教頭連絡会
での情報提供 

68 

◎制服選択制の推奨 
 本人または保護者からの申し出により個別に対応しつつ、今
後は保護者や地域の理解を得ながら段階的に誰でも申請なしに
制服等を選択できるように推奨します。 
 
 

学校教育課 制服選択制の推奨 69 

◎学校における体罰根絶への取組 
 体罰は、児童生徒に対する人権侵害行為であり、いかなること
があっても決して許されるものではなく、体罰の根絶に努めま
す。 
 
 

学校教育課 教員研修による人権意識向
上 

70 
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基本課題（６）防災への参画の促進 
 
【現状と課題】 
 

1995（平成７）年の阪神・淡路大震災や 2011（平成 23）年の東日本大震災、2016（平成 28）年の熊
本地震など、未曾有の大災害に見舞われた際に、これまでの被災者支援や避難所の運営体制等において、
女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人、多様な性を生きる人への対応への課題が露呈しました。それ
らの課題解決のためにも、これからの地域防災計画や地域での防災体制づくり、避難所運営等において、
女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人、多様な性を生きる人の視点からの意見・要望等を反映させ、
今後の災害への備えや体制づくりに生かしていくことが重要となっています。そのためにも、防災分野
への女性等の参画や、地域全体で防災時の対応のみならず、減災や復興のための取組も含め、住民全体で
考え、いざという時のための体制づくりが求められています。 
 
【事業の方策の方向性】 
 
那覇市地域防災計画において、女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人、多様な性を生きる人の視点

を取り入れた施策・事業の実施と、市の消防局や消防団、那覇市防災会議等において、女性等の参画を促
進していく取組を進め、特に、女性職員や女性委員等の登用を推進します。 
  
【事業の方策】 
 
①さまざまな視点を踏まえた本市の防災の計画・政策・方針等の策定 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎防災に関する政策・方針決定過程への女性の参画 
 避難所におけるプライバシーの保護など、避難所におけるニー
ズは様々です。女性や子ども、高齢者、障がい者、外国人、多
様な性の視点を市の防災計画・施策に取り入れる必要がありま
す。これらの視点を取り入れるための方策を行います。 
 
 

防災危機管理課 那覇市地域防災会議等での
女性等委員割合を増やすよ
う努める 
 

71 

 
②災害時の女性や多様な性を生きる人等への支援の拡充 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎さまざまな視点を取り入れた防災計画・施策、支援の拡充 
 女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、多様な性を生き
る人が被災時に直面する課題の調査研究、対応策や支援体制の
確立に向けた取組の拡充、推進を図ります。 

防災危機管理課 災害時における、女性、子
ども、高齢者、障がい者、
外国人、多様な性を生きる
人への支援体制の確立に向
けた研修等を行う 
那覇市地域防災計画におい
て、さまざまな視点からの
施策の検討、見直しを進め
る 
 

72 
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③防災分野への女性の参画促進 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎消防団への女性加入の推進 
 女性の消防団への参加を促進するとともに、災害発生時にお
ける初動体制の確立など、訓練や研修を実施し、日常的に防災
意識を高めていきます。 
 
 

消防局警防課 ポスター及び冊子等での入
団募集案内 

73 

◎消防職員等への女性職員の配置 
 防災の現場に女性職員が十分に配置されるよう、採用・登用
の段階も含め、取り組みます。 

 
 

消防局総務課 
 
 
 
 
 
人事課 

専門知識を必要とする日勤
業務及び警防業務、救急出
動時の女性傷病者、高齢者
に対応するため適正に配置
する 
 
採用試験等で女性が不利益
とならないような配慮を行
う 
 

74 
 
 
 
 
 

75 
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基本課題（７）国際社会との協調及び貢献・平和への努力 
 
【現状と課題】 
 
我が国は、国連をはじめとする国際的な女性の地位向上に係る動きと連動して、男女共同参画施策を展

開し、推進しています。女性差別撤廃委員会等をはじめとする国際会議等における議論や、国際的な潮
流も踏まえ、幅広く国民に理解を深めてもらうための情報提供や、施策・事業等を実施し、女子差別撤
廃条約の積極的遵守等に努めています。 
しかし、先進国において、日本はジェンダーギャップ指数（ＧＧＩ）が下位に位置しており、2018（平

成 30）年は 149か国中、110位という結果となっています。特に、女性の政治分野・経済分野への進出
が進んでいない状況がみられます。 
また、性の多様性の尊重に関しても、2008（平成 20）年に初めて国連で声明文が出されて以来、多く

の議論がなされています。現在も、同性愛者を死刑にする国があり、各国での意思統一が難しい部分はあ
りますが、国連事務総長は 2010（平成 22）年 12月、ニューヨークでＬＧＢＴの平等に関する演説を行
っています。現在、Ｇ７において、同性の婚姻に関して何の法制度ももたないのは日本のみであり、2018
（平成 30）年にはアジアで初めて台湾で同性婚ができるようになりました。法的な性別の変更に関して
も、不妊手術を強制することは人権侵害であるという考えが広まってきており、スウェーデンでは、2018
年から、法的な性別を変更するために、望まない不妊手術をしなければならなかった人々への国家賠償
が始まっています。 
しかし、日本では現在も、戸籍上の性別が同じカップルの婚姻届は受理されないため、婚姻することが

できません。また、戸籍上の性別を変更するための手術要件は残されています。 
本市においても、世界的な情勢についての情報を収集し、可能な限り意見交換も行いながら、自治体と

してできることに、今後も取り組んでいきます。 
さらに、沖縄においては、住民を巻き込んだ地上戦が行われ、実に県民の４人に１人が亡くなるという

多くの犠牲者を出した歴史をもち、その後もアメリカ軍による占領、アメリカ統治下で 30年弱を過ごし
た等の特殊な経験をもちます。このような時代の経験を、女性の視点や子どもの視点からも語り継ぐ必
要があります。 
戦時下においては、殺人のみならず、性犯罪も正当化されます。「戦時性暴力」という言葉もあるよう

に、世界的にみると民族浄化の手段として、男性を殺し、女性を犯すなどの手段も取られるなどの事実も
あります。平和都市宣言を行っている本市では、戦争のこのような側面についても直視し、教育を行って
いく必要があります。 
本市においても、国際社会との協調及び貢献につながる、世界的な潮流や時代にあった取組・情報につ

いて、広く周知すると同時に、課題解決に向けた施策を展開する必要があります。 
 
【事業の方策の方向性】 
 
国際社会における男女共同参画の取組について、国や県と連携して、必要な情報を収集し、市民・事業

者に向けての積極的な情報発信と同時に、平和な社会の実現につながる国際貢献に取り組みます。 
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【事業の方策】 
 
①国際規範・基準や国際的な取組の情報提供・周知 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性差別解消、性の多様性の尊重、平和等に関する国際的な
規範、国際会議等の情報提供 
 国連をはじめとする国際的な女性の地位向上に係る動きと連
動して、国際会議等における議論や新たな国際的な潮流も踏ま
え、幅広く市民等へ理解を深めるための情報提供や取組を進め
ます。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供 76 

 
②平和・国際貢献 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎平和な社会の実現のため、国際的な視野に立って課題解決に
取り組む人材の育成 
 男女共同参画・人権尊重に関する課題解決に当たることがで
きる人材育成のための研修への参加を促します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
人事課 

男女共同参画研修の情報提
供、参加促進 
 
県外派遣研修 

77 
 
 

78 

◎沖縄戦をはじめとする戦争体験等から平和社会の実現に向け
た学習や情報提供の機会の確保 
 戦争体験を風化させないよう、平和の実現に向けた学びにつ
ながる取組を行います。 
 女性や子どもから見た沖縄戦の体験を風化させないように語
り継ぎます。 
 世界的に見た戦時性暴力について、学びの機会を設けます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 

センター講座、関連図書や
情報の提供 

79 
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基本課題（１）「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）の 

理念の推進 
 
【現状と課題】 
 
なは女性センターでは、1997（平成９）年から市民向けのセクシュアリティに関する講座を継続して

開催し、人権意識の啓発を推進してきました。 
2013（平成 25）年９月に大阪市淀川区が発表した「ＬＧＢＴ支援宣言」に次いで、2015（平成 27）年

７月に、本市は市民と協働し、性に関するあらゆる差別や偏見をなくし、誰もが安心して暮らせる都市を
目指して、「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）を発表し、本市の姿勢を表
明しました。これまでの意識啓発のための市民向け講座の開催やプライド・イベントである「ピンクドッ
ト沖縄」の共催に加え、性の多様性に対する電話相談や市職員研修等を実施しています。  

2016（平成 28）年４月には、琉球大学法科大学院と「性の多様性の尊重」に特化した協定を締結し（自
治体が「性の多様性の尊重」に特化した協定を法科大学院と結ぶのは日本初）、知識提供を受ける他、講
演会の共催や無料法律相談（レインボー法律相談）等も実施しています。 
レインボーなは宣言後、本市において、「性の多様性の尊重」に関する意識が高まったこと、当事者団

体等との意見交換の中で「行政（市）が二人のパートナーシップ関係を認めることで、精神的な支援につ
ながるので、是非取り組んでほしい」との要望があったこと、議会質問があったことなどを受け、2016
（平成 28）年７月に、全国で５番目となる「那覇市パートナーシップ登録」制度を開始しました。同制
度には法的拘束力は無いものの、本市では、市営住宅入居のための親族要件への追加を行いました。市内
の民間企業においては、各種家族割の適用や夫婦連帯債務ローンの利用等が始まっています。 
また、2019（平成 31）年３月には、沖縄弁護士会が国内の単一弁護士会として初の「レインボー宣言

～性の多様性を尊重し性的少数者のさらなる権利保障に努めることの宣言～」を出しました。 
2015（平成 27）年に、東京都の渋谷区と世田谷区がパートナーシップ宣誓制度を開始して以降、パー

トナーシップ制度は各自治体へ広がっており、2019（令和元）年には茨城県が都道府県で初めてパート
ナーシップ制度を要綱で導入しました。同県は差別禁止等を定めた条例も制定しています。同制度につ
いては要綱を制定し運用している自治体がほとんどですが、渋谷区、豊島区は条例を定め、運用・実施し
ています。性の多様性の尊重や差別禁止について定める条例をもつ自治体も増えています。 

 
表 同性パートナーシップ制度導入自治体と施行年度 

 
 
 
 
 

※2019 年 7 月 5 日時点  

 

自治体名 年度 自治体名 年度 自治体名 年度 自治体名 年度
東京都渋谷区 2015 福岡県福岡市 2018 東京都府中市 2019 東京都江戸川区 2019
東京都世田谷区 2015 大阪府大阪市 2018 大阪府堺市 2019 東京都豊島区 2019
三重県伊賀市 2016 東京都中野区 2018 神奈川県横須賀市 2019 東京都府中市 2019
兵庫県宝塚市 2016 千葉県千葉市 2018 岡山県総社市 2019 栃木県鹿沼市 2019
沖縄県那覇市 2016 熊本県熊本市 2019 神奈川県小田原市 2019 宮崎県宮崎市 2019
北海道札幌市 2017 群馬県大泉町 2019 大阪府枚方市 2019 茨城県 2019
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しかし、婚姻平等が実現していないので、戸籍上の性別が同じパートナーは、婚姻制度を利用すること

ができず、多くの権利が制限されています。また、例えば、緊急時の病院での同意や、面会、付き添い等

については法的な決まりがないため、つらい思いをするパートナーも多くいます。 

世界保健機構（ＷＨＯ）における国際疾病分類は 2018（平成 30）年に全面改定され、（ＩＣＤ-11）、性

同一性障害は「精神疾患」の分類からはずれ、「性の健康に関する状態」分類に移り、その中の「Gender 

incongruence（厚労省による仮訳は「性別不合」）」という項目になりました。「個人の経験する性（an 

individual’s experienced gender）と割り当てられた性別（assigned sex）の顕著かつ持続的な不一致

によって特徴づけられる。」とされています。また、「ジェンダーの多様な振る舞いや好みだけでは、この

グループとして診断名を割り当てる根拠にはならない。」とされています。しかし、日本では、戸籍上の

性別を変更する要件が手術要件をはじめ、非常に厳しいため、人権侵害の可能性を国連から勧告されて

いる等の課題もあります。 

 
 

 
「レインボーなは」宣言とは 
 
 レインボーは、たくさんの色を含むことから多様性の象徴とされています。 
近年は、ＬＧＢＴを含む多様な性を生きる人をサポートする意思を示したり、当事者が自分 
自身ありのままであることを誇りに思う気持ちを表現するものとして知られています。 
この意思を共有するため、今回宣言の通称を「レインボーなは宣言」としています。 

 
 
 
【事業の方策の方向性】 

 

本市の「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言の趣旨は、少しずつ市民の理解を得ていますが、まだ

認知度は必ずしも高くありません。さらに多くの市民や事業者へ、多様な性についての理解と人権尊重

の意識づくりを進めていくことが必要です。 

2017（平成 29）年度実施の「市民意識調査」によると、性の多様性を認め合う社会づくりの必要性に

ついては「必要だと思う」が 45.0％と半数近い回答があり、「やや必要だと思う」の 27.3％と合わせると

72.3％と、多数の市民が性の多様性を認め合う社会づくりが必要だと感じています。 

本市では、多くの市民も性の多様性を認め合う社会づくりの必要性を感じていながら、まだ認知度が低

い状態です。認知度を上げる努力を継続しながら、「那覇市パートナーシップ登録」制度の周知と理解の

促進を図り、関係部署・機関と連携・協力して施策を進めていきます。 

 
 
 
 

- 43 -



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：那覇市「平成 29 年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査結果」 

知っている
39.5%

聞いたことはあるが、
くわしくは知らない

30.7%

知らなかった
27.3%

無回答
2.5%

図 「レインボーなは宣言」の認知度

n=1,070

知っている

41.2%

聞いたことはあるが、

くわしくは知らない

27.1%

知らなかった

29.3%

無回答

2.4%

図 「那覇市パートナーシップ登録」制度の認知度

n=1,070

必要だと思う
45.0%

やや必要だと思う
27.3%

あまり必要だと思わない
7.9%

必要ではない
1.9%

わからない
15.0%

無回答
2.9%

図 性の多様性を認め合う社会づくりの必要性

n=1,070
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◎事業者の意識啓発のための支援策の検討・導入 
 市内事業者へ性の多様性の尊重についての意識啓発のための
広報や、社内研修のための講師派遣等の支援施策に取り組みま
す。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

広報、講師派遣等 85 

◎求職者等に対する情報提供及び必要な支援 
フレンドリー企業等の情報の提供や必要な支援策については、

ニーズを把握した上で取組を検討します。 
また、求職者への情報提供については、庁内関係部署と連携・

協力して実施します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、ニーズ調査 
 

86 

 
⑤多様な性を生きる人への生活支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎交流会等の機会の提供 
 社会生活における当事者の孤立を防ぐとともに、同じ悩みや
苦しみなどを持った人たちとの交流や支援者による情報共有
及びコミュニケーションの機会を提供します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

レインボー交流会等の機会
の提供及び開催支援や広報
の協力 

87 

◎リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健
康と権利）の意識の浸透 
 からだの性に関する戸惑いや疑問、性感染症等について多
様性をふまえたリプロダクティブ・ヘルス／ライツに関する
情報の提供を行います。 

 

平和交流・男女
参画課 
 
 
 

情報提供 
 
 
 
 

88 
 
 

 

◎性の多様性に留意した市民サービスの促進 
 公的書類については、必須ではない性別欄について見直し
を行い、性の多様性に配慮した運用を促します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

庁内職員研修の実施、他自
治体の取組や庁内関係部署
への調査・研究、情報提供
等 
 
 

89 
 

 
  

- 46 -



 

基本課題（２）多様な性を尊重する人権意識の啓発 

 
【現状と課題】 
 
本市は、2015（平成 27）年に「レインボーなは宣言」を発表し、性の多様性の尊重につながる取組を

進めていますが、多様な性を生きる人の生きづらさの軽減につながるような本市施策のさらなる展開や、
「那覇市パートナーシップ登録」制度の活用策、市民・事業者への意識醸成につながる施策の拡充等を図
る必要があります。未だに多様な性についての社会的認識や理解は進んでいるとは言いがたく、様々な
場面において差別や偏見が存在しています。 
このような現状を変えるには、長い時間をかけて、正しい知識や情報を広く市民・事業者・市職員等に

周知し、意識の醸成、理解促進を十分に図ることが必要です。 
 
※電通ダイバーシティ・ラボが実施した「ＬＧＢＴ調査 2015」によると、日本国内の多様な性を生きる人の人口比率は
約８％となっているが、2017（平成 29）年度実施の「市民意識調査」においては、市民の認知度は 24.5％で、約７割
の市民は「１％以下」との回答だった。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査結果」 
 
 
【事業の方策の方向性】 
 
多様な性を尊重するための人権意識の醸成及び理解の促進のため、市のみならず、家庭や学校、企業等

への情報提供や意識啓発を図るための各種施策の実施に努めます。 
特に、学校現場においては、児童生徒が相談しやすい体制の構築について働きかけます。 

約0.1％

（1,000人に1人）

22.9%

約1％（100人に1人）

44.9%

約8％（12.5人に1人）

24.5%

無回答

7.8%

図 ＬＧＢＴを含む性的マイノリティの人口比率の認知度

n=1,070
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【事業の方策】 
 
①情報提供・意識啓発活動の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎多様な性に関する情報の集約・情報提供 
 多様な性について理解するための講座や研修の実施や、図書
や行政資料、パンフレット、広報紙等の情報を収集し、提供し
ます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、図書の閲覧
や貸出、情報提供等 

90 

 
②市職員・教職員等の理解の促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎市職員・教職員の理解を深めるための取組 
 市職員として、人権尊重の意識を持って市民サービスに取り
組み、多様な性についての理解を深めるため、職員研修を実施
します。 
 
 
 教職員として、人権尊重の意識を持ち、多様な性についての
理解を深めるため、教職員向けに研修を実施します。 

平和交流・男女
参画課 
 
人事課 
 
 
学校教育課 

職員研修 
 
 
職員階層研修時の講話、研
修 
 
教職員研修 

91 
 
 

92 
 
 

93 
 

 
③学校における教育・学習の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎児童・生徒が性の多様性の理解を深めるための取組の推進 
 学校現場において、性の多様性を含め、意識啓発・理解を深
めるための人権教育の実施や関連する情報の提供等を行います。 

学校教育課 性の多様性に配慮し、人権
侵害がないように内容を精
査した上で、人権教育の実
施 

94 

◎性の多様性が尊重される学習環境・職場環境の確保 
 学校の制服や更衣室等の性別に関する区分けの見直し等、
児童生徒及び教職員の性の多様性が尊重される環境の確保に
向けた情報提供等を行います。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

教職員や学校現場への研修
等 

95 

◎性別に関する区分けの見直し 
 トイレや更衣室などの利用方法を全体的に見直し、制服等、
性別による区分けがされているものについて見直しを図りま
す。 
 
 

学校教育課 区分けの見直し 96 
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【事業の方策】 
 
①情報提供・意識啓発活動の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎多様な性に関する情報の集約・情報提供 
 多様な性について理解するための講座や研修の実施や、図書
や行政資料、パンフレット、広報紙等の情報を収集し、提供し
ます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、図書の閲覧
や貸出、情報提供等 

90 

 
②市職員・教職員等の理解の促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎市職員・教職員の理解を深めるための取組 
 市職員として、人権尊重の意識を持って市民サービスに取り
組み、多様な性についての理解を深めるため、職員研修を実施
します。 
 
 
 教職員として、人権尊重の意識を持ち、多様な性についての
理解を深めるため、教職員向けに研修を実施します。 

平和交流・男女
参画課 
 
人事課 
 
 
学校教育課 

職員研修 
 
 
職員階層研修時の講話、研
修 
 
教職員研修 

91 
 
 

92 
 
 

93 
 

 
③学校における教育・学習の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎児童・生徒が性の多様性の理解を深めるための取組の推進 
 学校現場において、性の多様性を含め、意識啓発・理解を深
めるための人権教育の実施や関連する情報の提供等を行います。 

学校教育課 性の多様性に配慮し、人権
侵害がないように内容を精
査した上で、人権教育の実
施 

94 

◎性の多様性が尊重される学習環境・職場環境の確保 
 学校の制服や更衣室等の性別に関する区分けの見直し等、
児童生徒及び教職員の性の多様性が尊重される環境の確保に
向けた情報提供等を行います。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

教職員や学校現場への研修
等 

95 

◎性別に関する区分けの見直し 
 トイレや更衣室などの利用方法を全体的に見直し、制服等、
性別による区分けがされているものについて見直しを図りま
す。 
 
 

学校教育課 区分けの見直し 96 

 
 

 
④家庭や地域における啓発活動の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎家庭や地域における性の多様性の尊重への意識啓発 
 家庭や地域の活動において、性の多様性の尊重のために留意
すべき事項等について、周知を図ります。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供 97 

◎性の多様性の尊重に取り組む市民団体等の支援 
 多様な性を生きる上での問題点について、人権の観点から発
信し、その解消を目指す市民活動を行う団体やグループへの支
援を行います。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

市民団体への事業支援とし
て広報協力、センター学習
室の貸出等 

98 

 
⑤職場における意識の醸成・理解の浸透 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎職場における関連法令・制度等の情報提供・周知 
 性の多様性に関する法令等の情報を集約し、庁内担当部署や
関係機関、市内事業者等への情報提供・周知や広報依頼を行い
ます。 

平和交流・男女
参画課 
 
商工農水課 
 
人事課 

情報提供、広報・周知依頼 
 
 
 

99 
 

 
100 

 
101 

◎多様な人材の雇用促進のための連携・支援 
 性別に限らず、多様な人材の雇用に関する情報や先進的な取
組等の情報を集約し、提供します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
商工農水課 
 

情報提供、広報・周知依頼 102 
 
 

103 

◎優良企業の支援制度の検討 
 先進的な取組を行っている企業の支援につながる施策や評価
制度等の導入を検討します。 
  

平和交流・男女
参画課 
 
 

支援策や評価制度の導入に
向けた調査・検討、情報収
集 
 

104 
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基本課題（３）職場等におけるＳＯＧＩハラスメント等の根絶 

 
【現状と課題】 
 

2017（平成 29）年１月１日に施行された男女雇用機会均等に関する「事業主が職場における性的言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」 では、ＳＯＧＩハラスメントについ

て記載されています。また、人事院規則 10－10「セクシュアル・ハラスメントの防止等」の適用におい

ても、ＳＯＧＩハラスメントに関する記載があります。 

2019（令和元）年 5月 27日に職場のパワハラ防止を企業に義務づける「パワハラ関連法案（労働施策

総合推進法の改正案）」が成立し、その付帯決議の中で、ＳＯＧＩハラスメントやアウティング＊に対し

ても、企業に対策が義務付けられる方針となることが決議されました。 

2017（平成 29）年度に実施した「那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査（以下「事業所意

識調査」）」によると、セクシュアル・ハラスメントについては「よく知っている」が 70.8％、「少し知っ

ている」が 25.3％と、ほとんどの企業において認知されています。 

一方、セクハラ防止の取組については、「特に実施していない」が 47.8％と、ほぼ半数を占めています。

表面化されていない事案も懸念されることから、就業規則や倫理規定などに明文化するなど、関係法令

の周知徹底や、企業・労働者の人権尊重意識の醸成につながる取組が求められます。 

このような状態においては、ＳＯＧＩハラスメントについては、そもそもの周知が強く求められるとこ

ろです。 

さらに、日本ではハラスメントに関する法律は職場に限定されています。しかし、学校でのハラスメン

トも深刻です。本市は、学校におけるＳＯＧＩハラスメント防止にも取り組んでいきます。 

 

 
図 事業所においてセクシュアル・ハラスメント防止のために取組んでいること 

 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 
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基本課題（３）職場等におけるＳＯＧＩハラスメント等の根絶 

 
【現状と課題】 
 

2017（平成 29）年１月１日に施行された男女雇用機会均等に関する「事業主が職場における性的言動

に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」 では、ＳＯＧＩハラスメントについ

て記載されています。また、人事院規則 10－10「セクシュアル・ハラスメントの防止等」の適用におい

ても、ＳＯＧＩハラスメントに関する記載があります。 

2019（令和元）年 5月 27日に職場のパワハラ防止を企業に義務づける「パワハラ関連法案（労働施策

総合推進法の改正案）」が成立し、その付帯決議の中で、ＳＯＧＩハラスメントやアウティング＊に対し

ても、企業に対策が義務付けられる方針となることが決議されました。 

2017（平成 29）年度に実施した「那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査（以下「事業所意

識調査」）」によると、セクシュアル・ハラスメントについては「よく知っている」が 70.8％、「少し知っ

ている」が 25.3％と、ほとんどの企業において認知されています。 

一方、セクハラ防止の取組については、「特に実施していない」が 47.8％と、ほぼ半数を占めています。

表面化されていない事案も懸念されることから、就業規則や倫理規定などに明文化するなど、関係法令

の周知徹底や、企業・労働者の人権尊重意識の醸成につながる取組が求められます。 

このような状態においては、ＳＯＧＩハラスメントについては、そもそもの周知が強く求められるとこ

ろです。 

さらに、日本ではハラスメントに関する法律は職場に限定されています。しかし、学校でのハラスメン

トも深刻です。本市は、学校におけるＳＯＧＩハラスメント防止にも取り組んでいきます。 

 

 
図 事業所においてセクシュアル・ハラスメント防止のために取組んでいること 

 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 
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【事業の方策の方向性】 
 
学校や職場等におけるセクシュアリティに基づく差別やハラスメントの根絶のため、情報提供の他に、

授業やセンター講座、研修等で、ハラスメントへの認識を深めてもらうことが重要です。 
また、家庭や学校における人権教育や、事業者においては、雇用管理上、必要な措置等について各種法

令等の遵守を推進していけるよう、情報提供や意識の醸成に取り組みます。 
 
 

【事業の方策】 
 
①学校におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＳＯＧＩハラスメント防止のための体制整備 
 教職員からのＳＯＧＩハラスメント、生徒間のＳＯＧＩハ
ラスメントを防止するために、性の多様性への偏見・差別に
配慮した人権教育・意識啓発のための授業の実施や情報の提
供、相談窓口の設置、教職員研修などに取り組みます。 
 
 

学校教育課 
 
教育研究所 

ＳＯＧＩハラスメント根
絶に向けた情報提供・広
報周知、教職員研修、人
権意識啓発のための授業 

105 
 

106 
 

 
②職場におけるＳＯＧＩハラスメントの根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＳＯＧＩハラスメントの防止 
 事業所におけるＳＯＧＩハラスメントに関する就業規則の
改正や相談窓口の設置などの雇用管理上の措置義務について

周知・啓発を図ります。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
商工農水課 

情報提供・広報周知、 
センター講座 
 
情報提供・広報周知 

107 
 
 

108 
 

◎庁内におけるＳＯＧＩハラスメントの防止 
 庁内におけるＳＯＧＩハラスメントに関する就業規則の改
正や雇用管理上の措置義務を果たします。 

 

 
 

人事課 ＳＯＧＩハラスメント相
談対応、市全職員への研
修実施 

109 
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基本課題（４）性の多様性に配慮した環境整備 

 
【現状と課題】 
 
本市は、2015（平成 27）年７月の「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）

以降、性の多様性に配慮した環境整備を進めていますが、市有施設等についても、未だ十分な状況ではあ
りません。 
学校においても、トイレや更衣室の整備などを進めていく必要があります。そのため、全ての人がその

セクシュアリティによってつらい思いをしなくてすむように、職場や学校の環境整備について、実態を
調査・検討し、今後の学校を含めた市有施設の建設や修繕時には、配慮をしていきます。また、市内の企
業や私立学校にも協力を依頼していきます。 
 
 

図 事業所におけるＬＧＢＴを含む性的マイノリティに対する職場改善の取組み 
 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 

 
 
【事業の方策の方向性】 
 
市有施設や学校等において、不要な性別わけのない施設整備を検討し、民間企業や各種団体等へも関連

情報の提供等、連携した取組を推進します。 
また、市内事業者へ取組を導入し進めてもらうために、先進的な取組を行う企業・団体に対して、本市

の支援策の検討を進めます。 
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基本課題（４）性の多様性に配慮した環境整備 

 
【現状と課題】 
 
本市は、2015（平成 27）年７月の「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）

以降、性の多様性に配慮した環境整備を進めていますが、市有施設等についても、未だ十分な状況ではあ
りません。 
学校においても、トイレや更衣室の整備などを進めていく必要があります。そのため、全ての人がその

セクシュアリティによってつらい思いをしなくてすむように、職場や学校の環境整備について、実態を
調査・検討し、今後の学校を含めた市有施設の建設や修繕時には、配慮をしていきます。また、市内の企
業や私立学校にも協力を依頼していきます。 
 
 

図 事業所におけるＬＧＢＴを含む性的マイノリティに対する職場改善の取組み 
 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 

 
 
【事業の方策の方向性】 
 
市有施設や学校等において、不要な性別わけのない施設整備を検討し、民間企業や各種団体等へも関連

情報の提供等、連携した取組を推進します。 
また、市内事業者へ取組を導入し進めてもらうために、先進的な取組を行う企業・団体に対して、本市

の支援策の検討を進めます。 
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基本課題（４）性の多様性に配慮した環境整備 

 
【現状と課題】 
 
本市は、2015（平成 27）年７月の「性の多様性を尊重する都市・なは」宣言（レインボーなは宣言）

以降、性の多様性に配慮した環境整備を進めていますが、市有施設等についても、未だ十分な状況ではあ
りません。 
学校においても、トイレや更衣室の整備などを進めていく必要があります。そのため、全ての人がその

セクシュアリティによってつらい思いをしなくてすむように、職場や学校の環境整備について、実態を
調査・検討し、今後の学校を含めた市有施設の建設や修繕時には、配慮をしていきます。また、市内の企
業や私立学校にも協力を依頼していきます。 
 
 

図 事業所におけるＬＧＢＴを含む性的マイノリティに対する職場改善の取組み 
 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 

 
 
【事業の方策の方向性】 
 
市有施設や学校等において、不要な性別わけのない施設整備を検討し、民間企業や各種団体等へも関連

情報の提供等、連携した取組を推進します。 
また、市内事業者へ取組を導入し進めてもらうために、先進的な取組を行う企業・団体に対して、本市

の支援策の検討を進めます。 
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【事業の方策】 
 
①市有施設における性別にとらわれない（だれでも）トイレや更衣室の設置促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎市有施設における性別にとらわれない（だれでも）トイレ等
の促進 
市有施設の整備にあたっては、だれでもトイレの設置や、案

内板等を、性の多様性に留意したものにします。 

管財課 
 
 
 
建築工事課 

市有施設の多目的トイレ
を、だれでも使えるトイレ
として整備する 
 
今後整備する施設におい
て、関係課と協議し、導
入・設置を検討する 
 

110 
 
 
 

111 

 
②学校における環境整備の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎市有施設における性別にとらわれない（だれでも）トイレ等
の促進 
 学校施設の整備にあたっては、だれでも使えるトイレの設置
など、性の多様性に留意したものにします。 
 
 

施設課 性別に関係なく使用できる
多目的トイレの整備 

112 

 
③企業への情報提供 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎性の多様性に関する職場環境整備に必要な情報の提供  
 ＬＧＢＴフレンドリー企業等が行っている先進的な取組・事
業等の情報を集約し、市民・市内事業者へ提供します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、広報・周知 113 

 
④優良企業への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
【再掲】 
◎優良企業の支援制度の検討  
 先進的な取組をしている企業の支援につながる施策や評価制
度等の導入を検討します。 
  

平和交流・男女
参画課 
 
 

支援策や評価制度の導入
に向けた調査・検討、情
報収集 

104 
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基本課題（５）職場のダイバーシティ（多様性の受容）の推進 

 
【現状と課題】 
 
職場におけるダイバーシティの推進は、女性の活躍推進、男性を含めた働き方改革＊、若者や高齢者の

活躍支援、バリアフリー社会の実現等といった、これまでの取組に加え、ＬＧＢＴ等を含む多様な性を生
きる人等への対応等も含めた幅広い取組が求められます。 

2017（平成 29）年度実施の「市民意識調査」によると、性の多様性を認め合う社会づくりの必要性に
ついては「必要だと思う」が 45.0％と半数近い回答があり、「事業所意識調査」の回答と対照的な結果と
なっています。また、「やや必要だと思う」の 27.3％と合わせると 72.3％と、多数の市民が性の多様性を
認め合う社会づくりが必要だと感じています。 
また、「事業所意識調査」によると、性の多様性を認め合う社会をつくるために必要な取組について、

取り組んでいる回答事業所では、「職場内や職場環境においての配慮（制服・トイレや更衣室等）」が 25.6％
となっていますが、「特になし」という回答が 47.1％と最も多くなっています。 

 
 

図 性の多様性を認め合う社会をつくるために必要な取組について 
                                      

 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画社会に関する事業所意識調査」 
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【事業の方策の方向性】 
 
世界的な潮流や全国の動向を踏まえ、市内事業者へ関連法令や制度、先進的な企業の取組についての情

報提供や、すでに取組を進めている優良企業への市の支援策を検討し、推進します。 
 
 
【事業の方策】 
 
①事業者へ関連法令・制度等の情報提供・周知 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎職場における関連法令・制度等の情報提供・周知  
 性の多様性に関する法令等の情報を集約し、庁内担当部署や
関係機関、市内事業者等への情報提供・周知を行います。 
 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、広報・周知 
 

114  
 

 
②多様な人材の雇用促進のための連携・支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
【再掲】 
◎多様な人材の雇用促進のための連携・支援 
 性別に限らず、多様な人材の雇用に関する情報や先進的な取
組等の情報を集約し、提供します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、広報・周知 102  

 
③優良企業への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号  
【再掲】 
◎優良企業の支援制度の検討  
 先進的な取組を行っている企業の支援につながる施策や評価
制度等の導入を検討します。 
  

平和交流・男女
参画課 
 
 

支援策や評価制度の導入に
向けた調査・検討、情報収
集 

104  
 
 

 
 

 
  

- 55 -



 

基本課題（１）ワーク・ライフ・バランスの意識啓発及び推進 

 
【現状と課題】 
 
ワーク・ライフ・バランスの推進は、我が国においても重要な政策課題となっており、2017（平成 29）

年度実施の「事業所意識調査」においても、「内容も良く知っている」、「内容は少し知っている」と回答
した事業者は、全体の 52.8％と、約半数の事業者に認識されています。 
これからは、労使双方が家庭と仕事を両立させるべく、働き方改革の実現に向け、事業所内でのポジテ

ィブ・アクション（積極的な改善措置）の取組の推進を図ることが重要であり、本市の支援施策が求めら
れます。 
 

図 那覇市内事業者のワーク・ライフ・バランスの認識について 

 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査結果」 

 
 
【事業の方策の方向性】 
 
女性がより自分にあった働き方が選択でき、安心して働き続けることができるよう、これまでの長時間

労働の是正や休暇を取得しやすい職場環境づくり、同一労働・同一賃金など非正規雇用の処遇改善など、
国が推進する働き方改革や女性の活躍推進に向けた意識改革のための意識啓発や、企業内でのポジティ
ブ・アクションも含めた、ワーク・ライフ・バランスの充実に向けた取組の推進のためにも、本市の支援
策について、検討を進めます。男性の働き方、ワーク・ライフ・バランスにも配慮します。  

内容も良く知っている

内容は少し知っている

聞いたことはある

知らない

無回答
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％

27.2

25.6

24.0
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【事業の方策】 
 
①長時間労働の是正を含めた働き方の改善の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ポジティブ・アクション（積極的改善措置）の推進に向け
た意識啓発 
 一人ひとりが自分にあった働き方が選択できるように、労働
時間の短縮、男性の家事及び育児・介護に従事する時間の拡
大、労働相談体制の充実など、男女が対等なパートナーとし
て働くことができる職場環境づくりを推進していきます。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、
広報・周知 

115 
 

◎市職員のワーク・ライフ・バランスの推進 
 市職員が自分にあった働き方が可能となるよう、労働時間
の短縮、男性の家事及び育児・介護に従事する時間の拡大等、
男女が対等なパートナーとして働くことができる職場環境を
つくります。 

人事課 業務体制の見直し、職員研
修、情報提供 

116 
 

 
②職場環境整備のための事業者への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性の活躍推進に向けた、企業の取組推進のためのインセ
ンティブの検討・施策の実施 
 女性の力が十分に発揮できるよう、事業者にポジティブ・ア
クションも含め、実施可能な施策を講じてもらうため、ワーク・
ライフ・バランス実現に向け、国・県・市におけるインセン
ティブ（公共調達・補助金）等の情報収集、検討を進めます。 
 

商工農水課 情報提供、広報・周知、支
援施策の検討 

117 
 

 
③育児・介護休暇取得の促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎育児・介護休業等制度活用の促進 
 育児・介護休業制度の活用について、市内企業も含めた取
得状況の実態把握とともに、制度の活用促進に取り組みます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、実態把握、広報・
周知 

118 
 
 

◎市職員の育児・介護休業制度活用の促進 
 育児・介護休業制度等の活用について、市職員の取得状況
の実態把握とともに、制度の活用促進に取り組みます。 
 
 
 

人事課 情報提供、市職員実態把握、

広報・周知 
119 
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④優良企業への支援
具体的施策 担当課 事業等 番号

【再掲】
◎優良企業の支援制度の検討
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画＊を策定し、先

進的な取組を行っている企業の支援につながる施策や評価制度
等の導入を検討します。
また、「えるぼし認定＊」、「沖縄県ワーク・ライフ・バラ

ンス認証企業」等、優良企業の情報を庁内へ提供し、入札やプ
ロポーザルでの加点の検討や、各課で実施できる支援策につい
て検討を進めてもらうよう、庁内関係機関へ働きかけます。

平和交流・男女
参画課

支援策や評価制度の導入に
向けた調査・検討、情報収
集・提供

104

■「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より ■

問 14 女性が仕事を続けるためには、どのようなことが必要だと思いますか（〇は３つまで）

1.3
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47.5
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□男性 n=302
■女性 n=276

.038

労働時間の短縮や休日を増やすなど、就業時間に
柔軟性を持たせ、働きやすくする

育児・介護のための休業制度や
諸手当を充実させる

託児施設や託児サービスを充実させる

パートや派遣労働などの労働条件を改善する

賃金や仕事内容など、労働条件面での
男女の差をなくす

育児や介護などの理由で退職した後に
再雇用する制度を充実させる

家事・育児・介護は女性がになうものという
社会の意識を変える

女性自身が仕事への意欲・能力を高める

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ：
性的いやがらせ）のない職場をつくる

介護施設や介護サービスを充実させる

女性に対して、昇進や昇給の機会を確保する

女性に対して、研修や職業訓練の機会を確保する

その他
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④優良企業への支援
具体的施策 担当課 事業等 番号

【再掲】
◎優良企業の支援制度の検討
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画＊を策定し、先

進的な取組を行っている企業の支援につながる施策や評価制度
等の導入を検討します。
また、「えるぼし認定＊」、「沖縄県ワーク・ライフ・バラ

ンス認証企業」等、優良企業の情報を庁内へ提供し、入札やプ
ロポーザルでの加点の検討や、各課で実施できる支援策につい
て検討を進めてもらうよう、庁内関係機関へ働きかけます。

平和交流・男女
参画課

支援策や評価制度の導入に
向けた調査・検討、情報収
集・提供

104

■「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査報告書」より ■

問 14 女性が仕事を続けるためには、どのようなことが必要だと思いますか（〇は３つまで）

1.3

6.3

13.9

11.6

20.5

15.9
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□男性 n=302
■女性 n=276

.038

労働時間の短縮や休日を増やすなど、就業時間に
柔軟性を持たせ、働きやすくする

育児・介護のための休業制度や
諸手当を充実させる

託児施設や託児サービスを充実させる

パートや派遣労働などの労働条件を改善する

賃金や仕事内容など、労働条件面での
男女の差をなくす

育児や介護などの理由で退職した後に
再雇用する制度を充実させる

家事・育児・介護は女性がになうものという
社会の意識を変える

女性自身が仕事への意欲・能力を高める

セクシュアル・ハラスメント（セクハラ：
性的いやがらせ）のない職場をつくる

介護施設や介護サービスを充実させる

女性に対して、昇進や昇給の機会を確保する

女性に対して、研修や職業訓練の機会を確保する

その他

基本課題（２）家事・育児・介護など多様なニーズに対応した支援の拡充 

 
【現状と課題】 
 

2017（平成 29）年度実施の「事業所意識調査」によると、男女共同参画社会形成のための事業所の取
組について、最も多かったのが「男女がともに育児・介護休暇等が取得しやすい職場環境づくり」で 48.7％
となっています。 
市内の小規模企業や中小企業においては、経営環境や人手不足等の影響もあり、育児や介護のための対

応が厳しい現実があります。そのため、働く女性に限らず、男性も含め、家事・育児・介護を担うための
社会意識の醸成や職場環境づくりは重要となっており、そのための施策の拡充が必要です。 

 
 

図 男女共同参画社会を形成していくための事業所の取組 

 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査結果」 

 
 

【事業の方策の方向性】 
 
これまで家事・育児・介護の主たる担い手であった女性の継続雇用やスキルの向上、キャリアアップへ

とつなげていき、誰もが仕事や家庭生活・子育ての充実、地域活動等へ参加できる社会の実現を目指しま
す。 
そのために、各種休業制度の周知啓発や誰もが休暇を取得しやすい職場環境づくり、女性が出産・子育

てを経ても継続して就労、または復職が可能となるよう、子育て支援や介護者支援、再就職や復職支援の
充実・拡充を図り、それらを支える環境整備の推進にも取り組みます。 

フレックスタイム制度やテレワーク
の導入など、多様な働き方の導入
男女がともに育児・介護休暇等
が取得しやすい職場環境づくり

職業教育や職業訓練の充実で、女性の就労機会
や女性の就労の少ない分野への進出を促進

職場における男女の均等な取り
扱いについて、周知徹底を行う

女性を方針決定の場に積極的に登用する

男女共同参画に関する社内研修・
セミナー等の開催や参加の促進
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労働時間短縮の枠組みづくりを進める
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フレックスタイム制度やテレワーク
の導入など、多様な働き方の導入

男女がともに育児・介護休暇等
が取得しやすい職場環境づくり

職業教育や職業訓練の充実で、女性の就労機会
や女性の就労の少ない分野への進出を促進

職場における男女の均等な取り
扱いについて、周知徹底を行う

女性を方針決定の場に積極的に登用する

男女共同参画に関する社内研修・
セミナー等の開催や参加の促進

労働時間短縮の枠組みづくりを進める

その他
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【事業の方策】 
 
①出産・子育て支援の拡充 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎子育て支援のための教育相談等の充実 
 不登校や子どもの教育等に関し悩みを持つ児童生徒の保護
者への相談体制を整備し、教育相談の充実に努めます。 
 
 

教育相談課 相談室「はりゆん」 120 
 

◎子育て支援のための育児相談、保育相談等の充実 
 乳幼児育児相談（ことば、しつけ、情緒、健康等）、家庭教
育相談など、身近で相談や保育体験ができる体制を整備し、子
育て支援の充実に努めます。 

地域保健課 
 
 
 
 
子育て応援課 

乳幼児健診事業、のびのび
相談（発達相談）、親子教
室の実施、電話・来所・訪
問による相談 
 
育児支援家庭訪問事業、子
ども家庭総合拠点事業 
 

121 
 
 
 
 

122 

 
②保育支援等の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎保育事業等の充実 
 社会環境の変化の中で様々な保育要望に対応するため、待機
児童の解消をはじめ、延長、一時、病児・病後児、障がい児、
預かり保育、育児サポートなどの充実を図ります。 
 

こどもみらい課 
 
障がい福祉課 

地域子ども子育て支援事業 
 
日中一時支援事業 

123 
 

124 
 
 

◎放課後の児童の居場所の充実 
 全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができるよう、放課後児童クラブの拡充を図
ります。 

こども政策課 
 
 

放課後児童健全育成事業 
 
 

125 

◎障がいのある子どもへの支援 
 乳幼児から学齢期を通して、障がいや発達の遅れのある子
ども及びその保護者への支援体制の充実を図ります。 
 
 就学前の障がいや発達の遅れのある子ども及びその保護者
への支援体制の充実を図ります。 

地域保健課 
 
 
 
こども教育保育
課（こども発達
支援センター） 

小児慢性特定疾病児童等自
立支援事業 
 
 
相談・訓練事業、児童発達
支援、保育所等訪問支援、
発達支援保育事業、地域支
援事業 
 

126 
 
 
 

127 

 
③介護者支援の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎介護保険事業の利用促進 
 介護保険利用者に、より質の高いサービスの提供が行われ
るよう、事業所連絡会の充実支援、福祉用具の適正な利用促
進、住宅改修への適切な対応等を図ります。 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

介護保険事業（福祉用具購
入、住宅改修等） 

128 

 

◎在宅高齢者の生活支援 
 高齢者が、可能な限り住み慣れた地域において、自立した
日常生活を営むことができるように、軽度生活援助事業等の
福祉サービスで支援します。 

ちゃーがんじゅ
う課 

軽度生活援助事業・外出支
援サービス事業・老人福祉
電話設置事業・食の自立支
援事業・緊急通報システム
事業・ふれあいコール事業・
介護用品支給事業・家族介
護慰労事業 

129 

◎介護への男性参加の意識の啓発 
 介護や看護が女性だけではなく、男女がともに担えるよう
な条件整備と意識の啓発を図ります。 

平和交流・男女
参画課 
 
ちゃーがんじゅ
う課 

センター講座、情報提供 
 
 
介護予防事業、介護予防リー
ダー養成講座、認知症介護
家族向け教室の開催等 

130 
 
 

131 

◎多様な在宅サービスの充実を実現するための関係団体との
連携 
 市民がともに支えあう福祉のまちづくりを目指し、那覇市
社会福祉協議会、那覇市民生委員・児童委員連合会等関係団
体との支援・連携を図ります。 

福祉政策課 福祉団体への団体運営補助
金支給(那覇市社会福祉協議
会、那覇市民生委員・児童
委員連合会等)、地域福祉基
金助成事業 

132 

◎障がい福祉サービスの充実促進 
 障がい福祉サービスの利用促進を図ることにより、介護者
の負担を軽減し、日常生活・社会参加を支援するため、各種
サービスの内容・情報や申請方法等について、広く市民への
広報・周知に努め、必要な方には窓口等で利用を案内します。 

 また、さまざまな障がいに合った周知方法について、他自
治体の先進的な取組を参考に、導入について検討します。 

障がい福祉課 障害福祉サービス等給付事
業、情報提供、広報・周知、
広報・周知方法の検討 

133 

 
④環境整備の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎地域包括支援センターの機能拡充・利用促進 
 高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮ら
しを続けることができるよう、地域の包括的な支援やサービ
スの創設・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構
築を推進します。 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域包括支援センターの周
知啓発、地域包括ケアシス
テムの構築、広報・周知、
地域ケア会議事業、体制整
備事業等 

134 

◎地域密着型サービス事業の充実促進 
 高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自
宅または地域で生活を継続できるよう、地域密着型施設（地
域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、
看護小規模多機能型居宅介護等）の充実促進を図ります。 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域密着型サービス事業 135 

◎福祉施設等への措置 
 経済的理由及び環境的理由にて自宅での生活が困難な方の
ため、養護老人ホームへの措置入所を行います。 

ちゃーがんじゅ
う課 

老人福祉施設入所措置事業
(養護) 

136 
 

◎認可外保育施設の支援 
 認可外保育施設の実態を把握し、児童が安全に健やかに過
ごせるように保育内容に関する研修実施、助言を行うととも
に、給食費、保育材料費、健診料の補助事業など、支援策の
充実に努めます。 
 

こども教育保育
課 
 
こどもみらい課 

保育等支援事業 
 
 
新すこやか事業 

137 
 
 

138 
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【事業の方策】 
 
①出産・子育て支援の拡充 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎子育て支援のための教育相談等の充実 
 不登校や子どもの教育等に関し悩みを持つ児童生徒の保護
者への相談体制を整備し、教育相談の充実に努めます。 
 
 

教育相談課 相談室「はりゆん」 120 
 

◎子育て支援のための育児相談、保育相談等の充実 
 乳幼児育児相談（ことば、しつけ、情緒、健康等）、家庭教
育相談など、身近で相談や保育体験ができる体制を整備し、子
育て支援の充実に努めます。 

地域保健課 
 
 
 
 
子育て応援課 

乳幼児健診事業、のびのび
相談（発達相談）、親子教
室の実施、電話・来所・訪
問による相談 
 
育児支援家庭訪問事業、子
ども家庭総合拠点事業 
 

121 
 
 
 
 

122 

 
②保育支援等の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎保育事業等の充実 
 社会環境の変化の中で様々な保育要望に対応するため、待機
児童の解消をはじめ、延長、一時、病児・病後児、障がい児、
預かり保育、育児サポートなどの充実を図ります。 
 

こどもみらい課 
 
障がい福祉課 

地域子ども子育て支援事業 
 
日中一時支援事業 

123 
 

124 
 
 

◎放課後の児童の居場所の充実 
 全ての児童が放課後を安全・安心に過ごし、多様な体験・
活動を行うことができるよう、放課後児童クラブの拡充を図
ります。 

こども政策課 
 
 

放課後児童健全育成事業 
 
 

125 

◎障がいのある子どもへの支援 
 乳幼児から学齢期を通して、障がいや発達の遅れのある子
ども及びその保護者への支援体制の充実を図ります。 
 
 就学前の障がいや発達の遅れのある子ども及びその保護者
への支援体制の充実を図ります。 

地域保健課 
 
 
 
こども教育保育
課（こども発達
支援センター） 

小児慢性特定疾病児童等自
立支援事業 
 
 
相談・訓練事業、児童発達
支援、保育所等訪問支援、
発達支援保育事業、地域支
援事業 
 

126 
 
 
 

127 

 
③介護者支援の充実 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎介護保険事業の利用促進 
 介護保険利用者に、より質の高いサービスの提供が行われ
るよう、事業所連絡会の充実支援、福祉用具の適正な利用促
進、住宅改修への適切な対応等を図ります。 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

介護保険事業（福祉用具購
入、住宅改修等） 

128 

 

◎在宅高齢者の生活支援 
 高齢者が、可能な限り住み慣れた地域において、自立した
日常生活を営むことができるように、軽度生活援助事業等の
福祉サービスで支援します。 

ちゃーがんじゅ
う課 

軽度生活援助事業・外出支
援サービス事業・老人福祉
電話設置事業・食の自立支
援事業・緊急通報システム
事業・ふれあいコール事業・
介護用品支給事業・家族介
護慰労事業 

129 

◎介護への男性参加の意識の啓発 
 介護や看護が女性だけではなく、男女がともに担えるよう
な条件整備と意識の啓発を図ります。 

平和交流・男女
参画課 
 
ちゃーがんじゅ
う課 

センター講座、情報提供 
 
 
介護予防事業、介護予防リー
ダー養成講座、認知症介護
家族向け教室の開催等 

130 
 
 

131 

◎多様な在宅サービスの充実を実現するための関係団体との
連携 
 市民がともに支えあう福祉のまちづくりを目指し、那覇市
社会福祉協議会、那覇市民生委員・児童委員連合会等関係団
体との支援・連携を図ります。 

福祉政策課 福祉団体への団体運営補助
金支給(那覇市社会福祉協議
会、那覇市民生委員・児童
委員連合会等)、地域福祉基
金助成事業 

132 

◎障がい福祉サービスの充実促進 
 障がい福祉サービスの利用促進を図ることにより、介護者
の負担を軽減し、日常生活・社会参加を支援するため、各種
サービスの内容・情報や申請方法等について、広く市民への
広報・周知に努め、必要な方には窓口等で利用を案内します。 

 また、さまざまな障がいに合った周知方法について、他自
治体の先進的な取組を参考に、導入について検討します。 

障がい福祉課 障害福祉サービス等給付事
業、情報提供、広報・周知、
広報・周知方法の検討 

133 

 
④環境整備の推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎地域包括支援センターの機能拡充・利用促進 
 高齢者が、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮ら
しを続けることができるよう、地域の包括的な支援やサービ
スの創設・サービス提供体制（地域包括ケアシステム）の構
築を推進します。 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域包括支援センターの周
知啓発、地域包括ケアシス
テムの構築、広報・周知、
地域ケア会議事業、体制整
備事業等 

134 

◎地域密着型サービス事業の充実促進 
 高齢者が要介護状態となっても、可能な限り住み慣れた自
宅または地域で生活を継続できるよう、地域密着型施設（地
域密着型特別養護老人ホーム、認知症高齢者グループホーム、
看護小規模多機能型居宅介護等）の充実促進を図ります。 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域密着型サービス事業 135 

◎福祉施設等への措置 
 経済的理由及び環境的理由にて自宅での生活が困難な方の
ため、養護老人ホームへの措置入所を行います。 

ちゃーがんじゅ
う課 

老人福祉施設入所措置事業
(養護) 

136 
 

◎認可外保育施設の支援 
 認可外保育施設の実態を把握し、児童が安全に健やかに過
ごせるように保育内容に関する研修実施、助言を行うととも
に、給食費、保育材料費、健診料の補助事業など、支援策の
充実に努めます。 
 

こども教育保育
課 
 
こどもみらい課 

保育等支援事業 
 
 
新すこやか事業 

137 
 
 

138 
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基本課題（３）地域活動への参画の促進 
 
【現状と課題】 
 

2018（平成 30）年度第 23回「那覇市民意識調査報告書」によると、31.7％の市民が自治会や通り会
等へ「参加している」と回答していますが、経年的に減少傾向にあり、自治会加入者の高齢化も進んで
います。自治会等へ加入していない理由の中には、「地域コミュニティがない」、「（転入者等への）勧誘
が無い」といった地域事情もあるため、本市では、それらの解消に向け、小学校区まちづくり協議会の
設立を市内各小学校区へ拡大すべく、取組を進めています。 
地域の課題としては、「防犯に関する取組」、「一人暮らしのお年寄りへの支援」が多く、また、本庁

地区、小禄地区では「防犯に関する取組」、真和志地区、首里地区では「一人暮らしのお年寄りへの支
援」が最も高くなっており、各地域に応じた課題解決のための支援が必要です。 
 
【事業の方策の方向性】 

 
地域は、家庭とともに最も身近な生活の場であり、子育てや介護の他、昨今では、防災・防犯の面に

おいても、地域が重要な役割を担っています。 
性別や年齢、国籍等を問わず、地域のことは、地域住民が主体となって地域活動へ参画することが、

男女共同参画社会の実現にとっては不可欠です。我が国は少子高齢化社会に直面しており、地域の役
割はより一層重要性を増しています。 
そのため、地域活動への参画を推進するための支援やリーダーの人材育成等を推進します。 
また、様々な人が地域活動へ参加できるような働きかけも行います。 

 
【事業の方策】 
 
①性別・世代を超えた政策・方針等の策定 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎地域活動への参加促進 
 自治会や小学校区まちづくり協議会などの地域活動の場に、
性別・世代を問わず誰もが参加しやすい環境をつくり、地域課
題解決に向けた政策・方針等の策定に多くの市民が関われるよ
う、推進します。 

まちづくり協働
推進課 

なは市民協働大学・なは市
民協働大学院・那覇市連絡
事務委託及び受託自治会補
助事業・校区まちづくり協
議会支援事業等 

139 

 
②地域活動における性別役割分担意識の解消 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
【再掲】 
◎地域活動への参加促進  
 自治会や小学校区まちづくり協議会などの地域活動の場に、
性別・世代を問わず、誰もが参加しやすい環境をつくります。 

まちづくり協働
推進課 

なは市民協働大学・なは市
民協働大学院・那覇市連絡
事務委託及び受託自治会補
助事業・校区まちづくり協
議会支援事業等 

139 
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③地域活動におけるリーダー支援 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎地域活動を担うリーダーの養成 
 市民活動・生涯学習の場において、那覇市、関係団体、ＮＰ
Ｏなどが行う、地域活動を担うリーダーの育成事業を支援しま
す。 

まちづくり協働
推進課 
 
 
生涯学習課 
 
健康増進課 

なは市民活動支援センター
講座事業、なは市民協働大
学・なは市民協働大学院 
 
社会教育団体等への支援 
 
食生活改善推進員活動 

140 
 
 
 

141 
 

142 

◎女性の視点を取り入れた「まちづくり」の推進 
 性別を問わず、まちづくりに関する活動をしているＮＰＯや
市民団体で活躍する市民を人材リストに登録し、関連する審議
会や委員会等へ情報を提供していきます。 
 
 

まちづくり協働
推進課 

人材データバンク事業、関
係機関・団体との連携 

143 

 
 
 
 
■ 那覇市 自治会長における女性の割合 （2019年６月 17日時点） ■ 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
 
資料提供：那覇市 市民文化部 まちづくり協働推進課 

 
 

女性 15人 

男性 140人 

女性 9.7％

男性 90.3％
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基本課題（１）政策・方針決定の場への女性の参画推進 

 
【現状と課題】 
 
本市の男女共同参画計画の取組により、政策・方針決定の場における女性の登用状況は改善されつつあ

ります。 
2017（平成 29）年４月時点の各種審議会等における女性の登用状況は、本市は 35.3％と、県内市町村

の中では第４位と上位ですが、男女いずれか一方の委員の割合が 40％未満にならない委員会等の割合は、
2017（平成 29）年度の当初の目標であった 60％のところ、実績は 42.2％、女性ゼロの審議会等の解消に
ついては、2017（平成 29）年４月時点は８件となっており、引き続き、取組を進めていくことが必要で
す。 
 

図 沖縄県内市町村における審議会等の女性の登用状況 

 
出典：沖縄県「平成 29 年度市町村における男女共同参画の状況」 

 
 

基本目標４ あらゆる分野への女性の活躍推進 標 分野 女性 活躍
  （那覇市女性活躍推進計画） 
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図 沖縄県内市町村における市町村議会の女性議員の割合

出典：沖縄県「平成 29 年度市町村における男女共同参画の状況」

図 沖縄県内市町村における女性管理職在職状況の割合

出典：沖縄県「平成 29 年度市町村における男女共同参画の状況」
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図 沖縄県内市町村における市町村議会の女性議員の割合

出典：沖縄県「平成 29 年度市町村における男女共同参画の状況」

図 沖縄県内市町村における女性管理職在職状況の割合

出典：沖縄県「平成 29 年度市町村における男女共同参画の状況」
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【事業の方策の方向性】 
 
 女性の政策・方針決定の場への参画推進には、家庭における女性の家事・育児・介護等の負担軽減の
ための取組や体制整備の他、職場における長時間労働の解消などの男性中心型労働慣行等の課題解決
が重要です。特に、経営者等の働き方改革への理解の促進と、企業内での取組の推進を図ることが、企
業や社会における意識の改革につながり、性別を問わず、誰もが能力を十分に発揮し、活躍できる社会
が醸成されます。女性の活躍を推進するため、企業のみならず、政治やこれまで女性の少なかった分野
への審議会等への女性登用の促進等、女性の参画を促すための取組を進めます。 
 
【事業の方策】 
 
①審議会等への女性の参画推進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎那覇市審議会等委員への女性登用促進 
 男女いずれか一方の委員の割合が 40％未満にならないように
することを目標とし、女性委員ゼロの審議会等の解消に努めま
す。 

平和交流・男女
参画課 

那覇市審議会等委員への女
性登用促進要綱の推進 

144 
 

◎「那覇市環境基本条例」の理念に基づき、女性の視点を入れ
た「まちづくり」の計画や実施 
 環境問題全般への取組において、企画段階から女性の意見を
取り入れることができるよう、推進していきます。 

都市計画課 
 
 
 
環境政策課 

都市計画審議会、景観審議
会、都市デザイン・アドバ
イザーへの積極的登用 
 
環境基本条例第 21条により

設置された「那覇市環境審

議会」での女性委員の登用 

145 
 
 
 

146 

 
②本市における女性管理職の登用率向上への取組の促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性職員の政策決定過程への参画を促進する 
 本市の政策立案に大きく関わり、責任のある立場に立つ管理
職への積極的な女性登用及び女性登用率を高めるため、男女平
等の視点に立った意識啓発につながる情報提供や周知活動、人
材育成のための学習プログラムや研修などを実施します。 

平和交流・男女
参画課 
 
人事課 

職員研修、情報収集・提供 
 
 
職員研修、県外派遣研修、
主査・主幹級を含めた積極
的な登用 
 

147 
 
 

148 

 
③女性役員・役職等リーダーがいる企業・団体への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性の人材育成の推進 
 あらゆる分野における女性の政策決定過程への参画を促進
するため、人材育成のための適切な学習・訓練・研修機会を確
保します。また、国内外の女性の政治や社会への参画の実態や
女性活躍を推進する制度などの情報を収集し、提供します。 
 

平和交流・男女
参画課 

那覇市男女共同参画研修参
加費補助金、関連図書や資
料・情報の提供、広報・周
知 

149 
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◎女性管理職・リーダーの人材育成支援 
 あらゆる分野における女性の政策決定過程への参画を促進
するため、人材育成のための適切な学習・訓練・研修機会を確
保します。 
 

商工農水課 女性管理職・リーダーの人
材育成関連情報の提供 

150 

◎女性の政策方針決定過程への参画を推進するための情報の
収集と提供への協力 
 世界・国内の女性の政治や社会への参画の実態や女性活躍
を推進する制度などの情報(書籍、資料等)を収集し、市民の
利用に供します。 
 

図書館 関連図書や資料・情報の提
供 

151 

【再掲】 
◎意識・実態調査による実態把握・施策展開 
 男女共同参画に関する市民・事業所の意識・実態調査を定
期的に実施し、市民並びに事業所の実態把握とニーズに合っ
た施策展開を図ります。 
 

平和交流・男女
参画課 

男女共同参画に関する市民・
事業所の意識・実態調査 
（５年ごと） 

１ 

 
④女性の政治への参画促進 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性議員を増やすための環境づくり 
 女性議員の割合を高めるための意識啓発講座やシンポジウム
等の開催、女性の政治参画に関する国内外の情報を収集し、情
報提供や広報・周知活動を促進します。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座やシンポジウ
ム等の開催、情報提供、広
報・周知 

152 

◎政治分野における男女共同参画推進への取組の推進 
 2018（平成 30）年 5月に施行された「政治分野における男女
共同参画の推進に関する法律」に基づき、本市において必要な
施策の策定や実施について、庁内関係部署へ、クオータ制＊等
の情報の提供や実施に向けた取組への働きかけを行います。 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、広報・周知 153 

 
⑤男女共同参画に関する総合的な情報発信 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎男女共同参画関連施策等の総合的な情報発信 
なは女性センターのWebサイトやセンターだより等の情報
発信に関する広報等を強化・拡充します。 

 
 

平和交流・男女
参画課 
 
秘書広報課 

年に１回、市広報紙「なは
市民の友」に特集記事を掲
載 

154 
 
 

155 
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基本課題（２）男女均等な雇用機会と待遇の確保 

 
【現状と課題】 
 
性別で差別されることなく、働く女性が個人の能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは

きわめて重要です。男女雇用機会均等法では、募集・採用時、配置・昇進・教育訓練・福利厚生・定年・
退職・解雇などにおいて、性別を理由に差別的に取り扱うことを禁じていますが、女性には未だ多くの
課題が残されたままです。 
同法は、2017（平成 29）年に、事業主が職場における妊娠・出産等に関するハラスメント防止措置

を適切に講じなければならない旨改定されました。市内事業主へ関係法令等の遵守や、ＳＯＧＩハラ
スメントやパワハラも含めた、各種ハラスメントへの防止措置を適切に講ずるなど、男女均等な雇用
の確保のための職場環境整備に向けた意識啓発・周知徹底に努めていく必要があります。 
また、職場のハラスメント対策の強化を柱とした女性活躍・ハラスメント規制法は 2019（令和元）

年５月 29日の参院本会議で賛成多数により可決、成立しました。 
 

図 事業所において女性の労働環境として課題となっていること 

 
 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査結果」 

 
 
【事業の方策の方向性】 
 
男女雇用機会均等法により、性別による差別が禁止されていることや、事業主が講ずべき各種ハラ

スメント防止措置等、市内事業者への周知啓発を図ります。また、女性の能力を最大限に活かすために
は、制度上の男女均等が確保されるだけでなく、事実上生じている男女労働者間の格差を解消するた
めの企業のポジティブ・アクションが不可欠であることから、女性差別撤廃条約や女性活躍推進法の
周知・啓発とあわせて、企業への促進施策に積極的に取り組みます。 

女性に不向きな業務があり、男性に業務が偏ることがある

家事・育児・介護等での急な休みや残業ができないなどの制約が大きい

女性自身が、昇進・昇格を望まず、消極的な傾向がみられる

妊娠・出産を機に退職することが多いため、人材の育成が難しい

将来の管理職候補の女性はいるが、現在のところ在職年数などを満たしていない

仕事や家庭における男性の認識・理解が不十分である

女性管理職の前例が無く、管理職に女性を登用する機運がまだ低い

取引先や顧客が女性管理職に対して抵抗感がある

その他
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【事業の方策】 
 
①男女雇用機会均等法等の広報・啓発 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎事業主等に対する男女雇用機会均等法等の周知啓発 
 国・県、関係機関と連携して、就労上の女性差別見直しのた
め、市内事業所へ、男女雇用機会均等法や女性活躍推進法等の
関係法令やポジティブ・アクションの理解を深め、事業所内で
推進してもらうよう、働きかけます。 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座・研修・シン
ポジウム等、情報提供、広
報・周知 

156 

◎事業所における労働関係法令遵守の実態把握 
 市内事業所における労働関連法令の遵守の実態を把握する
とともに、関係法令の周知徹底を図り、制度導入について関係
機関と連携を図りながら啓発に努めます。 
 
 
 

平和交流・男女
参画課 

男女共同参画に関する市民・
事業所の意識・実態調査（5
年ごと）、情報提供、広報・
周知 

157 

 
②同一労働・同一賃金制度への意識啓発や体制整備への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎パートタイム労働者に対する、社会保障制度の周知や待遇改
善に向けた意識啓発・体制整備への支援 
 適切な労働条件の確保及び福利厚生の充実など、雇用管理の
改善を図るための必要な措置を講ずるよう、法の遵守及び啓発
に努めます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、 
広報・周知 

158 

 
③女性のライフステージにあったキャリアデザインの支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性の就業・起業への支援 
 女性が、出産や育児などで一時的に就労の場を離れていても、
再就職を望む場合に就労支援や技術習得のための講座の実施、
また、起業に際しての情報提供や講座等を実施します。 
 
 

商工農水課 なはし創業・就職サポート
センター運営事業 

159 

◎生徒・学生への生涯設計、男女共同参画の理念に基づく職業
意識の啓発 
 男女共同参画の視点に立って、生徒・学生一人ひとりの勤労
観や職業観を育て、自分自身の将来を展望できる力をつけるた
めのキャリア教育を推進します。 

商工農水課 なはし創業・就職サポート
センター運営事業、なは産
業支援センター育成支援事
業、那覇市ＩＴインキュベー
ト施設運営事業 

160 
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基本課題（３）多様で柔軟な働き方・就労の促進 

 
【現状と課題】 
 
 2017（平成 29）年度実施の「事業所意識調査」では、市内の１事業所あたりの女性の平均正社員数は
12.8人で、男性社員の 28.2人の半分にも満たない結果となっています。そのうち、管理職は男性 5.4人
に対して女性は 1.2人、役員では男性 2.6人に対し女性は 0.6人と、ともに大きく下回っています。 
一方、非正規社員は女性 8.3人で、男性の 6.6人を上回っています。女性が多様で柔軟な働き方を実現

するためにも、正社員、管理職、役員における女性登用率の向上が重要です。 
 
 

表 市内事業所における１社当たり平均人数 
単位：人 

出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査結果」 
 
 
【事業の方策の方向性】 
 
女性の正社員への登用や、育児や家事への男性の参加を促進するなど、女性が働きやすい環境の整備

や、出産・育児により休職後の職場復帰の支援やフォロー、キャリア教育の充実等につながる支援に取り
組みます。 
 
 
【事業の方策】 
 
①女性の就業・起業・再就職支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎女性の職業選択肢を広げるための幅広い情報提供の強化 
 女性があらゆる分野の職域に進出できるよう、国内外の取
組についての情報の収集・提供に努めます。 
 また、関係機関と連携しながら、広く市民・事業所への周
知啓発活動を実施します。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

情報収集・情報提供 161 

正社員 非正規社員 役員 合計
うち管理職

女性 12.8 1.2 8.3 0.6 21.6

男性 28.2 5.4 6.6 2.6 37.2

男女計 40.9 6.6 14.9 3.1 58.8
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【再掲】 
◎女性の就業・起業への支援 
 女性が、出産や育児などで一時的に就労の場を離れていても、
再就職を望む場合に就労支援や技術習得のための講座の実施、
また、起業に際しての情報提供や講座等を実施します。 
 

商工農水課 なはし創業・就職サポートセ
ンター運営事業 

159 

 
②高齢者への就業等支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎高齢者の社会参画の促進及び就業等自立の促進 
 高齢者が、積極的に社会参加して、生きがいを持って自立し
た生活を送ることができるよう、趣味・文化活動、生涯学習及
び発表の場・交流機会の充実などの活動を活かした就業等自立
促進を支援し、経済的安定が図れるようにします。 

商工農水課 
 
 
ちゃーがんじゅ
う課 

なはし創業・就職サポートセ
ンター運営事業 
 
老人福祉センター・老人憩の
家事業、福祉バス運行事業、
老人クラブ助成金、地域ふれ
あいデイサービス事業、ちゃー
がんじゅうポイント制度、生
活支援サポーター 

162 
 
 

163 

◎高齢者の雇用の促進 
 高齢者が協働、共助しあい、就業を通して生きがいづくりや 
社会参加を図る公益財団法人シルバー人材センターに対し、事
業補助や相談指導等を行います。 
 
 

ちゃーがんじゅ
う課 

シルバー人材センター運営補
助 

164 

◎若者と高齢者の世代間交流と協働の支援 
 高齢者を、常に支えられる立場として位置づけるのではなく、
他の世代とともに社会を支える重要な一員として考え、世代を
超えた交流・協働を図ります。保育園児やこども園児と高齢者
との交流を促進します。 

こども教育保育
課 
 
 
福祉政策課 
（総合福祉セン
ター） 

地域ふれあいデイサービスへ
の場提供・交流、お招き会等
の園行事交流 
 
那覇市社会福祉協議会運営の
金城老人憩の家、金城児童館、

ボランティアセンター等におけ
る高齢者や児童・生徒等の交
流事業 
 

165 
 
 
 

166 

 
③障がい者への就業等支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎障がい者の社会参画の促進及び就業等自立の促進 
 障害者自立支援法の施行により、福祉サービスの提供主体が
市町村に一元化され、あわせて、一般就労への移行推進につい
ても市町村事業となったため、障がいのある方が積極的に社会
参加して、生きがいを持って自立した生活を送ることができる
よう、関係機関と連携し、就労機会の拡大や福祉サービスの充
実と利用促進を図り、社会的環境整備に努めます。 
 

障がい福祉課 那覇市障がい者就労支援セ
ンター事業、障害福祉サービ
ス等給付事業、移動支援事業 

167 
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【再掲】 
◎障がい福祉サービスの充実促進 
 障がい福祉サービスの利用促進を図ることにより、介護者の
負担を軽減し、日常生活・社会参加を支援するため、各種サー
ビスの内容・情報や申請方法等について、広く市民への広報・
周知に努め、必要な方には窓口等で利用を案内します。 
 また、さまざまな障がいに合った周知方法について、他自治
体の取組を参考に、導入について検討します。 
 
 

障がい福祉課 障害福祉サービス等給付事
業、情報提供、広報・周知、
広報・周知方法の検討 

133 

【再掲】 
◎障害者差別解消法の広報・周知と取組の推進 
 2016（平成 28）年４月施行の「障害者差別解消法」の市民・
事業者・市職員への周知を徹底し、障害を理由とする差別をな
くし、合理的配慮の提供を推進していきます。 
 また、本市では、障がいのある方に配慮した窓口対応、通知
や書類・広報、庁舎内の環境整備と、市職員の合理的配慮につ
いての意識啓発を推進していきます。 
 
 

障がい福祉課 広報・周知、情報提供、庁
内における「合理的配慮」
に関する取組の推進 

61 

 
④優良企業への支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
【再掲】 
◎優良企業の支援制度の検討  
 先進的な取組を行っている企業の支援につながる施策や評価
制度等の導入を検討します。 
 

平和交流・男女
参画課 
 
 
法制契約課 
 
 

支援策や評価制度の導入に
向けた調査・検討、情報収集 
 
 
総合評価落札方式等企業の
技術力を評価する入札制度
において、女性技術者の雇用
を実施している企業への加
点の検討等 
 

104 
 
 

 
168 

 
 
  

- 72 -



 

 

基本課題（１）あらゆる暴力の根絶 

 
【現状と課題】 
 

2001（平成 13）年に制定された「ＤＶ防止法」が 2007（平成 19）年に改正されたことにより、市町
村は基本計画の策定に努めなければならないとされたことを受け、2013（平成 25）年度に県内初となる
「那覇市ＤＶ防止計画」を策定しました。 
「那覇市ＤＶ防止計画」は、ＤＶ防止法第２条の３第３項に基づく「市町村における基本計画」であり、

ＤＶ被害者の安全と安心に配慮し、「加害者にも、被害者にも、傍観者にもならない」ための総合的な
ＤＶ対策をとりまとめた計画で、本市の男女共同参画計画と連動し、これまでもＤＶ防止施策に取り組
んできましたが、状況はあまり変わっていません。 
本計画においては、本市の「第２次ＤＶ防止計画」も包含し、「暴力はいかなる場合でも許されない重

大な人権侵害である」という観点から、ＤＶをはじめとするあらゆる暴力の根絶を目指すものとします。 
 
 

図 （性別・年代別）何らかのＤＶを受けた経験がある人の割合 

 
 
出典：那覇市「平成 29年度那覇市男女共同参画に関する市民意識調査結果」 
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【事業の方策の方向性】 
 
 ＤＶや性暴力、ハラスメント等のあらゆる暴力が人権侵害であることについて、市民の理解を深め、意
識を高めるため、市民・事業者の意識醸成につながる取組を推進します。また、被害者へは各関係機関・
部署と迅速に連携・連動した被害者支援の体制構築を進めます。あわせて、各相談窓口や施設、支援制度
等について、市民・事業者への情報提供や広報周知、職場内のあらゆる差別・ハラスメント等の防止につ
ながる情報の提供や取組を促進します。 
 
【事業の方策】 
 
①女性に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎｢ＤＶ防止法｣の周知徹底・意識啓発 
 なは女性センターでは、ＤＶなどのあらゆる暴力の根絶のた
め、市民へ意識啓発を図るための情報提供・講座等（加害者に
も被害者にも、傍観者にもならないための予防のプログラムな
ど）を充実させます。 

平和交流・男女
参画課 

情報提供・広報・周知、セ
ンター講座 

169 

◎ＤＶ加害者への再発防止に向けた取組 
 ＤＶ加害者への再発防止に向けた情報の収集・提供に努めま
す。 

平和交流・男女
参画課 

情報提供 170 

◎ＤＶ被害者への支援強化 
 ＤＶなどあらゆる暴力で悩んでいる女性を支援するため、女
性相談所や警察、民間のシェルターなどの関係機関等とのネッ
トワークづくりの促進に努めます。 

平和交流・男女
参画課 

相談室（ダイヤルうない）、
センター講座、ＤＶ被害者支
援のための庁内ネットワー
ク会議、ストップ・ＤＶ情報
提供、各関係機関との連携 

171 

◎ストーカー行為等への対策の推進 
 ストーカー行為は、それ自体、被害者の生活の平穏を害する
行為であるため、被害者が早期に相談できるよう必要な措置を
講じ、警察等関係機関と連携して迅速な対応・支援に努めます。 

平和交流・男女
参画課 
 
ハイサイ市民課 
 
 
市民生活安全課 

相談室（ダイヤルうない）、
法律相談 
 
住民基本台帳事務における
支援措置 
 
市民相談、法律相談 

172 
 
 

173 
 
 

174 

◎外国人の人権侵害につながる問題への取組、相談窓口の設置 
 外国人を含めた市民の相談窓口にて、必要な関係機関へつな
ぎ、関連情報の提供を行います。 
 

市民生活安全課 市民相談、人権相談、法律
相談 

175 

◎外国人の人権侵害につながる問題への取組、相談窓口の設置 
 外国人向けの相談窓口について、調査・研究し、設置の可否
を検討します。あわせて、関連情報の収集・提供を行います。 
 

平和交流・男女
参画課 

相談窓口の設置検討・情報
提供 

176 

◎被害者への支援強化 
 ＤＶ・ストーカーなど、あらゆる暴力で悩んでいる配偶者等
(外国人含む)の相談を受け、情報提供を行い、民間のシェルター
や女性相談所、警察などの関係機関等と連携して支援を行いま
す。 
 

保護管理課 女性相談所、各関係機関と
の連携、ＤＶ被害者支援の
ための庁内ネットワーク会
議 

177 
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◎若年被害者に対する支援 
公的機関・施設や民間支援団体と連携し、アウトリーチから

居場所の確保、公的機関や施設へアプローチを行う仕組みを検
討します。 

平和交流・男女
参画課 

相談室（ダイヤルうない）、
センター講座、ＤＶ被害者支
援のための庁内ネットワー
ク会議、ストップ・ＤＶ情報
提供、各関係機関との連携 
 

178 

 
②子どもに対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎専門的・総合的な相談支援機能の充実 
職員の資質向上のため内外の研修機会を活用するとともに、

関係機関との連携を進め、子育て家庭に対する専門的・総合的
な相談支援機能の充実を図ります。 

 

子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事
業、那覇市要保護児童対策
地域協議会、関係機関との
連携強化 

179 

◎児童虐待の早期発見、適切な支援体制の確立 
 意識啓発等、児童虐待防止のための取組を推進するとともに、
市民等から情報提供を受け、支援の必要な子どもや家庭を早期
に発見して適切な支援が迅速に行われるよう、関係機関との連
携体制の充実を図ります。 
 

子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事
業、那覇市要保護児童対策
地域協議会、関係機関との
連携強化 

180 

 
③高齢者に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎高齢者への虐待についての情報提供・相談体制の充実 
 高齢者虐待の疑いがある場合は、必要に応じ、高齢者保護の
ための適切な措置を講じます。また、養護者（現に高齢者を擁
護している者）に対する支援も行います。 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域包括支援センターや
ちゃーがんじゅう課での総
合相談支援、高齢者虐待・
予防の周知・啓発、関係機
関との連携等 

181 

 
④障がい者に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎障がい者への虐待の防止 
 障がいのある人への虐待防止のため、関係機関の連携体制を
構築するとともに、虐待対応の窓口となる、那覇市障がい者虐
待防止センターを中心に、円滑な支援を行います。 
 

障がい福祉課 権利擁護推進事業、障がい
者への暴力予防の周知啓発、
関係機関との連携 

182 

 
⑤多様な性を生きる人に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎多様な性を生きる人のための人権侵害への相談窓口の設置、
意識啓発活動 
 性的マイノリティを含め、さまざまなケースを認識し、その
対応について取り組みます。 
また、多様な性を生きる人の人権尊重についての意識啓発に

努めます。 
 

平和交流・男女
参画課 

相談室「ダイヤルうない」、
センター講座、情報提供、広
報・周知、性の多様性を理解
するための図書の収集・提供 

183 
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◎若年被害者に対する支援 
公的機関・施設や民間支援団体と連携し、アウトリーチから

居場所の確保、公的機関や施設へアプローチを行う仕組みを検
討します。 

平和交流・男女
参画課 

相談室（ダイヤルうない）、
センター講座、ＤＶ被害者支
援のための庁内ネットワー
ク会議、ストップ・ＤＶ情報
提供、各関係機関との連携 
 

178 

 
②子どもに対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎専門的・総合的な相談支援機能の充実 
職員の資質向上のため内外の研修機会を活用するとともに、

関係機関との連携を進め、子育て家庭に対する専門的・総合的
な相談支援機能の充実を図ります。 

 

子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事
業、那覇市要保護児童対策
地域協議会、関係機関との
連携強化 

179 

◎児童虐待の早期発見、適切な支援体制の確立 
 意識啓発等、児童虐待防止のための取組を推進するとともに、
市民等から情報提供を受け、支援の必要な子どもや家庭を早期
に発見して適切な支援が迅速に行われるよう、関係機関との連
携体制の充実を図ります。 
 

子育て応援課 子ども家庭総合支援拠点事
業、那覇市要保護児童対策
地域協議会、関係機関との
連携強化 

180 

 
③高齢者に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎高齢者への虐待についての情報提供・相談体制の充実 
 高齢者虐待の疑いがある場合は、必要に応じ、高齢者保護の
ための適切な措置を講じます。また、養護者（現に高齢者を擁
護している者）に対する支援も行います。 

ちゃーがんじゅ
う課 

地域包括支援センターや
ちゃーがんじゅう課での総
合相談支援、高齢者虐待・
予防の周知・啓発、関係機
関との連携等 

181 

 
④障がい者に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎障がい者への虐待の防止 
 障がいのある人への虐待防止のため、関係機関の連携体制を
構築するとともに、虐待対応の窓口となる、那覇市障がい者虐
待防止センターを中心に、円滑な支援を行います。 
 

障がい福祉課 権利擁護推進事業、障がい
者への暴力予防の周知啓発、
関係機関との連携 

182 

 
⑤多様な性を生きる人に対するあらゆる暴力の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎多様な性を生きる人のための人権侵害への相談窓口の設置、
意識啓発活動 
 性的マイノリティを含め、さまざまなケースを認識し、その
対応について取り組みます。 
また、多様な性を生きる人の人権尊重についての意識啓発に

努めます。 
 

平和交流・男女
参画課 

相談室「ダイヤルうない」、
センター講座、情報提供、広
報・周知、性の多様性を理解
するための図書の収集・提供 

183 
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◎多様な性を生きる人のための人権侵害への相談窓口の設置、
意識啓発活動 
 小・中学校における、多様な性を生きる人の人権尊重につい
ての教育や意識啓発活動を実施します。 
 また、学校内で相談できるような体制づくりを推進します。 
 
 

学校教育課 性の多様性を含めた人権教
育、教職員研修、関連図書の
情報収集・提供、相談体制づ
くりの推進 

184 

 
⑥ジェンダーに基づく、各種メディアにおけるあらゆる人権侵害の根絶 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎インターネットやＳＮＳ等における人権侵害根絶への取組 
 インターネットやＳＮＳ等における人権侵害の被害防止や啓
発活動、学習機会や情報の提供及び相談対応等の支援、関係機
関との連携に努めます。 

平和交流・男女
参画課 
 
学校教育課 

センター講座、情報提供、
相談対応 
 
校長連絡協議会・教頭連絡
会・生徒指導主事連絡協議
会での情報提供 
 

185 
 

 
186 

 
⑦性暴力・ＤＶ・ストーカー行為等防止の意識づくり 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎あらゆる暴力の根絶を図るための意識啓発の充実 
 性暴力やＤＶ、ストーカー行為などの根絶のため、市民へ意
識啓発を図り、より理解を深めてもらうための講座の実施、情
報提供、広報周知、図書の提供等に努めます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、
広報・周知、図書の提供、
思春期プログラムの提供 

187 

 
⑧セクシュアル・ハラスメントや他のあらゆるハラスメント防止への意識づくり 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎あらゆるハラスメント防止のための意識啓発の充実 
 セクハラやマタハラ、パワハラ、ＳＯＧＩハラスメント等、
あらゆるハラスメントの根絶に向け、市民・事業所への意識啓
発を図り、より理解を深めてもらうための講座の実施、情報提
供、広報周知、図書の提供等に努めます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、
広報・周知、図書の提供、
思春期プログラムの提供 

188 

◎セクハラを含め、あらゆるハラスメントのない自由な職場環
境づくりの推進 
 関係機関や他自治体等で参考となる研修プログラム等を参考
に、一般職員・管理職等に対する実態に即した効果的な研修実
施を図ります。  
 また、セクハラ等相談窓口の充実や相談員の資質向上に努め
ます。 
 

人事課 職員及びセクハラ相談員研
修、広報・周知 

189 
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基本課題（２）ＤＶ等防止のための意識啓発と教育の充実 

 
【現状と課題】 
 
ＤＶを含むあらゆる暴力は誰にでも起きうる人権侵害であり、市民一人ひとりが「ＤＶは人権侵害

である」との認識をもち、加害者にも被害者にも傍観者にもならないよう、日頃から意識して行動する
ことが大切です。 
なは女性センター相談室「ダイヤルうない」における 2017（平成 29）年度の相談件数 1,972件のう

ち、ＤＶ相談は 195件で、全体の約 9.9％を占めており、ＤＶ等の暴力防止のための意識の醸成に向け
たさらなる取組が必要です。 

 
 

図 なは女性センターでのＤＶ等に関する相談件数 
 

 
 
 
【事業の方策の方向性】 
 
あらゆる暴力の被害にあわない、加害者とならない、傍観者にならないためにどう対応すべきなの

か、広く市民が正しい知識の理解と意識の醸成につながる取組を推進します。 
また、教育現場においても、児童・生徒へ面前ＤＶ、デートＤＶを含めたＤＶ等の暴力被害を予防す

るための正しい知識や情報の普及、理解促進を進めるための取組に努めます。 
あわせて、被害にあった場合の相談機関・支援窓口の情報を広く市民に提供します。 
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【事業の方策】 
 
①市民への正しい理解の普及 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＤＶ防止のための正しい知識・理解を深めるための施策の充
実 
 センター講座や市ホームページや広報紙、ＳＮＳ等を活用し
た情報提供、相談窓口周知のためのＤＶ相談カードや啓発用
リーフレットの配布等を行います。 
 また、「女性に対する暴力をなくす運動」等の男女共同参画
に関連する取組週間・月間の期間中は、市民向けにパネル展や
リーフレット等を活用した意識啓発に努めます。 

 

平和交流・男女
参画課 

センター講座、情報提供、 
パネル展、ＤＶ相談カード
や啓発用リーフレットの作
成、広報・周知 

190 
 

◎ＤＶ防止のための正しい知識・理解を深めるための施策の充
実 
「児童虐待防止月間」等において、人権尊重のための意識啓発
のため、パネル展等で広く広報・周知に積極的に取り組みま
す。 
また、加害者に対する意識啓発についても検討します。 
 

子育て応援課 パネル展等、ＤＶに関する
リーフレット等配布、広報・

周知 

191 

 
②若年層等への意識啓発・自尊心・自己肯定感を高める教育 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎若年層等へのあらゆる暴力の根絶を図るための意識啓発や自 
尊心・自己肯定感を高める取組の充実 
 性暴力やデートＤＶ、ＳＮＳ等による人権侵害などについて、
若年層へ正しい知識の理解を深め、人権尊重意識の醸成を図る 
ための講座や情報提供、広報・周知、図書の提供等に努めます。 
 

平和交流・男女
参画課 

情報提供、広報・周知、図
書の提供、意識啓発用リー
フレット作成、思春期プロ
グラムの実施  

192 

◎若年層等へのあらゆる暴力の根絶を図るための意識啓発や自 
尊心・自己肯定感を高める取組の充実 
 性暴力やデートＤＶ、ＳＮＳ等による人権侵害などについて、
若年層へ正しい知識の理解を深め、人権尊重意識の醸成を図る 
ための教育や、自尊心・自己肯定感を高める取組に努めます。 
 

学校教育課 人権教育、教職員研修、関
連図書の情報収集・提供、
思春期プログラム実施への
協力 

193 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   女性に対する暴力根絶の 

ためのシンボルマーク   
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基本課題（３）相談体制及び被害者支援体制の充実 

 
【現状と課題】 
 
沖縄県内においては、沖縄県女性相談所（沖縄県配偶者暴力相談支援センター）、本市においては、

なは女性センター相談室「ダイヤルうない」、保護管理課、子育て応援課等でＤＶ等の相談に対応して
います。 
なは女性センター相談室「ダイヤルうない」における暴力に関する相談件数は、2016（平成 28）年

度 303件（うち、ＤＶ相談は 219件）、2017（平成 29）年度は 297件（うち、ＤＶ相談は 195件）と
同程度で推移しています。 
相談者が重大な被害に巻き込まれないようにするために、相談支援窓口について広く市民に周知し、

公的支援の活用や早期介入等の対策に取り組む必要があります。 
     

図 なは女性センター相談室「ダイヤルうない」での暴力に関する相談件数 
        （       ＤＶ相談件数）              （単位：件数） 

 
図 沖縄県女性相談所における相談件数 

 
出典：沖縄県女性相談所「平成 28年度女性保護事業のあらまし」 
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【事業の方策の方向性】 
 
本市の各相談窓口において、電話や面接による相談対応や弁護士による法律相談、必要に応じて外

部機関との連携や同行支援など、相談者の状況に応じて、被害者の安全確保のための措置など、実態に
即した取組を進めていくと同時に、普段より関係機関との連携体制の構築に努めます。 
 
【事業の方策】 
 
①相談者からの多様なニーズへの対応 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎相談体制の環境整備・支援体制の拡充に向けた取組 
  被害者が速やかに安心して支援が受けられるよう、相談窓口
は関係課との連携を図り、二次被害を防ぎ、相談しやすい環境
整備及び支援体制の拡充に努めます。 
 また、女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、男性、多
様な性を生きる人についての相談・支援について、関係機関と
の連携を図り、支援体制の検討に努めます。 
 
 

平和交流・男女
参画課 
 
 
 
 
保護管理課 
 
 
 
子育て応援課 
 
 
 
こどもみらい課 

相談室「ダイヤルうない」、
法律相談、ＤＶ被害者支援
のための庁内ネットワーク
会議、情報提供、広報・周
知、関係機関との連携 

 
女性相談、ＤＶ被害者支援
のための庁内ネットワーク
会議、関係機関との連携 
 
子ども家庭総合支援拠点事
業、要保護児童対策地域協
議会、関係機関との連携 
 
子育て世代包括支援センター
事業の実施、保健所との連
携 

194 
 
 
 
 
 

195 
 
 
 

196 
 
 
 

197 
 

◎ＤＶ加害者更生等への対応 
 ＤＶ加害更生に関する情報の収集・提供や相談窓口の案内等
に努めます。 

平和交流・男女
参画課 

情報提供 198 

 
②相談員の各種研修への参加 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎相談体制の充実 
 女性、子ども、高齢者、障がい者、外国人、男性、多様な性
を生きる人などの被害者への正しい理解と適切な助言を行うた
め、相談員研修の実施及び外部専門研修への受講を促し、相談
員等の資質の向上と、メンタルヘルスケアに努めます。 

平和交流・男女
参画課 
 
 
保護管理課 
 
 
 
子育て応援課 

職員・相談員研修、メンタル
ヘルスケア（研修受講、相
談窓口の利用等） 
 
職員・相談員研修、メンタル
ヘルスケア（研修受講、相
談窓口の利用等） 
 
職員・相談員研修、メンタル
ヘルスケア（研修受講、相
談窓口の利用等） 
 

199 
 
 
 

200 
 
 
 

201 
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③相談対応の充実 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎窓口等相談対応の充実 
 二次被害を起こさないための対応マニュアルの作成や庁内
関係機関への情報提供・広報・周知に努めます。 
 また、庁内関係各課共通の相談シート（ワンストップシー
ト）の導入、ワンストップ窓口等、他自治体での取組や実施
状況を調査・研究し、ワンストップ窓口設置の検討を進めま
す。 
 

平和交流・男女
参画課 

二次被害防止マニュアル作
成、相談シート・相談体制
の調査・研究、情報提供・
広報・周知 

202 

◎窓口等相談対応の充実 
 市職員（非常勤・臨時含む）のためのメンタルヘルスケア
の意識啓発や支援に努めます。 
 

人事課 職員・相談員研修、メンタル
ヘルス相談窓口 

203 

 
④被害者の安全確保の徹底 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎関係機関との連携強化・各種制度の周知 
 ＤＶ被害者の一時保護施設入所までの安全確保を庁内外の
関係機関、警察等と連携して支援します。また、ＤＶ被害者
へ「保護命令」や「住民基本台帳事務における支援措置」等
の制度について周知します。 

平和交流・男女
参画課 
 
 
子育て応援課 
 
 
 
保護管理課 
 
 
ちゃーがんじゅ
う課 
 
 
障がい福祉課 
 

各種ネットワーク会議等で
の関係機関との情報交換・
連携強化、相談員研修 
 
各種ネットワーク会議等で
の関係機関との情報交換・
連携強化、相談員研修 
 
女性相談、各関係機関との
連携 
 
各種ネットワーク会議等で
の関係機関との情報交換・
連携強化、相談員研修 
 
各種ネットワーク会議等で
の関係機関との情報交換・
連携強化、相談員研修 
 

204 
 
 
 

205 
 
 
 

206 
 
 

207 
 
 
 

208 

 
⑤ＤＶ被害者等の情報保護 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＤＶ被害者等の個人情報保護の徹底 
 住民基本台帳事務における支援措置対象者の住民票等の閲
覧申出及び請求等に対する制限を徹底し、支援措置者の転出
入時には各自治体とスムーズに情報提供・共有ができるよう、
課内で職員研修を実施し周知徹底を図ります。閲覧制限の更
新方法が被害者への負担とならないような方法について検討
します。 
また、窓口・電話等対応時における本人確認を徹底し、支
援措置者の情報保護に努め、対応時には二次被害を与えない
よう配慮することを周知徹底します。 

 

ハイサイ市民課 情報共有、窓口対応職員へ
の周知徹底 

209 
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⑥自立に向けた支援 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎ＤＶ被害者等への支援の実施 
 市営住宅への新規入居申し込み時において、ＤＶ被害者等の
世帯への優先的な取り扱いを実施します。 

市営住宅課 一般申込者よりも入居確率
が高い優遇措置の実施 

210 

◎各種支援策の実施・利用促進 
 相談者の状況に応じ、母子生活支援施設入所を実施します。 
また、保護命令等が出ている世帯への児童扶養手当の申請手

続きを実施します。 
 
 各種制度・サービスについての情報提供や、相談者の状況に
応じ、那覇市パーソナルサポートセンターや生活保護の活用
等、利用できる社会資源の情報提供に努めます。 
 
 相談者の状況に応じ、必要な場合は、住民基本台帳事務にお
ける支援措置制度の紹介や利用を勧めます。 
 
 
保護命令等が出ている世帯の国民健康保険の加入について支

援します。 
 

子育て応援課 
 
 
 
 
保護管理課 
 
 
 
ハイサイ市民課 
 
 
 
国民健康保険課 

施設入所案内、各種支援策
の情報提供・利用案内 
 
 
 
福祉相談、女性相談、各種
支援策等の社会資源の情報
提供・利用案内 
 
支援措置制度の情報提供、
申し出者の状況に応じた関
係機関への連携 
 
各種支援策等の情報提供、
利用案内 

211 
 
 
 
 

212 
 
 
 

213 
 
 
 

214 

◎就職・再就職・起業等の就労支援 
 相談者の状況に応じ、必要な場合は、就労に向けた情報提供
や就職活動までの支援を実施します。 

商工農水課 なはし創業・就職サポート
センター講座・セミナー、
相談窓口の活用 
 

215 

 
⑦子どもの保護・支援 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＤＶ被害者保護に係る子どもの安全確保・支援の実施 
 保育所への入所要件を緩和します。 
 また、市立小学校に併設する認定こども園の転園の手続きや
就学援助など適切な対応を行います。 
 
 ＤＶ避難に伴う転出入取り扱いマニュアルを活用し、市立小・
中学校の転校手続きや就学援助など、対象者に寄り添って対応
します。 
 
 
 子どもの学校内での安全確保のために、転校前・転校後の学
校間の連携を図ります。 
 また、「ＤＶ避難にともなう転出入対応マニュアル(学校用）」
を全職員間で共有し、特に学校の管理下にある間の子どもの安
全確保・支援を実施します。 
 
 公認心理師・臨床心理士等によるカウンセリングの充実と子
どもの心理的安定を図ります。 

こどもみらい課 
 
 
 
 
学務課 
 
 
 
 
学校教育課 
 
 
 
 
 
教育相談課 

所定機関の入所要請あれば、

最優先での入所措置を実施 
関連部署と連携した手続き
対応 
 
ＤＶ避難に伴う転出入取り
扱いマニュアルの周知、マ
ニュアルに準じた対応の実
施 
 
庁内外の関係機関と連携し
た対応・支援の実施 
 
 
 
 
公認心理師・臨床心理士等
やスクールカウンセラー等
による相談やカウンセリン
グ等による各種支援策・メ
ンタルヘルス関連事業の実
施 
 

216 
 
 
 
 

217 
 
 
 
 

218 
 
 
 
 
 

219 
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基本課題（４）関係機関との切れ目ない支援のための連携・協力 

 
 
【現状と課題】 
 
 女性や多様な性を生きる人の当事者が、暴力や犯罪等の被害にあうリスクは、男性に比べて高い傾
向にあります。沖縄県警察は、2014（平成 26）年にＤＶ・ストーカー事案に特化した「子供・女性安
全対策課」を新設し、被害相談を集約し、迅速かつ適切な対応に取り組んでいます。 
本市においても、庁内の各相談支援窓口にて対応し、必要があれば、警察、または沖縄県女性相談所

（沖縄県配偶者暴力相談支援センター）等の各支援機関へ繋げるなど、関係機関との横断的な連携強
化に努めています。 
 
【事業の方策の方向性】 
 
ＤＶ等の被害にあった場合の各相談支援窓口や支援機関、被害者支援制度等について、広く市民に

周知し、必要に応じて被害者の保護につなげ、司法的な手続きや自立のための様々な支援を実施しま
す。また、地域の各教育機関や医療関係者、民生委員などとのネットワークの一層の強化に努め、被害
者支援を適切かつ迅速に行えるよう全庁的に取り組みます。 
 
【事業の方策】 
 
①医療関係者との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎医療機関等との連携協力 
 必要時に、本市のＤＶ等防止のための庁内関係機関や関連
施策、関連業務、主催講座や講演会・研修等の情報提供や、
国や関係機関からの通知や案内等の周知を図ります。 
 
 

平和交流・男女
参画課 

必要時に市立病院や那覇市
医師会、各関係機関等との
相互の情報提供・連携協力 

220 

 
②地域の支援者との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎地域の支援者、支援機関との連携強化 
 民生委員・児童委員等の福祉関係者や、その他関係機関と
の連携を図ります。 
 
 
 自治会や小学校区まちづくり協議会などの地域活動の場に
おいて、関係機関との連携を図り、情報共有の場を提供しま
す。 

福祉政策課 
 
 
 
 
まちづくり協働
推進課 
 

民生委員・児童委員等の福
祉関係者への情報提供・連
携協力 
 
 
自治会長会定例会、小学校
区まちづくり協議会等での
情報共有 

221 
 
 
 
 

222 
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③学校教育施設・児童福祉施設等との連携 
具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎被害者と子どもの安全に配慮した対応促進・連携強化 
 要保護児童対策地域協議会の代表者会議及び実務者会議、
個別支援会議等により、関係機関との連携を図ります。 
 
生徒指導主事連絡協議会で中央児童相談所、子育て支援室

と連携して研修を行います。 

子育て応援課 
 
 
 
学校教育課 

要保護児童対策地域協議会
等の開催による各関係機関
等との情報共有、連携強化 
 
生徒指導主事連絡協議会で
の研修実施、各学校への広
報周知 
 

223 
 
 
 

224 

◎子どもへの虐待を早期発見できるよう学校等での支援体制
の構築・連携強化 
 各学校の教職員をはじめ、生徒サポーターや教育相談支援
員、子ども寄添い支援員等を活用し、日々の観察を行い、必要
に応じて個別支援会議を開催します。 

学校教育課 
 
 
子育て応援課 

各学校の教職員、サポーター

等を活用した観察の実施 

 
学校や保育園等関係機関と
調整し個別支援会議を開催 

225 
 
 

226 

 
④関係機関・団体等との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎庁外関係機関との連携・協力体制の強化 
 沖縄県女性相談所、沖縄県配偶者暴力相談支援センター、
沖縄県児童相談所、那覇警察署、豊見城警察署、地域包括支
援センター、民間支援団体等、関係機関との連携・協力体制
を強化し、迅速に対応できるよう努めます。 

平和交流・男女
参画課 
 
保護管理課 
 
 
子育て応援課 
 
 
 
障がい福祉課 
 
 
ちゃーがんじゅ
う課 
 
市民生活安全課 

各団体等とのネットワーク
会議等への参加 
 
各団体等とのネットワーク
会議等への参加 
 
要保護児童対策地域協議
会、各団体とのネットワー
ク会議等への参加 
 
各団体等とのネットワーク
会議等への参加 
 
各団体等とのネットワーク
会議等への参加 
 
人権擁護ネットワーク会議
への参加 

227 
 
 

228 
 
 

229 
 
 
 

230 
 
 

231 
 
 

232 

 
⑤庁内機関との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 
◎ＤＶ被害者支援のための庁内ネットワーク会議等の活用 
 庁内関係課で、ＤＶ被害者支援（女性、子ども、高齢者、
障がい者、外国人、男性、多様な性を生きる人）について、
情報交換・事例検討・調査研究等を行い、庁内の支援体制の
連携強化につなげます。 

平和交流・男女
参画課 

庁内ネットワーク会議の開
催 

233 
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第４章 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

第４章  推進体制 

 

基本課題（１）ダイバーシティを推進する活動拠点施設の機能の拡充 
 

 

【現状と課題】 

 

我が国は、今後ますます少子高齢化・人口減少社会へと変化し、これまでの社会構造や体制では、

男女共同参画社会の実現は困難な状況です。これからの高齢化・人口減少に対処するには、市民一人

ひとりが個人や個性を尊重し、多様な生き方を積極的に受容する（＝ダイバーシティ）姿勢が不可欠

です。性別、年齢、人種、国籍、障害の有無、学歴、価値観、社会的な属性など、一人ひとりが持つ

様々な違いを、積極的に受け入れ、相互に認め、尊重し、それぞれの能力を発揮して活躍することが

必要です。 

その観点からも、今後の施設の役割や機能を見直し、時代にあった施設の役割や機能拡充を図るこ

とが重要です。 

 

 

表 平成 29年度 なは女性センター利用状況 

         単位：日、人、件（※ただし相談室は件数を人数として合計に含めた） 

 

開
館
日
数
（
日
） 

第
一
学
習
室 

第
二
学
習
室 

和
室 

（
子
ど
も
室
） 

交
流
室
・
資
料
室 

の
利
用
者
数 

来
室
者 

相談室(件数） 

合
計
人
数 

電
話 

面
接 

法
律
相
談 

（
弁
護
士
） 

利用者数 291 2,697 5,475 37 709 370 1,843 129 26 11,286 

 

 

 

 

【事業の方策の方向性】 

 

現行のなは女性センターの役割・施設機能に、ダイバーシティ（多様性の受容）の推進のために

必要な施設役割や機能を拡充し、これまでの取組に加え、誰もが尊重され、認められ、十分に能力

を発揮できる社会の実現に向けた新たな取組や支援策を展開・推進します。 

 

 

推進体制 
 

個人や個性を尊重し、多様な生き方が 個
認められる社会の実現に向けた体制づくり 
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H18 H20 H22 H24 H26 H28 H30
全体 16.5 17.8 18.4 18.9 15.7 15.2 12.9
女性 12.2 12.5 16.5 18.1 16.1 13.4 8.6
男性 23 25 29 28.1 22.8 24.7 18.7

0

5

10

15

20

25

30

35

【事業の方策】 

 

①ダイバーシティを推進する活動拠点施設としての「なは女性センター」の機能拡充 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎なは女性センターの機能拡充と運用の改善 

 男女共同参画社会の実現を目指す本市の活動拠点として、ま

た、女性の地位向上とともに、ダイバーシティ（多様性の受容）

を推進する役割を担う施設として、なは女性センターの機能拡

充を図ります。 

 

平和交流・男女

参画課 

なは女性センターの機能拡

充に向けた調査・研究・広

報 

234 

 

②ダイバーシティ推進に関するＮＰＯや団体等との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎男女共同参画関連のＮＰＯや団体等との情報交換及び交流

の促進 

 男女共同参画やダイバーシティの取組を行っているＮＰＯ

等団体との意見交換や交流、市民向けの講座の企画、情報提

供など、相互連携に努めます。 

 

平和交流・男女

参画課 

センター講座、情報提供、

広報・周知 

235 

 

 
 

■「那覇市民意識調査報告書」より ■ 
 

本市では、２年ごとに「市民意識調査」を実施しています。その中で、これまで「社会全体で

みた男女の平等についてあなたはどう思いますか」という質問をしています。 

 平成 30年度の調査では、「男性の方が優遇されている」と思う市民の割合は 65.0％、「女性

の方が優遇されている」と思う市民の割合は 6.8％、「平等である」と思う市民の割合は 12.9％

という結果が出ました。 

 

 

 「那覇市民意識調査」における、『社会が男女平等だと思う』と答えた市民の割合の変遷 

 
（％）

（単位：％）
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基本課題（２）推進体制の充実 

 

【現状と課題】 

 

我が国では、少子高齢化の動きが早く、これまでの生活スタイルや社会制度や慣習、社会体制の維持が

難しくなり、これまでの常識や慣習等も含め、私たちの生活や意識に変化が求められる時期を迎えてい

ます。労働者人口の減少による人手不足・人材不足による社会的損失も大きく、介護や福祉サービスの担

い手不足により、社会保障制度自体が立ちいかなくなるのではと危惧されます。 

そのため、これまでの男女共同参画に加え、現在はダイバーシティ（多様性の受容）を進め、誰もが個

人の能力を十分に発揮し、活躍できる社会の構築に努める必要が生じています。 

これからの時代に合った、新たな組織・体制づくりや各種事業・施策の実施に向け、市民・事業者等へ

の意識調査等を実施し、ニーズや現状を把握、分析した上で、新たに生じる課題やニーズに柔軟に対応し

ていくことが望まれます。 
 

【事業の方策の方向性】 
 

これまでの男女共同参画行政においては、固定的な性別役割分担意識の解消をはかり、誰もがあらゆる

分野へ参画できる社会の実現に向け取り組んできましたが、未だ多くの課題が残されています。 

これらの課題解決に向け、第一に、市民や事業者、市職員等の意識改革や理解の促進を図り、人権尊

重・男女共同参画の意識啓発の取組をさらに進めていきます。 

また、本計画の各施策・事業等をより効果的に取り組んでいくために、本市の基本課題の解決と各施

策・事業の見直し・改善に向け、那覇市男女共同参画行政推進委員会及び担当課において、事業のＰＤＣＡ

（詳細については 12ページを参照）を図ります。 
 

【事業の方策】 
 

①市職員等の男女共同参画意識の啓発 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎市職員の男女平等・多様性を受容する意識の啓発 

 市職員の意識啓発を図るための研修等を実施します。 

  また、男性職員が、育児休業・休暇制度を積極的に取得でき

るような職場環境の整備を図ります。 
 

人事課 職員研修、情報提供 236 

◎市職員の男女平等・多様性を受容する意識の啓発 

 男女共同参画に加え、多様性を受け入れるという観点から、

職場環境の実態把握、意識調査を実施し、その結果に基づいた

市職員への意識啓発を図るための研修を実施し、また、人事課

の職員研修実施を働きかけます。 

平和交流・男女

参画課 

職員研修・職員意識調査 237 

【再掲】 

◎セクハラを含め、あらゆるハラスメントのない自由な職場環

境づくりの推進  

 関係機関や他自治体等で参考となる研修プログラム等を参考

に、一般職員・管理職等に対する実態に即した効果的な研修実

施を図ります。また、セクハラ等相談窓口の充実や相談員の資

質向上に努めます。 

人事課 職員及びセクハラ相談員研

修、広報・周知 

189 
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【再掲】 

◎障害者差別解消法の広報・周知と取組の推進 

 2016（平成 28）年４月施行の「障害者差別解消法」の市民・

事業者・市職員への周知を徹底し、障害を理由とする差別をな

くし、合理的配慮の提供を推進していきます。 

 また、本市では、障がいのある方に配慮した窓口対応、通知

や書類・広報、庁舎内の環境整備と、市職員の合理的配慮につ

いての意識啓発を推進していきます。 

 

 

障がい福祉課 広報・周知、情報提供、庁

内における「合理的配慮」

に関する取組の推進 

61 

【再掲】 

◎本市の刊行物に関するガイドラインの普及啓発 

 本市の刊行物では、固定的な性別役割分担意識や性差に関す

る偏見などの表現を解消し、男女共同参画を推進するため、市

職員へ国のガイドラインの周知に努めます。 

 

 

平和交流・男女

参画課 

 

秘書広報課 

市職員へ国のガイドライン

の周知 

 

広報・広聴担当者研修等で

の情報提供・意識啓発 

７ 

 

 

８ 

 
 
②国・県・関係機関との連携 

具体的施策 担当課 事業等 番号 

◎国・県・関係機関との連携のための会議等への参加 

 各関係機関、団体等との連絡会議等へは積極的に参加し、意

見交換・情報共有を図ります。 

 

 

平和交流・男女

参画課 

ネットワーク会議等への参

加 

238 

  

   

      
 

 
那覇市男女共同参画 推進体制図 

 
 
 
 

市民・事業者等 
 
 
 
 

連携・協力 
 
 
 

 
  
 
      諮問・答申（提言） 
                 
 

                
                 

 
   

 
      

                
 
 
 
 
                   
 
 
 

  
 

連携・協力 
 
 
 

 
国・沖縄県・関係機関 

 
 

 

 

 

 

那覇市男女共同参画会議
一般公募市民・学識経験者 

那覇市男女共同参画 
行政推進委員会 

市    長 

庁議・副部長会議 

事  務  局 
平和交流・男女参画課 
（なは女性センター） 

幹 事 会 
 

関 係 各 課 
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那覇市男女共同参画 推進体制図 
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計画関連指標  

※「現状」については、平成 29 年度（一部は平成 30 年度）調べの数値となります。 

 

 番号 評 価 指 標 担当課 
2007(H19）

年度 

現状 

2017(H29）

年度 実績 

目 標 値 
関連 

施策 

番号 

５年後 

2023（R5） 

年度 

10 年後 

2028(R10) 

年度 

基 

本 

目 

標 

１ 

１ 

｢夫は外で働き、妻は

家庭を守るべき｣と

いう考え方に「反

対」･「どちらかとい

うと反対」する市民

の割合 

平和交流・ 

男女参画課 
37.4％ 

54.4％ 
（H29 男女共

同参画・市民

意識調査） 

60％ 75％ １ 

 

２ 

社会全体でみた場

合、｢男性の方が優遇

（どちらかというと

優遇）されている」と

思う市民の割合 

平和交流・ 

男女参画課 
62.9％ 

68％ 
（H29 男女共

同参画・市民

意識調査） 

30％ 20％ １ 

３ 

性の多様性に関する

取組に「賛成」･「ど

ちらかというと賛

成」する市民の割合 

平和交流・ 

男女参画課 ― 

80.1％ 
（H30 那覇 

市民意識 

調査） 

85％ 90％ １ 

４ 
なは女性センター 

講座の延べ受講者数 

平和交流・ 

男女参画課 
21,513 人 24,961 人 29,160 人 32,160 人 ５ 

５ 

なは女性センター 

主催講座への男性の

参加率 

平和交流・ 

男女参画課 
11.4％ 12％ 20％ 30％ 11 

６ 公民館講座への男性

の参加率 
公民館 20％ 24.2％ 30％ 35％ 14 

７ 
消防団員に占める 

女性の数 
消防局 12 人 12 人 15 人 18 人 73 

８ 消防吏員に占める 

女性の割合 
消防局 ― 2.6％ 3.5％ ５％ 74 

基 

本 

目 

標 

２ 

９ 

「性的指向・性自認」

という言葉の市民認

知度 

平和交流・ 

男女参画課 
― 27.4％ 35％ 50％ 80 

10 

｢性の多様性の尊重｣

に関する職員研修の

延べ受講者数 

平和交流・ 

男女参画課 
― 471 人 831 人 1,131 人 91 
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 番号 評 価 指 標 担当課 
2007(H19） 
年度 

現状 
2017（H29）
年度 実績 

目 標 値 
関連 

施策 

番号 
５年後 

2023(R5) 
年度 

10年後 
2028(R10) 
年度 

基 

本 

目 

標 

３ 

11 

ワーク・ライフ・バラ

ンス（仕事と生活の

調査）という言葉の

市民認知度 

平和交流・ 

男女参画課 
― 18.3％ 30％ 50％ 115 

12 

ポジティブ・アクション

（積極的改善措置）

に取り組んでいる市

内事業者の割合 

平和交流・ 

男女参画課 
― 11.5％ 20％ 30％ 115 

13 
那覇市男性職員の育

児休業取得率 

人事課・ 

関係課 
― 1.4％ ７％ 14％ 119 

14 
那覇市男性職員の出

産補助休暇取得率 

人事課・ 

関係課 
― 90.1％ 95％ 100％ 119 

15 
保育所等利用待機児

童数 

こどもみらい

課 
― 200人 0人 0人 123 

16 

介護予防リーダー養

成講座における男性

修了者の割合 

ちゃーがんじ

ゅう課 
6.7％ 33.3％ 35％ 40％ 131 

基 

本 

目 

標 

４ 

17 
審議会等委員の女性

登用率 

平和交流・ 

男女参画課

（全庁） 

  ― 35.3％ 39％ 40％ 144 

18 

審議会等委員につい
て、目標値（男女いず
れか一方の委員の割
合が 40％未満になら
ないようにする）を
達成した委員会の割
合を増やす 

平和交流・ 

男女参画課 
43％ 42.2％ 50％ 60％ 144 

19 女性ゼロの審議会等

の解消を図る 

平和交流・ 

男女参画課 
６件 ８件 0件 0件 144 

20 

市職員の女性管理職

（課長相当職以上）

の割合 

人事課 10.7％ 13％ 17％ 20％ 148 

基 

本 

目 

標 

５ 

21 

「ＤＶ等の相談窓口

を知っている」と回

答する市民の割合 

平和交流・ 

男女参画課 
― 43％ 50％ 60％ 190 
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１ 第４次那覇市男女共同参画計画 策定経過 
 
那覇市男女共同参画会議 

 年月日 会議の種類 会議の内容 

平成 29年度 
平成 29年 11月 30日 

諮問 次期計画への提言について 

第１回会議 次期計画の基本構成案について 

平成 30年 ３月 16日 第２回会議 今後の計画策定スケジュールについて 

平成 30年度 
平成 30年 ４月 24日 第１回会議 現行計画の進捗状況について 

平成 31年 ２月 22日 第２回会議 次期計画素案審議 

令和元年度 

令和元年  ５月 ８日 第１回会議 次期計画素案審議 

     ６月 ３日 第２回会議 提言（答申）案審議 

     ６月 21日 第３回会議 提言（答申）案審議 

     ７月 ３日 第４回会議 提言（答申）案審議・承認 

     ７月 11日 答申 市長へ提言 

 

那覇市男女共同参画行政推進委員会・幹事会、庁議 

 年月日 会議の種類 会議の内容 

平成 30年度 

平成 30年 ４月 26日 第１回推進委員会 次期計画基本構成案について 

５月 ２日 第１回幹事会 次期計画基本構成案について 

10月 17日 第２回幹事会 各課の回答結果について 

平成 31年 １月 22日 第３回幹事会 次期計画事業・指標案について 

２月 ５日 第２回推進委員会 次期計画素案審議・承認 

令和元年度 

令和元年  ５月 ７日 第１回推進委員会 次期計画素案の見直しについて 

５月 23日 第１回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

５月 27日 第２回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ８日 第２回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ９日 第３回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

  11月 ８日 庁議 次期計画の策定について  

 

市民意見募集（パブリック・コメント） 

令和元年度 令和元年 7月 11日（木）～８月６日（火）実施     意見件数：60件（18人） 
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令和元年度 

令和元年  ５月 ８日 第１回会議 次期計画素案審議 

     ６月 ３日 第２回会議 提言（答申）案審議 

     ６月 21日 第３回会議 提言（答申）案審議 

     ７月 ３日 第４回会議 提言（答申）案審議・承認 

     ７月 11日 答申 市長へ提言 

 

那覇市男女共同参画行政推進委員会・幹事会、庁議 

 年月日 会議の種類 会議の内容 

平成 30年度 

平成 30年 ４月 26日 第１回推進委員会 次期計画基本構成案について 

５月 ２日 第１回幹事会 次期計画基本構成案について 

10月 17日 第２回幹事会 各課の回答結果について 

平成 31年 １月 22日 第３回幹事会 次期計画事業・指標案について 

２月 ５日 第２回推進委員会 次期計画素案審議・承認 

令和元年度 

令和元年  ５月 ７日 第１回推進委員会 次期計画素案の見直しについて 

５月 23日 第１回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

５月 27日 第２回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ８日 第２回幹事会 次期計画素案の修正案審議・承認 

８月 ９日 第３回推進委員会 次期計画素案の修正案審議・承認 

  11月 ８日 庁議 次期計画の策定について  

 

市民意見募集（パブリック・コメント） 

令和元年度 令和元年 7月 11日（木）～８月６日（火）実施     意見件数：60件（18人） 
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２ 第 14・15期 那覇市男女共同参画会議 委員名簿 

 

第 14・15期 

氏  名 所属等 

矢 野 恵 美（会  長） 琉球大学法科大学院 教授 

山 﨑   新（副会長） 一般社団法人 沖縄じんぶん考房 代表理事                                      

小 林 健 一（副会長） えるだ法律特許事務所 弁護士 

渡嘉敷 みどり 那覇市立病院 産婦人科総括科部長 

秋 吉 晴 子 しんぐるまざぁず・ふぉーらむ沖縄代表 

島 袋 隆 志 沖縄大学法経学部 准教授 

大 城 貴代子 那覇市女性ネットワーク会議（あけもどろ女性の会） 会長 

翁 長 孝 枝 那覇市女性ネットワーク会議（あけもどろ女性の会） 顧問 

仲   昌 代 那覇市女性の翼の会会長  那覇商工会議所女性会 副会長 

新 垣   誠 沖縄キリスト教学院大学 人文学部長 教授 

吉 川 麻衣子 沖縄大学 人文学部 准教授 

伊 禮   靖 那覇市ＰＴＡ連合会 会長 

名 嘉   泰 
公益財団法人 沖縄県労働者福祉基金協会  
那覇市パーソナルサポートセンター 統括責任者 

土 屋 由美子 子育て応援キャラバン隊なは はぐくみ 相談役 

新 城 ヒロ子 那覇市民生委員児童委員連合会 会長 

 

第 14期 

小橋川 邦 也 まちづくりサポートセンター 主宰 

田 端 一 正 沖縄県教育庁 那覇教育事務所 所長 
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８ 用語解説 
 (五十音順) 

１ アウティング 

本人の了解を得ずに、公にしていない性的指向(恋愛や性的欲求の対象となる性･

好きになる性)や性自認(自分が認識する性別･こころの性)を暴露すること。 

※セクシュアリティは、大切な個人情報。いつ・誰に話すかということは、本人だ

けが決められる。 

２ 一般事業主行動計画 

女性活躍推進法に基づき、国・地方公共団体、301 人以上の大企業は、(1)自社の

女性の活躍に関する状況把握・課題分析、(2)その課題を解決するのにふさわしい

数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定･届出･周知･公表、(3)自社の女性の活

躍に関する情報の公表を行わなければならない(300 人以下の中小企業は努力義

務)。 

３ うないフェスティバル 

国連婦人の十年の最終年 1985（昭和 60）年に｢女たちからのメッセージ｣をテー

マに始まり、平和を基調に男女平等社会の実現やあらゆる立場の人々との共生を目

指し、自己表現やネットワークづくりの場として、2014 (平成 26)年の第 30 回まで

開催された。 

４ 
ＳＮＳ(ソーシャル･ネット 

ワーキング･サービス) 
 友人・知人等の社会的ネットワークをインターネット上で提供することを目的と

するコミュニティ型のサービスのこと。 

５ 

ＳＤＧｓ 

（持続可能な開発目標）

（Sustainable Development  

 Goals) 

2001（平成 13)年に策定されたミレニアム開発目標(ＭＤＧｓ)の後継として 2015 

(平成 27)年 9 月に国連で採択された、2016 (平成 28)年から 2030 (令和 12)年まで

の国際目標（持続可能な開発のための 2030 アジェンダ）。 

 ＭＤＧｓの残された課題（例：保健、教育）や新たに顕在化した課題（例：環境、

格差拡大）に対応するように、新たに、17 ゴール・169 ターゲットからなる持続可

能な開発目標（ＳＤＧｓ）が設けられており、ゴール５ではジェンダー平等の達成

と全ての女性及び女児のエンパワーメントが掲げられている。 

６ ＬＧＢＴ(ＬＧＢＴＱ) 

レズビアン（Ｌ）、ゲイ（Ｇ）、バイセクシュアル(Ｂ)、トランスジェンダー(Ｔ)

の略称。性的マイノリティの総称として用いられることもある。これに、ＬＧＢＴ

では区切れない性的マイノリティとしての「クエスチョニング（Ｑ）」を加えて、

「ＬＧＢＴＱ」と表記する場合もある。 

７ えるぼし認定 

女性活躍推進法に基づき、行動計画の届出を行い、女性の活躍推進に関する取組

の実施状況が優良な企業については、申請により、厚生労働大臣の認定（えるぼし

認定）を受けることができ、認定を受けた企業は、厚生労働大臣が定める認定マー

クを商品などに付することができる。 

８ エンパワーメント 

一人ひとりがその人らしく活動する中で、文化的、社会的、政治的、経済的状況

などを変えていく力を身につけることを意味する。特に、女性の場合、ジェンダー

意識により発揮することを妨げられていた潜在的能力を開発し、経済的のみなら

ず、政治的・社会的な意思決定の場における発言力等、様々な場面で自己決定でき

る力を持つことを意味する。 

９ クオータ制（割当制） 
積極的改善措置（ポジティブ・アクション）の手法の一つであり、人種や性別な

どを基準に一定の人数や比率を割り当てる制度のこと。 

10 
固定的性別役割分担意識 
（固定的な性別役割分担意識） 

男女を問わず個人の能力等によって役割の分担を決めることが適当であるにも

かかわらず、｢男は仕事・女は家庭｣、｢男性は主要な業務・女性は補助的業務｣等の

ように、男性、女性という性別を理由として、役割を固定的に分ける考え方のこと。 

11 
ジェンダー 
（社会的性別、Gender） 

人間には生まれついての生物学的性別(セックス/sex)がある。一方、社会通念や

慣習の中には、社会によって作り上げられた｢男性像｣、｢女性像｣があり、このよう

な男性、女性の別のことをさす。｢社会的･文化的に形成された性別｣は、それ自体

に良い、悪いの価値を含むものではなく、国際的にも使われている。 
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12 

ジェンダー開発指数 

（ＧＤＩ） 

ジェンダー不平等指数 

（ＧＩＩ） 

ジェンダー・ギャップ指数

（ＧＧＩ） 

ＧＤＩは国連開発計画(ＵＮＤＰ)が「人間開発報告書」において公表。人間開発

における男女格差を表すもので、男女別の人間開発指数（ＨＤＩ）の比率で示され

る。 

ＧＩＩは国家の人間開発の達成が男女の不平等によってどの程度妨げられてい

るかを明らかにするもの。妊産婦死亡率、国会議員の女性割合、中等教育以上の教

育を受けた人の割合（男女別）等。 

ＧＧＩは世界経済フォーラムが公表している指数。経済、教育、保健、政治の各

分野ごとに各使用データをウェイト付けして総合値を算出。その分野ごと総合値を

単純平均してジェンダー・ギャップ指数を算出。 

13 
女子差別撤廃条約 
（女子に対するあらゆる形態

の差別の撤廃に関する条約） 

1979（昭和 54）年に国連総会で我が国を含む 130か国の賛成によって採択され、

1981（昭和 56）年に発効。我が国は 1985（昭和 60）年に批准。女子に対するあら

ゆる差別を定義し、政治的及び公的活動、教育、雇用、保健、家族関係等あらゆる

分野での男女の平等を規定する。 

なお、同条約第１条において、「この条約の適用上、女子（婚姻をしているかい

ないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由を認識し、享

有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目的を有するものをいう。」

と規定されている。 

14 
女性活躍推進法 
（女性の職業生活における 

活躍の推進に関する法律） 

 2015（平成27）年に成立。働く場面で活躍したいという希望を持つすべての女性

が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の活躍推進に

向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定・公表や、女性の職業選択に資する情

報の公表が事業主（国や地方公共団体、民間企業等※）に義務付けられた。 

※常時雇用する労働者が300人以下の民間企業等にあっては努力義務。10年間の時

限立法。 

15 
ストーカー規制法 
（ストーカー行為等の規制等

に関する法律） 

ストーカー行為を処罰する等ストーカー行為等について必要な規制を行うとと

もに、その相手方に対する援助の措置等を定めることにより、個人の身体、自由及

び名誉に対する危害の発生を防止し、あわせて国民の生活の安全と平穏に資するこ

とを目的とする法律。 

16 
政治分野における男女 
共同参画の推進に関する
法律 

2018（平成 30）年公布・施行。この法律は、衆議院、参議院及び地方議会の選挙

において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指すことなどを基本

原則とし、国・地方公共団体の責務や、政党等が所属する男女のそれぞれの公職の

候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることなどを定め

ている。 

17 

性的指向・性自認 

ＳＯＧＩ（ソジ）・ 

ＳＯＧＩハラスメント 

性的指向(Sexual Orientation)とは、恋愛や性的欲求の対象となる性(好きにな

る性)をいい、性自認(Gender Identity)は、自分が認識する性別(こころの性)をい

う。 

ＳＯＧＩ（性的指向・性自認の頭文字）は、性的指向・性自認のことをいい、「ど

んな性別を好きになるのか」、「自分自身をどういう性だと認識しているのか」とい

う「状態」を指すため、すべての人を表す。ＳＯＧＩハラスメントは、誰もがもつ

性に関するあらゆる差別的扱い等を指す。 

18 セクシュアリティ 
性は、からだの性、こころの性、好きになる性、表現する性の 4つの要素で考え

ることができ、この 4つが集まってできる性のあり方をいう。 

19 
セクシュアル・ハラスメ

ント（セクハラ） 

相手の意に反した性的な性質の言動で、身体への不必要な接触、性的関係の強要、

性的なうわさの流布、衆目にふれる場所へのわいせつな写真の掲示など、様々な態

様のものが含まれる。特に雇用の場においては、性的な言動への対応によって、労

働条件に不利益を受ける「対価型」と、就業環境が害される「環境型」がある。 

2007（平成 19）年から改正男女雇用機会均等法の施行により、職場におけるセク

ハラについて必要な措置を講ずることが事業主の義務となり、男性に対するセクハ

ラも法律の対象とすることとなった。 

20 ダイバーシティ 
「多様性」のこと。性別や国籍、年齢などに関わりなく、多様な個性が力を発揮

し、共存できる社会のことをダイバーシティ社会という。 
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21 男女共同参画社会 

男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野に

おける活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会

的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会のこと。 

22 

男女雇用機会均等法 
（雇用の分野における男女の

均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律） 

 募集・採用、配置・昇進等の雇用管理の各ステージにおける性別を理由とする差
別の禁止や婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等が定められてい
る。また、男女雇用機会均等法の指針の改正により、同性に対するものや、被害を
受けた者の性的指向又は性自認にかかわらず、当該者に対する職場におけるセクシュ
アル・ハラスメントも、指針の対象となった。 

23 デートＤＶ 結婚していない恋人間における身体的、精神的、性的並びに経済的暴力のこと。 

24 トートーメー（位牌） 

沖縄では位牌のことを一般的には指すが、位牌にとどまらず祖先のことまで含め
た呼称である。トートーメーの継承と財産分与については男性を優先する考えが一
部にあり、日常生活の中に様々な形で慣習として女性に対し不平等な扱いがなされ
ている。 

25 
ドメスティック・バイオ 

レンス(ＤＶ) 

配偶者や恋人など親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力のこと。
身体的暴力・精神的暴力・性的暴力など様々な形態の暴力が存在し、これらの暴力
は、単独で起きることもあるが、多くは何種類かの暴力が重なって起こっている。
また、ある行為が複数の形態に該当する場合もある。 

26 働き方改革 

 働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、自分で「選択」できる
ようにするための改革。 
働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の

実現、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講じる。 

27 
パタニティ・ハラスメン

ト（パタハラ） 
働く男性の育休取得や育児のための短時間勤務などを妨げる行為。 

28 
パワー・ハラスメント 
（パワハラ） 

職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超
えて、精神的・身体的苦痛を与える、又は職場環境を悪化させる行為。 

29 
ポジティブ･アクション
（積極的改善措置） 

様々な分野において、活動に参画する機会の男女間の格差を改善するため、必要
な範囲内において男女のいずれか一方に対し、活動に参画する機会を積極的に提供
するものであり、個々の状況に応じて実施していくものである。 

30 
マタニティ・ハラスメン
ト（マタハラ） 

働く女性が妊娠・出産に関連し、職場において受ける精神的・肉体的嫌がらせの
こと。 

31 面前ＤＶ 

子どもの目の前で配偶者や家族に対して暴力をふるうこと。児童虐待防止法
(2000 年成立)の 2004 年改正で、心理的虐待のひとつと認定した。 
直接的に暴力を受けなくても、ＤＶを見聞きして育つ子どもは心身に傷を負い、

成長後もフラッシュバックに苦しむなどＰＴＳＤを発症することが少なくない。 

32 

リプロダクティブ・ 

ヘルス／ライツ 
（性と生殖に関する健康と 

権利） 

「女性の性と生殖に関する健康と権利」のこと。人権と性の視点から妊娠、出産、
避妊などについて肉体的、精神的、社会的に男女の健康を保障し、女性の自己決定
権を尊重する考え方。1994（平成 6）年の国際人口開発会議（カイロ）において提
唱された。 

33 リベンジポルノ 

元交際相手の性的な写真等を嫌がらせ目的でインターネット上に公開すること
などをいう。このような行為の多くは、私事性的画像記録の提供等による被害の防
止に関する法律（平成 26 年法律第 126 号）による規制の対象となる。なお、同法
の規制対象は必ずしもこのような行為に限定されるものではない。 

34 ワーク・ライフ・バランス 

老若男女誰もが、仕事、家庭生活、地域生活、個人の自己啓発など、様々な活動
について、自ら希望するバランスで展開できる状態である。このことは、「仕事の
充実｣と「仕事以外の生活の充実」の好循環をもたらし、多様性に富んだ活力ある
社会を創出する基盤として極めて重要である。 
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4 
 

９ 男女共同参画に関するこれまでのあゆみ 
～世界・国内・県内・那覇市の動き～ 

年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1975 年 
昭和 50 年 

◆国際婦人年 
◆国際婦人年世界会議 

(メキシコシティ) 

「世界行動計画」採択 
◆第 30回国連総会､1976年～

85 年を「国連婦人の十年」

とすることを宣言 

◆総理府婦人問題担当業務 
開始 

◆婦人問題企画推進本部設置 

（本部長・内閣総理大臣、関 
係 10省庁） 

◆婦人問題企画推進会議設置 

◆沖縄県婦人連合会、県に対
し｢男女平等・婦人の地位向
上｣について要請 

 

1976 年 

昭和 51 年 

◆｢国連婦人の十年｣スタート 

◆日本初の女性国連公使誕生 
（緒方貞子) 
◆｢国連婦人の十年基金｣設立 

開発途上国の女性の自立を 
援助(1985年｢国連女性開 
発基金」ユニフェムに改称) 

◆教職員等育児休業法施行 

◆民法一部改正施行 
離婚復氏 → 婚氏続称 

（離婚後も婚姻時の姓の使 

用が可能に） 

◆労働商工部労政課を婦人行

政所管課と定め、担当の専
任職員を配置 

◆経済部労働福祉課に勤労婦

人担当(主査１人)を配置 

1977 年 
昭和 52 年 

  ◆｢婦人の十年国内行動計画｣
策定 

◆｢国内行動計画｣前期重点目

標決定 
◆国立婦人教育会館（現・国
立女性教育会館）開館 

◆第１回沖縄県婦人問題会議
開催 

◆沖縄県婦人関係行政推進会 

議設置 
◆沖縄県婦人問題懇話会設置 

  

1978 年 
昭和 53 年 

  ◆第１回婦人白書「婦人の現
状と施策」発表 

◆「国際婦人年行動計画を実
践する沖縄県婦人団体連絡

協議会」結成（婦団協） 

  

1979 年 
昭和 54 年 

◆第 34 回国連総会「女子に対
するあらゆる形態の差別の

撤廃に関する条約」(女子差
別撤廃条約）採択 

 ◆生活福祉部に青少年婦人課
を設置 

  

1980 年 
昭和 55 年 

◆「国連婦人の十年」中間年
世界会議（コペンハーゲン） 
「国連婦人の十年後半期行 

動プログラム」採択 

◆｢女子差別撤廃条約｣を
1985 年に批准するため、国
内法制諸条件の整備に努め

ることを決定 
◆｢国連婦人の十年｣中間世界
会議で「女子差別撤廃条約」

に署名 

◆｢トートーメー継承｣につい
ての論議沸きおこる 

◆｢国連婦人の十年｣記念、 

 第１回沖縄県国内研修を 
実施(埼玉・東京) 

  

1981 年 
昭和 56 年 

◆「女子差別撤廃条約」発効 ◆「国内行動計画後期重点目
標」策定 

◆民法、家事審判法一部改正 
配偶者の法定相続分 
３分の 1 → ２分の１へ 

◆国税庁が女性Ｇメン採用 
◆初の女性航空管制官誕生 

◆沖縄県議会、内閣総理大臣
に対し、「女子差別撤廃条

約」の早期批准に関する意
見書提出 

◆那覇市働く婦人の家を開設 

1982 年 
昭和 57 年 

  ◆母子福祉法一部改正 
（母子 → 母子及び寡婦） 
◆東京で女性税務署長誕生 

◆「パートバンク」発足 

    

1983 年 
昭和 58 年 

  ◆日本初の女性論説委員誕生 
(増田れい子・毎日新聞社) 

◆県知事､内閣総理大臣あて
｢女子差別撤廃条約｣の早期

批准について要望書提出 
◆沖縄県で共働き夫婦規制問
題起こる 

 

1984 年 
昭和 59 年 

  ◆池田内閣以来 22年ぶりの 
女性大臣誕生(石本茂環境 

庁長官) 
 

◆「婦人問題解決のための 
沖縄県行動計画」策定 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1985 年 

昭和 60 年 

◆｢国連婦人の十年｣最終年世

界会議･ＮＧＯフォーラム
(ナイロビ)開催 

◆｢西暦 2000 年にむけて女性

の地位向上のための将来戦
略(ナイロビ戦略)｣採択 

◆国籍法･戸籍法一部改正(父

系血統主義→父母両系血統
主義)施行 

◆｢女子差別撤廃条約｣批准 

◆生活保護基準額の男女差 
解消 

◆｢男女雇用機会均等法｣成立 

◆｢国民年金法｣の一部改正
公布 

◆「船員法」の一部改正公布 

◆国公立大初の女性学長誕生 

  ◆那覇市婦人問題行政連絡協

議会設置 
◆那覇市婦人問題会議設置 
◆第１回那覇市政を語る女性

のつどい開催 
◆第１回うないフェスティバ
ル開催 

1986 年 
昭和 61 年 

  ◆男女雇用機会均等法及び改
正労働基準法施行 

◆職業パイロット試験に女性
が合格 

◆女性ボイラー技師、女性ク

レーン運転手誕生 
◆婦人問題企画推進本部拡充 
（構成を全省庁に拡大） 

◆婦人問題有識者会議開催 
◆日本初の女性党首誕生 
（土井たか子） 

    

1987 年 
昭和 62 年 

  ◆婦人問題企画推進有識者会
議意見書提出 

◆「西暦 2000 年に向けての新
国内行動計画」策定 

  ◆那覇市婦人問題会議から答
申｢21 世紀に向けての那覇

市における女性行動計画の
策定｣について(女性行政担
当窓口として｢女性課｣設置

を提言） 

1988 年 
昭和 63 年 

  ◆海上保安庁に女性船長誕生 
◆女子差別撤廃条約実施状況 

第１回報告審議 
◆横浜女性フォーラム開館 
(女性センターブームに) 

◆バスガイド 35 歳定年訴訟 ◆｢那覇市女性行動計画｣策定 
◆経済部に女性室を設置 

（室長・主査・主事の計３人） 
◆那覇市婦人問題会議等、固 
 有名詞の“婦人”をすべて 

“女性”に変更 
◆那覇市の３大祭りの一つで 
ある｢じゅり馬まつり｣廃止 

1989 年 
平成元年 

  ◆学習指導要領が告示され、
家庭科は男女共修となる 

◆セクシュアル・ハラスメン
ト問題浮上 

  ◆女性室が経済部から総務部 
へ機構変え 

1990 年 

平成２年 

◆国連経済社会理事会「婦人

の地位向上のためのナイロ
ビ将来戦略に関する第１回
見直しと評価に伴う勧告 

及び結論」採択→指導的地 
位につく女性の割合を 95 
年までに 30％とする 

◆国連婦人の地位委員会拡大 
会期 

◆国連難民高等弁務官に 

緒方貞子就任 

◆東京地裁｢男女昇格差別｣ 

無効判決 

◆南西航空「スチュワーデス」 

ストライキ 

◆初の女性部長誕生 

（神山陽子） 
◆｢なは女性情報誌｣創刊 
◆｢なは女性史｣編さん事業

で、女性史編さん員採用(単
年度) 

1991 年 

平成３年 

  ◆「育児休業法」公布 
◆婦人問題企画推進有識者会
議意見書提出 

◆｢西暦 2000 年に向けての新
国内行動計画 (第１次改
定)｣決定→国の審議会の女
性の割合を 95 年までに
15％にする男女共同参画型
社会の実現を基本 

◆韓国人元従軍慰安婦、補償
求め提訴 

◆生涯出生児数が戦後最低に 
（1.57人） 

◆沖縄県教育委員会初の女性 

教育委員長誕生(赤嶺千壽) 
◆初の女性編集局長誕生   
(由井晶子・沖縄タイムス社) 

◆初の女性副知事誕生 
(尚弘子) 

◆「家族看護休暇」(１年以内)

導入 
◆女性室定数改正（室長・主
査２の計３人） 

◆｢市民女性学講座」開講 
◆市制 70 周年記念講演開催 
（講師・澤地久枝） 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1992年 

平成４年 

  ◆「育児休業法」施行 

◆婦人問題担当大臣設置 
◆介護休業等に関するガイド 
ラインを策定 

◆初のセクハラ訴訟(福岡地 
 裁)原告女性の訴えを認め 
 る 

◆知事公室に女性政策室を 

設置 

◆育児休業の条例制定 

◆教育委員会初の女性教育 
 委員長誕生(森田清子) 
◆｢那覇市女性行動計画｣推進 

プラン策定 
◆那覇女性史編集委員会発足 
◆なは女性史ワーキング 

 グループ設置 
◆男性職員２人が育児休業 
 取得 

1993年 
平成５年 

◆世界人権会議（ウィーン）
開催 

◆国連世界人権会議ＮＧＯで

「従軍慰安婦間題」論議 
◆女性に対する暴力撤廃宣言 

◆中学校家庭科の男女共修 
開始 

◆初の女性衆議院議長誕生 

（土井たか子） 
◆全国フェミニスト議員連盟
「自治体男女平等度コンテ

スト」実施 
◆「短時間労働者の雇用管理
の改善等に関する法律」 

(パートタイム労働法）施行 

◆「沖縄県行動計画～ＤＥＩ
ＧＯプラン 21～」策定 

◆「ＤＥＩＧＯプラン 21推進

月間」を設置（７月） 
◆財団法人おきなわ女性財団 
設立 

◆沖縄県女性模擬県議会開催 

◆人材リスト登録着手 
◆女性総合センター建設に 
 向けて調査 

◆那覇市女性国内研修「日本 
  女性会議」及び｢女性学･ 
 ジェンダー研究フォーラ 

 ム｣参加者補助金交付要綱 
 施行 

1994年 

平成６年 

◆国際人口開発会議（カイロ） 

行動計画採択 
「リプロダクティブ・ヘル 
ス/ライツ（性と生殖に関 

する健康/権利）」提唱 
◆国際家族年 

◆総理府に男女共同参画室、 

男女共同参画審議会、男女 
共同参画推進本部を設置 

◆「女子差別撤廃条約」実施

状況第２回及び第３回報告
審議 

◆｢男女雇用機会均等法｣改正 

◆高校家庭科の男女共修開始 
◆'94 アジア女性起業家会議 
◆｢婚姻制度等に関する民法 

改正要綱試案」法制審議会 
了承 

◆日本女性初の宇宙飛行士 

誕生（向井千秋） 

◆「ＤＥＩＧＯプラン 21」 

 推進地域協議会開催 
◆２代目女性副知事に 
東門美津子就任 

◆ＮＧＯフォーラム北京’95 
沖縄県実行委員会結成 

◆男女平等啓発誌「中学生の

ためのなぜなぜＢＯＯＫ」
発刊 

◆「働く那覇の女性たち」 

（女子労働実態調査）発刊 
◆女性室定数改正(室長･主査
３の計４人) 

◆那覇市女性行政推進委員会
設置（助役が会長､部長級で
構成） 

◆「那覇市審議会等委員への
女性登用促進要綱」制定 

◆「なは女性史証言集」発刊 

1995年 
平成７年 

◆第４回世界女性会議及びＮ
ＧＯフォーラム(北京)開催 

・ナイロビ将来戦略の評価 
と見直し 

・2000 年までの指針「行動 

綱領」（キーワードは「エ 
ンパワーメント」）と「北 
京宣言」を採択 

◆｢育児休業法｣を「育児休業・ 
介護休業法｣へ改正（介護休 

業制度の法制化） 
◆10 月を｢仕事と家庭を考え

る月間｣と定める 

 

◆県警交通部交通機動隊初の 
女性白バイ隊員採用 

◆９月の「米兵による少女暴 
行事件｣で女性たちの運動 
活発(｢強姦救援センター･ 

沖縄｣ＲＥＩＣＯ設置等) 

◆第４回世界女性会議（ＮＧ
Ｏフォーラム北京’95）参

加者ヘ補助支援 
◆第６回女性間題全国都市会 
議（県外 45 市・県内市町村 

から 170人参加）開催 

1996年 
平成８年 

◆ＲＳＣＡＰ主催「北京行動 
綱領実施のための女性の地 

位向上のためのナショナ 
ル・マシーナリー強化に関 
する地域会議」（ソウル） 

◆男女共同参画審議会｢男女
共同参画ビジョン｣を答申 

◆｢男女共同参画 2000 年プラ
ン｣策定 

◆「母体保護法」成立・施行 

◆男女共同参画推進会議（え
がりてネットワーク）発足 

◆県警、性犯罪捜査員として 
婦警を配置 

◆沖縄県女性総合センター 
｢てぃるる｣オープン 

◆牧志交番に女性相談所 

｢レディス･サポートコー 
ナー｣設置 

◆なは女性センターオープン    
（10 月１日） 

◆なは女性センター条例・規
則施行 

◆乳幼児健康支援デイサービ 

ス事業開始 

1997年 

平成９年 

 ◆「男女共同参画審議会設置

法」施行 
◆「介護保険法」成立 
◆「男女雇用機会均等法」 

改正 
◆「労働基準法」成立 
◆「育児・介護休業法の一部

を改正する法律」成立 

◆「男女共同参画社会の実現

をめざす沖縄県行動計画 
～ＤＥＩＧＯプラン 21～」
改定 

◆中国・四国・九州地区男女 
共同参画推進地域会議開催 

◆那覇市女性問題会議から答

申「第２次那覇市女性行動
計画策定に向けての提言｣ 

◆那覇市審議会等委員への女

性登用促進要綱第５条に係
る運用方針の制定 

◆小中学生による男女平等に

ついての作文集発行 
◆｢あけもどろ那覇女性の会｣
発会 

◆那覇市女性人材リスト要領
施行 

 

 

- 125 -



 

年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

1998年 
平成 10年 

   ◆なは男女共同参画都市宣言 
（9月 28 日） 

◆第２次那覇市女性行動計画 
「なは男女平等推進プラン」
策定 

◆情報誌｢うない遊び｣編集 
委員会要領施行 

◆なは女性史(近代編）「なは･ 

女のあしあと｣発刊 

1999年 

平成 11年 

  ◆｢男女共同参画社会基本法｣ 

公布・施行 
◆｢改正男女雇用機会均等法｣ 
施行 

◆｢食料･農業･農村基本法｣ 
公布・施行(女性の参画の 
促進を規定) 

    

2000年 
平成 12年 

◆国連特別総会｢女性 2000 年
会議」（ニューヨーク）開催 

◆｢男女共同参画社会基本計 
画｣閣議決定 

◆｢ストーカー行為等の規制

等に関する法律｣施行 
◆｢児童虐待防止法｣公布・ 

施行 

◆｢介護保険法｣施行 

    

2001年 

平成 13年 

  ◆男女共同参画会議・男女共

同参画局の設置 
◆｢配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する

法律｣施行 
◆第１回男女共同参画週間 
◆｢仕事と子育ての両立支援 

策の方針について｣閣議 
決定 

◆｢育児休業､介護休業等育児 

又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律の
一部を改正する法律｣施行 

  ◆県内初の女性助役誕生 

（伊藝美智子） 
◆なは女性史編さん事業終了 
◆総務部女性室から総務部 

男女共同参画室へ改称 

2002年 
平成 14年 

  ◆アフガニスタンの女性支援
に関する懇談会設置 

◆｢沖縄県男女共同参画計画 
(ＤＥＩＧＯプラン)｣策定 

◆那覇市女性問題会議等、固
有名詞の“女性”をすべて 

“男女共同参画”に名称変更 

2003年 
平成 15年 

  ◆｢女性のチャレンジ支援策
の推進について｣男女共同

参画推進本部決定 
◆｢少子化社会対策基本法｣ 
公布・施行 

◆第４回・第５回「女子差別 
撤廃条約」実施状況報告審
議 

◆｢次世代育成支援対策推進 
 法｣公布・施行 

◆「沖縄県男女共同参画推進 
条例」公布・施行 

◆「那覇市男女共同参画行政 
 推進委員会規定」施行 

◆第２次男女共同参画計画 
「なは男女平等推進プラン」 
改訂版発行 

2004年 

平成 16年 

  ◆｢配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護に関する 
法律｣改正法 公布・施行 

    

2005年 
平成 17年 

◆第 49 回国連婦人の地位委 
員会「北京＋10」 
(ニューヨーク)開催 

 

◆「男女共同参画基本計画 
（第２次）」閣議決定 

◆「女性の再チャレンジ支援 

プラン」策定 
◆「育児休業､介護休業等育児 
又は家族介護を行う労働者 

の福祉に関する法律等の一 
部を改正する法律」施行 

 

◆「沖縄県男女共同参画審議 
 会規則」公布・施行 
◆「沖縄県次世代育成支援行 

動計画」策定 

◆「那覇市男女共同参画推進 
条例」施行 

◆「ドメスティック・バイオ

レンス（ＤＶ）被害者支援
のための庁内ネットワーク
会議要領」施行 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

2006年 
平成 18年 

  ◆「国の審議会等における女 
性委員の登用の促進につ

いて」男女共同参画推進本
部決定 

◆「男女雇用機会均等法」 

改正 
◆「女性の再チャレンジ支援 
プラン」策定 

◆「沖縄県配偶者暴力防止及
び被害者支援基本計画」策

定 
◆｢女性問題懇話会｣廃止 
◆沖縄県女性総合センターの

名称変更と指定管理者制度
の導入 

◆｢男女共同参画行政推進 

本部｣設置 

◆総務部市長公室平和交流・ 
男女参画室を設置（組織改

変により市民平和交流室と
統合） 

◆なは女性センター10 周年 

 記念講演会開催 
 (講師：広岡守穂） 

2007年 

平成 19年 

  ◆「配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護に関す 
る法律」改正法 公布 

◆「短時間労働者の雇用管理 

の改善等に関する法律｣ 
改正 

◆「子どもと家族を応援する 

日本」重点戦略とりまとめ 
◆「仕事と生活の調和（ワー 
 ク・ライフ・バランス）憲 

 章」及び「仕事と生活の調 
 和推進のための行動指針」 
 策定 

◆｢男女雇用機会均等法｣施行 

◆「沖縄県男女共同参画計画 

（後期）」策定 

◆那覇市男女共同参画会議か

ら答申「第３次那覇市男女
共同参画計画策定に向けて
の提言」 

2008年 
平成 20年 

 ◆｢配偶者からの暴力の防止
及び被害者の保護に関する

法律の一部を改正する法
律」施行 

 ◆那覇市審議会等委員への女 
性登用促進要綱の一部改正 

◆「第３次那覇市男女共同参 
 画計画」策定 

2009年 
平成 21年 

 ◆全国共通の番号による 
「ＤＶ相談ナビ」スタート 

◆内閣府｢女性首長大集合!｣

開催 

◆｢沖縄県次世代育成支援計 
画後期（おきなわ子ども・ 
子育て応援プラン）｣策定 

◆男女参画グループ設置 
◆那覇市ＤＶ被害者等生活支
援給付金給付事業 

2010年 
平成 22年 

◆第 54 回国連婦人の地位委 
員会「北京＋15」 

(ニューヨーク)開催 
 

◆「第３次男女共同参画基本 
計画」策定 

◆「仕事と生活の調和（ワー 
ク・ライフ・バランス）憲
章」及び「仕事と生活の調

和推進のための行動指針」
改定 

◆｢沖縄県配偶者等からの 
暴力防止及び被害者基本 

計画｣改定 
◆｢男女共同参画社会づくり   
に関する県民意識調査｣ 

実施 

◆男女参画グループ組織改編 
（主幹・主査の計２人） 

2011年 
平成 23年 

◆ジェンダー平等と女性のエ
ンパワーメントのための国
際機関(ＵＮ Ｗｏｍｅｎ)

発足 

    ◆平和交流・男女参画室から 
 平和交流・男女参画課へ組 
織改編 

2012年 
平成 24年 

◆第 56 回国連婦人の地位委 
員会「自然災害における 

ジェンダー平等と女性の 
エンパワーメント」決議案 
採択 

◆「女性の活躍促進による 
経済活性化」行動計画策定 

◆女性活躍・子育て担当大臣
新設 

◆「子ども・子育て支援新制

度」成立 

◆｢第４次沖縄県男女共同参 
画計画 (ＤＥＩＧＯプラ 

ン)｣策定 

◆「那覇市配偶者等からの暴 
力の防止及び被害者支援に

関する基本計画」策定 

2013年 

平成 25年 

  ◆「配偶者からの暴力の防止 

及び被害者の保護等に関す
る法律」改正 

◆｢日本再興戦略｣の中核に

｢女性の活躍推進｣を位置付
け 

 

 
 
 

 
 
 

 

  ◆プライド・イベント「ピン

クドット沖縄」初開催（共
催事業） 
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年 代 世界の動き 国内の動き 県内の動き 那覇市の動き 

2014年 
平成 26年 

◆第 58 回国連婦人の地位委
員会「自然災害におけるジェ

ンダー平等と女性のエンパ
ワーメント」決議案採択 

◆内閣府「全ての女性が輝く 
社会作り本部」設置、担当

大臣として女性活躍担当大
臣新設 

◆首相官邸「輝く女性応援会

議」開催 
◆「少子化社会対策大綱」閣
議決定 

◆「次世代育成支援法」改正 
◆「男女雇用機会均等法施行
規則の一部を改正する省令

等」施行 

  ◆県都初・女性市長に 
城間幹子就任 

◆「なは市民協働プラザ条例」
公布 

◆「なは女性センター規則」 

公布 
 

2015年 

平成 27年 

◆第 59 回国連婦人の地位委

員会「北京＋20」 
(ニューヨーク)開催 

◆「第 4次男女共同参画基本 

計画」策定 
◆「子ども・子育て支援法」 
改正 

◆｢男女共同参画社会づくり 

に関する県民意識調査｣実施 

◆市立中学全 17 校で「思春期

の心と体のための意識啓発
事業」ＣＡＰプログラム 
実施 

◆｢性の多様性を尊重する都
市･なは｣宣言(通称・レイン
ボーなは宣言)発表 

（7月 19 日） 

2016年 
平成 28年 

◆「第 1 回東アジア家族・男
女共同参画担当大臣フォー

ラム」（バンコク）開催 

◆「女性の職業生活における 
活躍の推進に関する法律 

（女性活躍推進法）」施行 
◆｢男女雇用機会均等法｣改正 
（妊娠・出産等に関するハ

ラスメント防止措置を適切
に講じなければならない） 

◆「第５次沖縄県男女共同 
参画計画（ＤＥＩＧＯプラ 

ン）」策定 
◆沖縄県特定事業主行動計画   
「県職員の女性活躍推進及 

び仕事と子育て両立支援プ 
ラン」策定 

◆那覇市｢パートナーシップ
登録｣制度開始（7月 8 日） 

◆琉球大学法科大学院と「性
の多様性の尊重に関する連
携・協力に関する協定」締

結 
◆センター開設 20 周年記念
事業「レインボーなは 性

の多様性を尊重するまちづ
くり」 
講師:サブリナ･シズエ･マッケ

ナ(ハワイ州最高裁判所判
事) 

2017年 
平成 29年 

◆先進国首脳会議（Ｇ７） 
「ジェンダー平等のための  
ロードマップ」採択 

◆「刑法の一部を改正する法 
律」成立・施行 
（1.強姦罪の強制性交等罪

への変更等、2.性犯罪の非
親告罪化、3.監護者による
性犯罪に関する規定の新

設、4.強盗強姦罪の構成要
件の見直し、5.性犯罪に関
する法定刑の引き上げ） 

  ◆「第４次那覇市男女共同参
画計画への提言について」
諮問 

◆教育委員会が「学校におけ
るＬＧＢＴへの配慮に関す
る指針」策定 

◆「那覇市男女共同参画研修 
参加費補助金」事業開始 

2018年 
平成 30年 

 ◆「政治分野における男女共 
同参画の推進に関する法
律」公布・施行 

 ◆市立の全小中学校（53 校）
で「男女混合名簿」導入 

2019年 
令和元年 

 ◆「女性活躍推進法の一部を 
改正する法律」成立 

◆沖縄県平和援護・男女参画 
課から｢女性力･平和推進

課｣へ改称 

◆「第４次那覇市男女共同参
画計画への提言について」

答申 
◆男女参画グループ定数改正 
（担当副参事・主幹・主査の 

計３人） 
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10 
 

10 那覇市男女共同参画に関する市民意識調査 

 

１．調査の目的 
 

那覇市は、平成 10年に「なは男女共同参画都市宣言」、平成 17年に「那覇市男女共同参画推進条例」

を制定し、平成 20年度から「第３次那覇市男女共同参画計画（以下、「現行計画」）」に基づき、様々な

施策に取り組んできた。平成 29 年度は現行計画の最終年度を迎えるにあたり、「第４次那覇市男女共

同参画計画（以下、「本計画」）」策定に向けた取り組みも進めてきた。 

平成 28年に女性活躍推進法が施行され、男女共同参画社会の実現に向けた女性の社会進出の支援や、

子育て支援等において企業の役割が期待されている。 

本計画の策定にあたり、事業者の男女共同参画に関する意識や実態、期待されるニーズ等の把握とと

もに、施策策定の基礎として活用することを目的に、調査を実施した。 
 

２．調査の内容 
 

① 調査対象：20代～70代の市民 男女 3,000人 

② 調査期間：平成 29年 10月５日（木）～11月 20 日（月）まで 

③ 調査方法：郵送による配布・回収 

④ 回収状況： 

 

 

 

 回答者の性別・年代別構成比 
  

 （人） 20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 無回答 合計 

全体 （％）  13.6 18.4 21.5 16.3 16.2 13.6 0.6 100.2 

男性 （％） 460 13.3 15.4 27.8 15.7 16.5 10.7 0.7 100.1 

女性 （％） 605 13.9 20.7 16.7 16.7 16.0 15.5 0.5 100.0 

その他（％） 2 － 50.0 50.0 － － － － 100.0 

無回答（％） 3 － － － 33.3 － 66.7 － 100.0 

実数 （人） 1,070 145 197 230 174 173 145 6  

       

※構成比は、小数点以下第 2位を四捨五入しているため、合計は必ずしも 100 とならない。 

 

⑤ 調査項目 

 

 

 

 

配布数 有効回収数 有効回収率 

3,000 件 1,070 件 35.6％ 

・男女平等に関する意識について     ・家庭生活について 
・仕事について             ・老後の生活について 
・配偶者等からの暴力について      ・性の多様性について 
・男女共同参画社会について 
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11 
 

11 那覇市男女共同参画に関する事業所意識調査 

 

１．調査の目的 

 

那覇市は、平成 10年に「なは男女共同参画都市宣言」、平成 17年に「那覇市男女共同参画推進条例」

を制定し、平成 20年度から「第３次那覇市男女共同参画計画（以下、「現行計画」）」に基づき、様々な

施策に取り組んできた。平成 29 年度は現行計画の最終年度を迎えるにあたり、「第４次那覇市男女共

同参画計画（以下、「本計画」）」策定に向けた取り組みも進めてきた。 

平成 28年に女性活躍推進法が施行され、男女共同参画社会の実現に向けた女性の社会進出の支援や、

子育て支援等において企業の役割が期待されている。 

本計画の策定にあたり、事業者の男女共同参画に関する意識や実態、期待されるニーズ等の把握とと

もに、施策策定の基礎として活用することを目的に、那覇市内事業者を対象に調査を実施した。 

 

２．調査の内容 

 

① 調査対象：那覇商工会議所加盟企業 1,000社 

② 調査期間：平成 29年 10月５日（木）～11月 20日（月）まで 

③ 調査方法：郵送による配布・回収 

④ 回収状況： 

 

 

 

⑤ 調査項目 

・事業所での女性も男性も対等に活躍できる環境づくりに向けた取り組みについて 

・事業所において、男女共に働いていくための女性にとっての課題について 

・「ポジティブ・アクション」について 

・職場環境や風土の改善や、男女共同参画社会形成への取り組みについて 

・ハラスメント（セクハラ、パワハラ、マタハラ、アルハラ）や、その対応等について 

・各種休業制度の規定の有無や職員の取得実績や制度の利用等について 

・ＬＧＢＴを含む性的マイノリティ等に対する取り組みについて 

・女性の社会進出について 

・男女共同参画社会の実現を目指すうえで、必要な制度等について 

・その他 

配布数 有効回収数 有効回収率 

1,000 件 312 件 31.2％ 
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